
つながる財務報告：

気候変動の会計処理

2025年5月



 

 

 1                         Applying IFRS つながる財務報告：気候変動の会計処理 2025 年 5 月 

 

目次   

 

概要 ..................................................................................... 3 

1. 開示に関する要求事項 ......................................................... 8 

1.1 論点 ......................................................................... 8 

1.2 影響 ......................................................................... 8 

2. 有形固定資産 ................................................................... 24 

2.1 論点 ....................................................................... 24 

2.2 影響 ....................................................................... 24 

3. 資産の減損 ...................................................................... 28 

3.1 論点 ....................................................................... 28 

3.2 影響 ....................................................................... 28 

4. 引当金、偶発負債及び偶発資産 ........................................... 48 

4.1 論点 ....................................................................... 48 

4.2 影響 ....................................................................... 48 

5. 公正価値測定 ................................................................... 57 

5.1 論点 ....................................................................... 57 

5.2 影響 ....................................................................... 57 

6. 金融商品 ......................................................................... 63 

6.1 論点 ....................................................................... 63 

6.2 影響 ....................................................................... 63 

7.炭素クレジットとグリーン電力証書.......................................... 77 

7.1 論点 ....................................................................... 77 

7.2 影響 ....................................................................... 79 

8. 自然依存電力契約 ............................................................ 88 

8.1 論点 ....................................................................... 88 

8.2 影響 ....................................................................... 89 

付録 1：その他の気候関連の会計上の検討事項 ......................... 99 

付録 2: 本稿の重要な変更点の要約 ........................................ 102 

 

 

 

 



 

 

 Applying IFRS つながる財務報告：気候変動の会計処理 2025 年 5 月                      2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

重要ポイント   

▪ サステナビリティレポートと財務諸表のつながり（コネクティビティ）、特に財務

諸表における測定及び開示については引き続き注目度が高い領域である。 

▪ 気候変動が企業の財務諸表に与える影響の算定には、相当の労力と判断が

必要になり得る。 

▪ 企業は、各 IFRS 会計基準書に定められた特定の開示規定に準拠する必要

がある。 また、基準の開示目的を満たすために、財務諸表において追加の開

示が必要となる場合もある。したがって、開示の範囲を決めるにあたり、企業

は、サステナビリティ・リスク、特に気候変動が財政状態、財務業績及び

キャッシュ・フローに与える影響を財務諸表の利用者が理解するにはどのよう

な情報が求められるかを慎重に検討しなければならない。  

▪ 本冊子は、参考となる知見や開示例を提供することで、つながり及び特に気

候変動が会計処理に及ぼす影響を企業が評価及び報告する際の一助となる

ことを目的としている。また、本冊子における検討事項は他の不確実性につ

いても有益となる。 
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概要  

社会が気候変動に与える影響を減らすための取組みは、かつてないほど大きなも

のになっている。また同時に、企業が明確なコミットメントを報告することに対する利

害関係者からの期待も前例のないほど高まっており、こうした関心が予見可能な将

来にわたって続くと考えられる。投資家は投資判断及び経営者の受託責任の評価

を行う際、企業が環境に与える影響を理解することの重要性を強調している。 

IFRS 会計基準には気候関連事項に関する単一の明確な基準書が存在しないもの

の、気候リスク及びその他の気候関連事項は、様々な分野の会計処理に影響を及

ぼす可能性がある。一般目的の財務報告書の一部である財務諸表は利用者の意

思決定に関連する情報を提供する上で重要な役割を果たす。財務諸表に即座に与

える影響は必ずしも定量的には重要でないかもしれないが、定性的な観点から重要

性がある 1 範囲において利害関係者はますます、企業が財務諸表を作成する際に

気候関連事項をどのように考慮しているかについて説明することを期待している。ま

た、利害関係者は気候変動に関連する最も重要な仮定、見積り及び判断に関する

十分な開示が行われることを期待している。  

気候変動は今後数十年にわたり企業に影響を与えると予想される。企業が気候関連

リスクについてその財務諸表でより明確に取り扱うことは不可欠であるが、近年の動

向を考えれば、会計実務は今後数年間で徐々に進展するであろう。気候関連事項が

進展し続け、企業が気候変動に対処するためにさらなるコミットメントや措置を引き続

き講じていく中で、最新の気候関連リスクの評価や、戦略及び事業計画への統合、つ

まり（想定される）それらの影響が確実に財務諸表へ反映されることが重要である。さ

らに、財務諸表で提供する情報と、プレスリリース、投資家向けアップデート情報、年

次報告書における財務諸表以外の開示といった、財務諸表の外で利害関係者に提

供する情報との整合性を担保しなければならない。 

つながり（コネクティビティ） 

2023年 6月に国際サステナビリティ基準審議会（ISSB）による初めての IFRSサス

テナビリティ開示基準が 2 つ公表されたことに加え、欧州連合（EU）に適用される企

業サステナビリティ報告指令（CSRD）の要求事項や最終決定された SEC の気候関

連開示規則もあり、サステナビリティ報告の重要性は高まるばかりである。当然、財

務諸表とサステナビリティ報告の間の一貫性と整合性のある情報の重要性も高まる

であろう。サステナビリティ、財務及びリスク管理チームの連携を深めている企業は

特定されたリスクと機会だけでなく、リスクを緩和する計画を、その戦略や事業計画

及び予算に確実に組み込むことができ、それらは、つながりのある報告を支えるの

に重要となる。 

国際会計基準審議会（IASB）は国際サステナビリティ基準審議会の作業を財務諸

表に関連する範囲で検討していく。同時に、IASB と ISSB（以下、両審議会）は互い

の作業を補完し合うようにして、一般目的財務報告における開示のつながりを高め

ていく。2 EU に適用される要求事項に関しても同様の取組みが期待されている。こう

した取組みは、企業が自身の財務諸表とサステナビリティ報告の両方で、つながり

のある報告を行うことが期待されていることを理解し、そうした期待に応えていくのを

支援する上で重要である。特に、つながりのある情報は期待されているものの、そ

の概念は統一的には定義されていないため、こうした取組みは非常に重要である。 

 

 

1 IAS 第 1 号「財務諸表の表示」第 7 項では、情報は、それを省略したり、誤表示したり不明瞭にしたりし

たときに、一般目的財務諸表の主要な利用者が特定の報告企業に関する財務情報を提供する財務諸

表に基づいて行う意思決定に、当該情報が影響を与えると合理的に予想し得る場合には、重要性があ

るとしている。 

2 Press Release, IASB to explore ways to improve reporting of climate-related and other  
uncertainties in the financial statements, 2023 年 9 月 20 日 https://www.ifrs.org で閲覧可能 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ifrs.org%2Fnews-and-events%2Fnews%2F2023%2F09%2Fiasb-to-explore-improvements-to-reporting%2F&amp;data=05%7C02%7CManikandan.R%40gds.ey.com%7C6ce3ff50d2a648f8c87e08dc7415f505%7C5b973f9977df4bebb27daa0c70b8482c%7C0%7C0%7C638512884855517931%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0%7C%7C%7C&amp;sdata=pv17CuE2kMjxf7nM%2FQvdSfBc1HX9kr5tfd0a6OO3VW0%3D&amp;reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ifrs.org%2Fnews-and-events%2Fnews%2F2023%2F09%2Fiasb-to-explore-improvements-to-reporting%2F&amp;data=05%7C02%7CManikandan.R%40gds.ey.com%7C6ce3ff50d2a648f8c87e08dc7415f505%7C5b973f9977df4bebb27daa0c70b8482c%7C0%7C0%7C638512884855517931%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0%7C%7C%7C&amp;sdata=pv17CuE2kMjxf7nM%2FQvdSfBc1HX9kr5tfd0a6OO3VW0%3D&amp;reserved=0
https://www.ifrs.org/news-and-events/news/2023/09/iasb-to-explore-improvements-to-reporting/
https://www.ifrs.org/
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「つながり」という概念は、IFRS S1 号「サステナビリティ関連財務情報の開示に関す

る全般的要求事項」の要求事項にて記述される「つながりのある情報」という用語よ

り広い意味を持つ可能性がある。IFRS S1 号は、「つながりのある情報」に関する要

求事項の中で、企業は公表するサステナビリティ関連財務開示とその他の一般目

的財務報告書（関連する財務諸表など）との間のつながりを説明する情報を提供し

なければならないと定めている。同号は、サステナビリティ関連のリスク及び機会が

企業の財政状態、財務業績及びキャッシュ・フローに与える現在の及び予想される

影響に関する情報も求めている。3この「つながり」を促進するため、IFRS S1 号は、

サステナビリティ関連財務開示の作成に用いるデータ及び仮定には、IFRS 会計基

準の要求事項を考慮した上で可能な限り、関連する財務諸表の作成に用いるデー

タ及び仮定と整合するものを使用することを求めている。 

ISSB の情報要請の中には「つながり」に関する質問が無かったにもかかわらず、

ISSB の「アジェンダの優先度に関する協議」に対する多くの回答者が、つながりに

関するフィードバックを提示した。両審議会は、この点に留意し、「サステナビリティ

関連財務情報開示と財務諸表を含んだ一般目的財務報告との一体的かつ包括的

なシステムの提供を促進する」ために様々な方法で協力し続ける。4 

両審議会が作成した、サステナビリティ関連財務開示に関する例がいくつかある（例

えば、IASB プロジェクト、財務諸表における気候及びその他の不確実性）。5 ただし、

どのような情報を提供するか、どのように「つながり」を示すか、相互参照がどの程

度可能かを決定するには、引き続き判断が必要である。規制上の要求事項のため

に、企業は異なる基準（例えば、将来予測値 vs 実績値）で情報を繰り返し提供する

必要があるかもしれない。したがって、利用者とのコミュニケーションにおいては、透

明性と理解可能性が重要となる。 

IASB のプロジェクト及び IFRS 解釈指針委員会の審議 

IASB の第 3 次アジェンダ協議において、利害関係者から、気候関連リスクに対す

る IFRS 会計基準の適用には一貫性が欠けている可能性があり、財務諸表で開示

される気候関連リスクの情報は不十分な可能性があるとの意見が寄せられた。国

際会計基準審議会（IASB）は、当該フィードバックに対応するため、財務諸表におけ

る気候関連リスクに関する維持管理プロジェクトを追加した。IASB は、プロジェクト

の目的を一般化して、気候関連リスクのみならずその他の関連リスクも含め、プロ

ジェクト名を「財務諸表における気候関連及びその他の不確実性」に変更した。 

2024 年 7 月、IASB は公開草案「財務諸表における気候関連及びその他の不確

実性」を公表した。公開草案は、企業が気候関連及びその他の不確実性を財務諸

表において報告するために IFRS会計基準の要求事項をどのように適用すべきかを

説明する 8 つ設例を付け加えることを提案していた。提案された設例は、財務諸表

における気候関連およびその他の不確実性の報告を改善することを目的としている。 

 

 

 

 

 
 

 

3 IFRS S1 「サステナビリティ関連財務情報の開示に関する全般的要求事項」21 項(b) (ii) 及び 23 項 

4 表 1：ISSB の活動, Request for Information: Consultation on Agenda Priorities, Available on 

www ifrs.org, 2023 年 5 月 

5 関連するリソースは IFRS 財団ウェブサイトで閲覧することができ、webcast で「つながり（コネクティビ

ティ）」について解説されている。 

https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/project/issb-consultation-on-agenda-priorities/issb-rfi-2023-1.pdf
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/project/issb-consultation-on-agenda-priorities/issb-rfi-2023-1.pdf
https://www.ifrs.org/connectivity/#about
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本公開草案のコメント提出期限は 2024 年 11 月 28 日であった。本稿執筆時点で

は、IASB は、寄せられたフィードバックを討議し、今後について検討し、プロジェクト

の方向性を 2025 年 5 月までに決定することが見込まれていた。6   

IASB においては、気候変動に関連するその他にも数多くのプロジェクトが進行中で

あり、また完了している。自然依存電力契約に関する IFRS 第 9 号と IFRS 第 7 号

の改訂については、2024年 12月に公表された （下記セクション 8 を参照）。基準

設定プロジェクト「引当金-的を絞った改善」については、既存の基準の一部側面に

関し利害関係者が提起している問題点に取り組むことが意図される（より詳細な内

容は下記セクション 4 を参照）。さらに、IASB は、現在、プロジェクト「無形資産」の

調査段階に入っており、プロジェクトの範囲を定義する予定にしている。本書執筆時

点では、IASB は、炭素クレジットを本プロジェクトの範囲から除くかどうかを決めて

いない。7 

IASB は、汚染物質価格決定メカニズム（PPM）8について作業計画に付け加えるか

どうかの決定を、次回のアジェンダ・コンサルテーションまで延期することを決めたが、

IASBスタッフは「PPMの会計実務にはばらつきが存在し」、「PPMが幅広い問題に

なりつつあり、その重要性も高まっている」ことを認識している。本冊子のセクション

7 で、準拠および自発的市場における炭素クレジットの会計上の検討事項について

考察している。9 

さらに、IFRS 解釈指針委員会（以下、解釈指針委員会）が気候関連の会計論点を

審議し、気候関連（ネットゼロ）コミットメントに関するアジェンダ決定を公表している。

これについては、下記セクション 4 で説明している。解釈指針委員会へ提出された

要望書及び同委員会の審議は、世界中の多くの利害関係者からの注目を集めた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6  プロジェクト・ペーパー: Climate-related and Other Uncertainties in the Financial Statements, 

IFRS 財団ウェブサイト、2025 年 4 月 14 日閲覧 

7  プロジェクト・ペーパー: Intangible Assets, IFRS 財団ウェブサイト、2025 年 4 月 14 日閲覧 

8  汚染物質価格決定メカニズムは、温室効果ガスやその他の汚染物質の排出を削減するための経済

的インセンティブを作り出すために策定されたメカニズムであり、それはコンプライアンス市場または自発

的市場のいずれかに区分される。IASB スタッフ・ペーパー10A「汚染物質価格決定メカニズムプロジェク

ト」、2024 年 6 月の IASB 会議、https://www.ifrs.org.で閲覧可能 

9  IASB のスタッフ・ペーパー10A、 http://www.ifrs.org. で閲覧可能。2025 年 3月、IASBが 2027 年

から開始する期間に関する第 4回アジェンダ・コンサルテーションを開始。https://www.ifrs.org.で閲覧可

能 

https://www.ifrs.org/projects/work-plan/climate-related-risks-in-the-financial-statements/
https://www.ifrs.org/projects/work-plan/intangible-assets/
https://www.ifrs.org/
https://www.ifrs.org/projects/work-plan/fourth-agenda-consultation/
https://www.ifrs.org/projects/work-plan/fourth-agenda-consultation/
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規制当局の焦点 

世界中の規制当局は、気候関連リスクが財務諸表へ与える影響を報告する必要性

や、サステナビリティに関する報告やその他のコミュニケーションと財務諸表におけ

る関連する開示との整合性をさらに重視するようになっている。 

例えば、2022 年 10 月、英国の財務報告評議会は、報告チームがネットゼロ及び

その他の温室効果ガス（GHG）排出量削減へのコミットメントに関する開示を作成す

る際に参考となる FRC Lab レポート「ネットゼロ開示（Net Zero Disclosures）」10を

公表した。欧州証券市場監督局（ESMA）は、2022 年度財務報告書に関する欧州

共通のエンフォースメントの優先事項（ European Common Enforcement 

Priorities for 2023 Annual Financial Reports ）11において、「年次財務報告書全

体を通して一貫した気候関連事項の取扱いは、グリーンウォッシング、すなわち上

辺だけの取組みを防止する重要な要素になる」と言及した。2023年3月 12、ESMA

は、ESMA のメンバーである各国の証券規制当局による 2 つのエンフォースメント

の決定を公表し、より具体的な気候関連情報を開示するよう発行者に求めた。 

当該決定は減損テスト及び見積りの不確実性の開示に関係するものであったが、そ

の決定の対象となった財務諸表の場合、特に年次財務報告書の財務情報以外の

セクションに記載される気候関連情報と比較すると、財務諸表において提供される

情報は不十分であると結論付けていた。また、当該決定は、気候関連の仮定と情報

に関する財務報告と非財務報告間の整合性の重要性を強調している。ESMA は引

き続き財務諸表の中と外での気候関連情報の整合性とつながりの受容性を強調し

ている。13 2024年4月、欧州システミックリスク理事会（European Systemic Risk 

Board：ESRB）が、「気候関連リスクと会計処理（Climate-related risks and 

accounting）」という報告書を公表した。この中で、同理事会は気候関連リスクが既

存の IFRS 会計基準においてどのように取り扱われ、どのように財務諸表に反映さ

れているかを評価し、金融の安定に関連する問題を 4 つ特定した。さらに、世界の

金融市場において、気候関連開示に関する取組みが行われている。例えば、2023

年 11 月、バーゼル銀行監督委員会は、世界の銀行システムに対する気候関連の

金融リスクに対処するため、「気候関連金融リスクの開示（Disclosure of climate-

related financial risks）」に関する市中協議を実施した。14  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10英国財務報告評議会、2022 年 10 月 FRC Lab レポート「ネットゼロ開示（Net Zero Disclosures）」
https://www.frc.org.uk 

11 ESMA、2023 年 10 月 25 日、年次財務報告書に関する欧州共通の執行優先事項（European 

Common Enforcement Priorities for 2022 Annual Financial Reports ） 」 
https://www.esma.europa.eu 

12 ESMA、2023 年 3 月 29 日、「第 27 回執行に関する EECS のデータベースからの抜粋」
https://www.esma.europa.eu 

13 ESMA, 2024 年企業報告に関する欧州共通の執行優先事項（European Common Enforcement 

Priorities for 2024 corporate reporting）、セクション 4、2024 年 10 月 24 日  https:// 

www.esma.europa.eu で閲覧可能 

14 「バーゼル銀行監督委員会「気候関連財務リスクの開示」2023年 11月 29日 https://www.bis.org 

で閲覧可能 

https://www.frc.org.uk/library/frc-lab/themes/esg/net-zero-disclosures/
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/2023-10/ESMA32-193237008-1793_2023_ECEP_Statement.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/2023-10/ESMA32-193237008-1793_2023_ECEP_Statement.pdf
https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/reports/esrb.report202404_climaterelatedrisks~2311dfaee2.en.pdf?0aab709cd36109c9d446b152084291ef
https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/reports/esrb.report202404_climaterelatedrisks~2311dfaee2.en.pdf?0aab709cd36109c9d446b152084291ef
https://www.bis.org/bcbs/publ/d560.pdf
https://www.bis.org/bcbs/publ/d560.pdf
https://www.frc.org.uk/
https://www.esma.europa.eu/
https://www.esma.europa.eu/
https://www.esma.europa.eu/
https://www.esma.europa.eu/
https://www.bis.org/
https://www.bis.org/
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本冊子の目的 

本冊子は、気候変動及び気候関連リスクが IFRS会計基準に準拠して作成される財

務諸表へ与える影響を評価・開示する際の一助となることを目的としている。企業固

有の事実と状況に基づく会計上の検討事項を識別するには相当の判断が求められ

るであろう。したがって、本冊子に含まれる情報は、参考となる知見や開示例を提供

することのみを目的としており、それらがすべての状況に適用できる、又は、十分と

なりえると解釈すべきものではない。本冊子では、主に気候関連リスクの開示を取り

上げているが、一部の企業は、持続可能性に関する戦略やリスクが財務諸表に与

える影響に関しても説明している。例えば、Vale 社は 2023 年年次報告書にて、持

続可能性の取組みに関する戦略及び財務諸表に対する影響を 1 つの注記で開示

している。同社は、「環境、社会及びガバナンス」という別個の見出しの下で、当該影

響を説明している。本冊子は、年次報告書の他の部分における気候関連開示との

整合性が必要であると強調しているが、経営者による説明（MD&A）や IFRS 財務諸

表以外の報告（例えば、別個のサステナビリティ報告）については扱っていない。 

本冊子における財務諸表からの開示例の抜粋は例示目的で掲載しており、これら

の開示例が、IFRS 会計基準や現地の資本市場ルールなどのその他の要求事項に

準拠しているかについてはレビューしていない。したがって、開示例は、企業がこれ

まで培ってきた実務を文書化しているが、「ベスト・プラクティス」を示すものではない。

また、本冊子の開示例は、その意図される目的を理解するために財務諸表で提供さ

れているその他の情報と合わせて読む必要がある。 

本冊子の開示例は一部の極めて企業固有の事実及び状況を取り扱っている場合

があるが、目的適合性のある情報を開示するための判断及び IFRS 会計基準の要

求事項は、すべての報告企業に適用されるものである。したがって、我々は、すべて

の業種の企業が気候変動の影響を報告する際には、それぞれの企業自身の事実

及び状況を考慮した上で、これらの例を検討されることを推奨する。  

本冊子は総じて、本書執筆時点で発効している IFRS 会計基準を対象にしているが、

一部例外も存在する。本冊子は、IFRS 第 9 号と IFRS 第 7 号の改訂「自然依存電

力を参照する契約」についてもセクション 8 で解説しているが、例えば、2027 年 1

月 1 日以降開始する事業年度から適用される IFRS 第 18 号「財務諸表の表示及

び開示」には対応していない。最新の刊行物については、ey.com/IFRS を閲覧され

たい。特に、エネルギー移行に関する新たなビジネス・モデルや取決めの会計処理

への影響を解説する「Applying IFRS to the Energy Transition」シリーズが参考と

なるであろう。本シリーズでは現在、電力購入契約と、二酸化炭素回収及び貯留を

取り扱った記事が閲覧可能である。   

 

 

 
  

http://ey.com/IFRS
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1. 開示に関する要求事項   

1.1 論点   

IAS 第 1 号「財務諸表の表示」は、「財務諸表の目的は，広範囲の利用者の経済的

意思決定に有用となる企業の財政状態、財務業績及びキャッシュ・フローについて

の情報を提供することである」と述べている。財務諸表利用者の意思決定に資する

ためには、情報が（少なくとも部分的には）先見性のある又は予測的な性質を有する

必要がある。気候関連事項に関する情報は、企業に重要な影響を与え、したがって

投資意思決定に影響すると投資者が合理的に予想する場合に目的適合性を有す

る。さらに IAS 第 1 号は、企業は重要性のある情報が財務諸表から省略されてい

ないかどうかを検討しなければならないと定めている。     

包括的な原則として IAS 第 1 号は、例えば、IFRS 会計基準に個別に要求されてお

らず、財務諸表のどこにも表示されていないものの、財務諸表の理解に目的適合的

となる気候関連事項のような情報を開示するよう企業に求めている。15 IAS 第 1 号

の要求事項は財務諸表全体に関連する。 

1.2 影響   

仮定及び見積り   

IAS 第 1 号は、企業が将来に関して行う仮定について、翌事業年度に重要性のあ

る修正が生じる重大なリスクに関する情報の開示を求めている。16 これにより、気候

関連事項に関する仮定について開示が求められる可能性がある。いくつかのケー

スでは、気候リスクに関する重要な仮定の変化が、短期的には重要性のある修正

につながると想定されないとしても、長期的には重要性のある修正の可能性が重大

なリスクとなるであろう。その文脈において、利用者が、特定の取引、その他の事象

及び状況が企業の財政状態及び業績に及ぼす影響を理解するのに IFRS 会計基

準の要求事項では不十分となる場合には、企業は IFRS 会計基準の要求事項を超

えた追加的な開示を提供しなければならない点を認識することが重要である。した

がって、たとえ短期的には重要性のある修正が生じるリスクが低いとしても、主要な

仮定に関する開示が必要となる場合がある。さらに、投資者及びその他の利用者が

気候関連事項に関して、より高い透明性を要請しているという事実はそれ自体、例

えば、耐用年数が比較的短い資産と同じように個別には会計数値への数値的影響

はさほど重要ではないとみなされる場合でも、そうした開示は重要性があるというこ

とを示唆している。  

L’Air Liquide社は、見積りと仮定の使用に関する開示の中で、気候関連リスクにつ

いて、同社の連結財務諸表に与える定量的な影響は重要性のあるものではないも

のの、重要性があるものだと考えている旨を記述している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
15 IAS1.31 及び IAS 1.112(c)を参照 

気候関連事項に関する仮

定の開示が求められる可

能性がある 
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16 IAS 1.125 を参照 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heineken N.V.は 2024 年度の年次財務諸表で、気候変動については企業の見積

り及び経営者の判断において検討したが、財務報告に重要性がある影響を及ぼす

ものではなかった、と述べている。 

Aviva 社は、財務諸表におけるリスク管理に関する注記事項で、低炭素経済へのコ

ミットメントが財務諸表にどのように組み込まれているかを議論している。  

Illustration 1-1 — L’Air Liquide S.A. – 2024 UNIVERSAL 
REGISTRATION DOCUMENTal report  

 

(Chemical sector)   

Use of estimates and assumptions    

 …   

 

Illustration 1-2 — Heineken N.V. – 2024 annual report (Brewery    

sector)   

3. Significant events in the period and accounting estimates and  

judgements     
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EssilorLuxottica は 2024 年一括登録書類の中で気候変動に対するエクスポー

ジャーは限定的であると述べている。また同社はサステナビリティへのコミットメント

が財務諸表にどのように影響を及ぼすかについての情報を提供している。 

 

Illustration 1-4 — EssilorLuxottica – 2024 UNIVERSAL  
REGISTRATION DOCUMENT (Medical Equipment and Services) 

Basis of Preparation of the Financial Statements 

  

 

Illustration 1-3 — Aviva Plc – 2024 annual report (Financial    

services sector - insurance, wealth and retirement services)  

54 – Risk management   
…   
Risk Environment   
…   

 

Illustration 1-3 — Aviva Plc – 2024 annual report (Financial   

 

services sector - insurance, wealth and retirement services)  

52 – Risk management   

Risk Environment   
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Illustration 1-4 — EssilorLuxottica – 2024 UNIVERSAL 
REGISTRATION DOCUMENT (Medical Equipment and Services) 
(cont’d) 

 

 

企業が気候関連の仮定を検討する場合、企業のプロセスを更新する必要がある。

現在に至るまで、財務報告の基礎となる仮定の多くが過去の経験を用いて行われ

てきているが、気候関連事項の変化のスピードと共に、今後そうした経験も関連性

が低下していくことが考えられる。例えば、企業は、民間及び公的部門が発表した計

画やコミットメント、また実行されたイニシアティブのモニタリングを実施する必要が

ある。モニタリング対象には技術面、法律面及び社会面の動向が含まれるがこれら

に限られるものではない。 

BHP Group 社（BHP 社）は、2024 年度年次財務諸表において別個の注記で気候

変動の影響及び低炭素経済への移行について説明している。注記の中で同社は、

低炭素エネルギーへの移行に関する複数のシナリオを開示し、移行の影響及びそう

したシナリオに影響される項目に関する経営者の仮定を財務諸表で説明している。 
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Illustration 1-5 — BHP Group Limited – 2024 annual report 
(Extractive sector)  

16 Climate change 
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Illustration 1-5 — BHP Group Limited – 2024 annual report 
(Extractive sector) (cont’d) 
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Equinor 社は、パリ協定のシナリオに整合したコモディティ価格に対する感応度分

析を 2024 年度年次財務諸表に開示している。 

Illustration 1-6 — Equinor ASA – 2024 annual report (Oil and 
gas sector) 

Note 3. Climate change and energy transition 
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Illustration 1-6 — Equinor ASA – 2024 annual report (Oil and 
gas sector) (cont’d) 
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Illustration 1-6 — Equinor ASA – 2024 annual report (Oil and 
gas sector) (cont’d) 

 

 

気候関連リスクの評価、具体的には、その定量化には一般的に、将来の技術開発、

政治の動向及び政府の施策など、将来の発展に関する高い不確実性について判断

の適用が求められる。評価には、複数のシナリオが含まれ、幅広い結果が生じる可

能性がある。したがって、企業が、基本財務諸表において自らが依拠した見積り及

び（IAS 第 1 号の要求に基づいて）開示された感応度にどのように不確実性を織り

込んでいるかについて説明する開示のみならず、幅広いシナリオに関する感応度分

析を提供することが必要になる。 

投資家のコミュニティーは、パリ協定 17 に示される世界の気温上昇を産業革命以前

の気温から 1.5℃以内に抑えるシナリオなど、特有の将来のシナリオが潜在的に与

える将来の影響に関する情報を期待しているかもしれない。その場合、企業は、そ

の評価がそうしたシナリオに整合的であるか、どのように整合しているかを説明する

ことが適切であり、シナリオとは異なる場合、他のシナリオがより現実的であると何

故考えるのかその理由を説明すべきであろう。上記の開示例である Equinor ASA

の 2024 年度の年次財務諸表と同様に、BHP 社はこの影響に対する開示を 2024

年度の年次財務諸表で行っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 パリ協定、UNFCC website 、2025 年 4 月 30 日に閲覧 

幅広いシナリオに関して

感応度分析を提供するこ

とが必要になる可能性が

ある 

 

https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement
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Illustration 1-7 — BHP Group Limited – 2024 annual report 

 (Extractive sector)   

16 Climate change 
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上述のとおり、多くのケースで、例えば､工場の閉鎖日が前倒しされる場合の影響が

どのようなものになるかを反映する感応度に関する開示、及び工場の閉鎖予定日と

いった、依拠した仮定の詳細を含めることで、そうした要因が企業の見積りにどのよ

うな影響を与えたかをさらに説明することが適切となる。 

一部の人は、現在のビジネス・モデルの持続可能性をはじめ、気候リスク及び潜在

的な将来の動向が企業に与える影響は、不確実性が大きすぎて、測定及び定量化

した開示を通じて財務諸表に意味のある表現を行うことはできないと考えている。一

般的に高い水準の不確実性が存在する場合、企業が感応度分析の開示を検討す

ることは非常に有用である。上述の例で示されるように、感応度分析はそうした状況

において関連性のある情報を伝えるという点で特に有用となる。 

他方、経営陣が、気候リスクが企業の財政状態及び将来の業績に与える影響を未

だ十分に検討しておらず、結果として気候リスクを関連する評価及び判断には織り

込んでいない企業も存在する。そのような状況において、企業は少なくとも、その財

政状態、財務業績及びキャッシュ・フローを適正に表示する財務諸表をどのように検

討したかの説明と共に、気候リスクを財務諸表に反映することができないことを明確

に説明する情報の開示を検討すべきである。 

判断   

IFRS は、財務諸表に認識される金額に最も重要な影響を与える見積りとは区別し

て経営者の会計方針に関する判断を開示しなければならない、と定めている。気候

関連事項も適切な会計方針を決定する際の判断に影響を与えることから、場合に

よっては判断に関する注記事項を開示することになる。例えば、セクション 3 で解説

しているように、将来、一定のサステナビリティ目標を達成する企業の取組みの中で

生じると見込まれるキャッシュ・フローが、減損テストにおける使用価値を決定する

場合の資産の維持又は改善とみなされるかどうかを評価する際にも判断は適用さ

れる。同様に、セクション 4 で解説しているように、企業が現場を原状回復する、又

は廃棄物を除去する推定的義務を有しているかどうかを決定する際にも重要な判

断が求められる。 

Mercedes-Benz Group 社はその 2024 年度年次財務諸表において、資産及び負

債のグループの認識及び測定に気候関連事項がどのように影響するかを評価する

際に行使された判断を説明する注記事項を開示している。 
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Illustration 1-8 — Mercedes-Benz Group – 2024 annual report 
(Automotive sector) 

1. Material accounting policies 
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Illustration 1-8 — Mercedes-Benz Group – 2024 annual report 
(Automotive sector) (cont’d) 
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継続企業   

IAS 第 1 号は、「継続企業」について「経営者に当該企業の清算若しくは営業停止

の意図がある場合、又はそうする以外に現実的な代替案がない場合を除いて、企

業は財務諸表を継続企業の前提により作成しなければならない」18と説明している。

作成の基礎になる継続企業の前提が適切であるかどうかを評価するにあたり、気候

関連事項に関する情報について、その他の不確実性とあわせて検討すべきである。 

気候関連事項は、評価に織り込まれる可能性が高い将来の事業活動及び銀行融

資に関する制限と共に、企業の継続企業の評価に影響を与える場合がある。さらに、

企業は、事業の継続的な運営に不可欠な水、エネルギー、土地利用及び廃棄物管

理に関する事項など、外部要因を検討する必要が生じるであろう。  

継続企業の評価では、多くの企業が向こう 12 ヵ月のみを検討して、継続企業に関

する不確実性は重要ではないと結論付けている。しかし、IAS 第 1 号に従って継続

企業の前提で財務諸表を作成できるかどうかを評価する場合、企業は報告期間末

時点から少なくとも 12 ヵ月の期間を見る必要がある。つまり、既知の不確実性が

12 ヵ月超の期間にわたって評価に影響を及ぼす場合には、12 ヵ月についてのみ

継続企業を考えるのでは IAS 第 1 号の規定に整合しないことになる。 

企業が継続企業の前提は依然として適切であると結論付けるとしても、IAS 第 1 号

は、企業の継続企業としての存続能力に大きな疑義を生じる重大な不確実性の開

示を要求している。気候関連事項は、当該企業の継続企業としての存続能力に重

要な疑義を生じる事象又は状況に関係する重要な不確実性を生じさせる可能性が

ある。そのような場合、継続企業の前提が適切であると仮定されるとしても、当該仮

定に関連する不確実性を説明する追加的な開示が求められると考える。 

2024 年 12 月 31 日を報告日とする 2024 年度年次報告書で、Rolls Royce 

Holdings 社は、気候変動リスクが継続企業の前提に重要な影響を及ぼすことはな

い」と述べている。 

 

Illustration 1-9 — Rolls Royce Holdings Plc – 2024 annual report 
(Civil aerospace and defence sectors) 

1 Accounting policies 

 

 

多くの場合、気候リスクにより継続企業に関する不確実性が短期間に大きく増加す

ることはないかもしれないが、企業の継続企業としての存続能力を評価する上では

それを無視することはできない。企業のより長期にわたる事業の持続可能性の分析

に基づくと、継続企業としてそのような長期にわたって存続する企業の能力に関し、

大きな不確実性が存在する場合、そうした不確実性について言及する開示を検討

すべきである。 

 

 

 

 

 

 

18 IAS 第 1 号第 25 項 

気候関連事項に関する情

報は、継続企業の前提を

評価する場合 にその他の

不確実性とあわせて検討

すべきである 
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整合性及び透明性 

企業が財務諸表外で行う、経営者による報告、サステナビリティ報告などの開示と

財務諸表において提供される開示との整合性は、目的適合性のある報告の重要な

特性であり、益々注目されつつある。例えば、2023 年 3 月、ESMA は、欧州各国

の執行機関が、企業は気候関連事項に関する十分な開示を 2021 年度の年次財

務諸表で行っていないと結論付けた 2 つの決定内容を公表した。当該決定は、それ

らの企業が財務諸表外で行った開示を引用していた。19 

気候リスクに関する効果的なコミュニケーションは、財務諸表内の開示に関する体

系化も含まれる。気候関連リスクに関する透明性のある説明を行うアプローチの 1

つは、主要な見積りと重要な判断の要約、及び、気候関連事項の影響を詳述し、か

つ定量化している財務諸表のその他の注記への相互参照と共に、気候関連事項の

全般的な開示を財務諸表に注記事項として提供することである。その他のアプロー

チであっても気候関連リスクに関する開示を提供するのに有効となる可能性はある。

どのようなアプローチが採用されようとも企業は、気候関連事項に関する企業固有

の財務上の影響について適切な理解を促す効果的な方法によって利用者が財務諸

表を読み解くことができるようにするための最善の方法を、慎重に評価することが重

要である。 

Volvo 社は、見積りの不確実性及び重要な判断を生じさせる要因に関する開示に

おいて、同社の 2024 年度の年次財務諸表で、気候変動リスクと機会を要因として

見積りと不確実性が生じている分野を明記し、それらの影響を説明している関連注

記の参照先を示している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
19 ESMA、2023 年 3 月 29 日、「第 27 回執行に関する EECS のデータベースからの抜粋」

https://www.esma.europa.eu  

Illustration 1-10 — Volvo AB – 2024 annual report (Automotive    

sector)   

2. Key sources of estimation uncertainty, critical judgments and climate- 

related risks and opportunities   

 

https://www.esma.europa.eu/
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気候関連リスクの開示を提供する他のアプローチも有効である。どのようなアプロー

チが講じられようと、気候関連事項の企業固有の財務への影響を利用者が財務諸

表から効果的に十分に理解できるようにするには、どのようにしたら確実かを企業

は慎重に評価すべきである。 

  

Illustration 1-10 — Volvo AB – 2024 annual report (Automotive  
sector)  (cont’d) 

 

  

 

弊法人のコメント   

気候関連リスクは見積りの不確実性に関する主な要因になりつつあり、IFRS 会

計基準を適用する際に求められる判断をより複雑なものにする。さらに、企業は、

継続企業として存続する能力を評価するにあたり、将来の気候関連の動向に関

連する不確実性を考慮すべきである。 

したがって、企業は仮定及び見積りに関して行う目的適合性のある開示を担保

し、そのような開示は一般的な定型文による表現が回避されるように注意を払い、

企業固有のものとすべきである。企業固有の開示には、適切となる場合には仮定

に関する定量化された情報及び当該仮定に関する既知の市場の期待からの乖離

についての説明が含まれる。さらに、企業が依拠する見積りに組み込まれた不確

実性を説明するために、適切な場合には定量化された感応度に関する開示も行う

べきである。また、財務諸表外の気候関連事項に関する開示（例えば、独立した

サステナビリティ報告又は経営者による説明）と企業が気候リスクを財務情報（例

えば、財務諸表における測定及び開示）にどのように組み込むかに関する開示の

双方について一貫性を担保することも重要である。  

企業の継続企業としての存続能力に関連する不確実性を評価する際、短期的に

実現すると見込まれるもの以外の気候リスクの影響についても検討が必要とな

る。 
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2. 有形固定資産  

2.1 論点   

IAS 第 16 号「有形固定資産」は、有形固定資産項目を、関連する将来の経済的便

益が企業に流入する可能性が高く、信頼性をもってその原価を測定できる場合には

認識しなければならないと定めている。 

企業は、有形固定資産項目を、資産の将来の経済的便益を消費すると予測するパ

ターンを反映した方法により耐用年数にわたって償却しなければならない。また、

IAS 第 16 号は、資産の耐用年数及び残存価額を実態に即して見積り、少なくとも

各事業年度末時点で見直す必要があると定めている。 

企業は法律により、資産からの流入が期待される将来の経済的便益を直接的に増

加させるものでなくても、例えば安全装置や環境保護装置などの一定の支出の負担

を求められる場合がある。IAS 第 16 号では、そのような支出は、それが行われな

かった場合に得られたであろう経済的便益を超過する将来の経済的便益を企業が

得ることを可能にする場合には資産の取得原価の一部としての認識要件を満たす

と説明されている。 

有形固定資産に関する減損規定の説明は下記セクション 3 を参照されたい。 

2.2 影響 

気候変動、それに対処するための立法措置及びさらに増す社会的な期待により、有

形固定資産項目の価値、経済的耐用年数及び残存価額に相当の影響が生じる可

能性がある。例えば、法律により一部の技術が陳腐化する、大きな学習曲線効果及

び研究開発投資により再生技術がコスト競争力を高める、また、資産によっては極

端な気象条件によりダメージを受け易くなるといったことが考えられる。 

特に、企業は気候関連リスクが有形固定資産に与える影響を評価するにあたり以

下を考慮しなければならない。  

▪ 耐用年数－気候関連リスクは関連する法律も含めて、有形固定資産の用途及
び使用期間に影響を及ぼす可能性がある。上述の通り、IAS 第 16 号は、企

業は少なくとも各事業年度末時点で資産の耐用年数を見直さなければならな

いと定めている。企業は、資産の見積耐用年数を算定し、資産の減価償却期

間を決定するにあたり、毎年、気候関連要因を考慮する必要がある。例えば、

化石燃料生産資産（例：石炭生産資産）の早期の廃棄又は炭素排出資産（例：

高炭素排出船舶）の使用の継続を見込むのかどうかを評価する必要が生じる

であろう。同様に、高炭素排出産業の顧客にサービスを提供するために自社

の有形固定資産が使用される場合、有形固定資産が間接的に影響を受ける

可能性があるかどうかを検討する必要がある。   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

気候関連事項は、有形固
定資産項目の価値、その
経済的耐用年数及び残存
価額に影響を与える可能

性がある 
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Illustration 2-1 — National Grid – 2024 annual report (Utility 
sector) 

Notes to the consolidated financial statements 

13. Property, plant and equipment 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ ビジネス・モデル － 気候関連の革新的な取組みは結果として炭素排出の削

減を目的とする新しいビジネス・モデル及びプロジェクトの開発につながる。例

えば、二酸化炭素回収・貯留技術は、枯渇した石油層又は天然ガス層を用い

ることで、部分的又は完全に減価償却された既存のインフラを利用する（例：生

産中又は廃鉱済油ガス田に関連するパイプラインやオフショア施設）。当該シ

ナリオでは、資産の将来における利用可能性が増すため、企業は、既存の設

備の減価償却方法及び（又は）減価償却期間を変更する必要があるかどうか

を評価しなければならない。すなわち、既存のインフラであっても、新しいクリー

ン・エネルギー・プロジェクトの存在により耐用年数が延長される可能性がある。  

Illustration 2-2 — A.P. Moller-Maersk – 2024 annual report   

(Logistics sector)   

3.2 – Property, plant and equipment    
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▪ 廃棄 － 有形固定資産項目の耐用年数が以前想定していたより短くなる場

合、その廃棄が前倒しされ、割引の影響の結果として資産除去債務及び関連

する資産の両方が増加することとなる。さらに、耐用年数が到来済みの資産は、

資産除去債務の潜在的な変動に比べれば帳簿価額が小さいため、IFRIC第 1

号「廃棄、原状回復及びそれらに類似する既存の負債の変動」に基づき純損

益に影響が生じうる点には留意が必要である。 

▪ 残存価額 － 有形固定資産項目の残存価額も、少なくとも各事業年度末時

点で見直さなければならない。有形固定資産の残存価額は通常、適正に予測

することが可能であるが、法律上の使用期限が決まっており、その結果徐々に

用いられなくなっている技術を使用する中古の有形固定資産の買手が相対的

に少ない場合には、必ずしもそうはならない。下記の開示例では、easyJet 社

が、保有する航空機の残存価額が気候変動にどのように影響されるかを

2023 年度財務諸表に記載している。  

 

Illustration 2-3 — Royal Schiphol Group – 2024 annual report 
 (Airport Management) 

3. Critical judgements and estimates 

 

 

▪ 開発コスト － 企業は、新しい技術（例えば、水素生産プロセスや二酸化炭素

回収・貯留（CCS）装置）に関するインフラ開発への支出を負担する。そうした開

発コストは、当該項目に関連する将来の経済的便益が企業に流入する可能性

が高く、かつその取得原価が信頼性をもって測定できる場合にのみ有形固定

資産項目として認識される。企業は、いつの時点で有形固定資産の認識要件

を満たすための十分かつ信頼性のある情報が存在するかを検討する必要が

ある。この点、現行の技術と比べ新しい技術に関しては、開発に際して時間が

大幅に超過し、コストが予想以上に膨らむ可能性がより高くなり、資産の総開

発コストについてより多くの不確実性が存在することから、そのような情報の有

無はより重要となる。 

▪ 修繕及び設計変更 － 状況によっては、既存の資産の転換又は用途変更のた

めに重要な修繕又は設計変更が求められる可能性がある（例：海底油田開発

で使用される特殊船舶を、海上風力発電施設向けに使用するために用途を変

更する場合）。そうした活動により資産の取り替えが行われる場合、企業は追

加的な支出及び既存の有形固定資産の適切な処理を決定するにあたり IAS

第 16 号の定期的な大規模検査に関する規定を適用する必要がある。結果と

して、企業は、従前に想定していたより早く取り替えが見込まれる一定のパー

ツについて耐用年数を見直さなければならない可能性がある。 

 

企業は、十分かつ適切な

開示によって、有形固定

資産が、気候変動から生

じるリスク及びそうしたリ

スクへのエクスポージャー

にどのように影響されるか

を、利用者が理解できるよ

うにする必要がある 
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弊法人のコメント   

気候関連事項は、有形固定資産の耐用年数、残存価額及び廃棄に大きく影響す

る可能性がある。気候変動及びそれに関連するサステナビリティを推進するため

の法律で、有形固定資産項目が「座礁資産」になり、帳簿価額が既存のビジネス・

モデルではもはや回収できなくなるリスクが高まる。 

気候変動の影響を取り巻く不確実性を鑑みると、開示は、有形固定資産項目を認

識して測定する際に経営者が行った判断を財務諸表利用者が理解し評価できる

ように盛り込まれなければならない。 
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3. 資産の減損   

3.1 論点    

IAS 第 36 号「資産の減損」は、企業は各報告期間の末日（年度末又は期中報告日

のいずれか）において、企業の資産について減損の兆候があるかどうかを評価しな

ければならないと定めている。減損の兆候が存在する場合、IAS 第 36 号は、企業

に減損テストの実施を要求している。のれん、耐用年数を確定できない無形資産及

び未だ使用可能ではない無形資産については、IAS第36号は、企業に毎年同じ時

期、及び減損の兆候が存在する場合はその都度、減損テストを行うことを要求して

いる。減損の兆候としては、企業に悪影響を与える技術的、市場的、経済的若しくは

法的環境の著しい変化、資産の陳腐化、資産価値が低下していることを示す観察可

能な兆候などが挙げられる。環境の変化の重要性に関する認識の高まりが規制上

の措置につながり、利害関係者の視点にも影響を及ぼしている。そして、このことが

コモディティの市場価格に影響を及ぼしており、企業は営業活動のあり方の変化を

迫られている。企業はそうした事象及び状況が減損を示すものであるかどうかを検

討する必要があるだろう。 

企業は多くの場合、気候関連リスクに関する情報を財務諸表外（例えば、取締役会

報告書やサステナビリティ報告書）で提供している。ISSB が開発した短期、中期及

び長期にわたって気候関連リスク及び機会が企業の財政状態、財務業績及び

キャッシュ・フローに及ぼすと予想される影響の開示を定めた、サステナビリティ報

告要件が採用されることで、こうした動きはさらに広がりをみせるであろう。企業は減

損の兆候の有無について判定する場合、入手可能なすべての関連する情報を考慮

し、そのような情報源を含めることで、一貫した結論が導き出されるようにしなけれ

ばならない。 

1 つ又は複数の減損の兆候が識別された場合、資産又は資金生成単位（CGU）の

回収可能価額を算定し、帳簿価額と比較しなければならない。回収可能価額を算定

するにあたり、企業は、環境の変化の直接的、間接的な影響の両方を検討する必

要があるだろう。  

最後に、IAS 第 36 号は、主要な見積り及び判断、減損損失の認識につながる事象

や状況など、資産又は CGU の減損テストがどのように行われたかを利用者が理解

できる十分な情報を開示することを企業に求めている。   

3.2 影響   

減損の兆候   

パリ協定又は各国・地域で定める目標に沿って 2050 年までにネットゼロエミッショ

ンを達成するコミットメントなど、環境の変化に対処するための政府の措置は、以下

を示唆している可能性がある。 

▪ 一定の排出目標を超過する資産の使用に対するペナルティが原因で、時の経過

又は通常の使用で見込まれるものを大幅に上回る企業の資産価値の下落が存

在する。さらに、それは、資産が従前に見込んでいたよりも早く廃棄されることを

示唆する可能性がある。 

▪ 企業が営業活動を行う市場、経済又は法律環境に対する重大な悪影響が存在

する。例えば、二酸化炭素排出量に基づいて炭素クレジットを返還しなければな

らなくなる法律上の要求事項は、一定の活動は現在の形態では収益性が減少す

る、また、赤字が生じることさえあることを意味する可能性がある。あるいは、ある

一定の生産方法を制限する規制の導入は、追加の投資や生産の中止あるいは

必要な材料等の投入物を現時点では存在していない新たな投入物に置き換える

必要があることを意味する可能性がある。   
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▪ 企業が採用している技術に対する重大な悪影響が存在し、市場の変化に順応す

るために技術に対する多額の投資が求められる。 

さらに、投資家、保険会社、供給者、貸手、顧客といった利害関係者は、投資又は

購入の決定をする際に環境をさらに意識するようになっている。彼らは、一定の業界

へのエクスポージャーも織り込む。これらの動きは結果として、以下のような減損の

兆候につながる可能性がある。  

▪ 顧客の選好が変化することで、以前に予想していたよりも資産又は CGU の経済

的成果が悪化する（例えば、同業他社がより持続可能な財又はサービスを導入

する、または非生物分性の製品に対する顧客の需要が減少する）。   

▪ 一般的なコスト上昇。これには例えば、供給者がより高い原価を転嫁する、供給

者が一定の資産について部品の生産を停止する、または、資産又は CGU の予

想していた経済的成果に悪影響を与える異常気象の物理的な影響による追加

のメンテナンスコストなどがある。 

▪ 市場金利又は他の市場投資収益率が上昇し、資産や CGU の使用価値を計算

する際に用いられる割引率に影響が生じる可能性が高い。それにより、資産又

は CGU の回収可能価額が大きく減少する可能性がある。例えば、炭素排出量

が多い業界又は洪水リスクにさらされている営業活動をしている企業は、より高

い金利に直面するかもしれない。また投資者は、そうした企業に投資することで

リスクが高まり、それを補填するためにより高い投資収益率を求めるだろう。一

方で「グリーン」産業で営業活動を行っている企業の場合、金利は低くなる可能

性があり、割引率に好影響が生じる。割引率が高いということは資産又は CGU

に固有のリスクが高いことを反映しており、将来キャッシュ・フローの現在価値が

減少し、結果として使用価値も減少する（その逆も然りである）。 

▪ 企業の純資産の帳簿価額が時価総額を上回る。投資家が、炭素排出量が多い

業界から離れはじめる場合、企業の株価は悪影響を受ける可能性が高く、時価

総額がその純資産の帳簿価額を下回る可能性がある。  

▪ 保険会社が環境変化に対するリスク・エクスポージャーを、例えば極端な気象条

件の物理的影響に関しより高い確率を織り込んで管理することで、保険コストが

増加する。さらに極端な事例では、保険を得られないということは、資産が使用さ

れる、又は資産の使用が見込まれる範囲又は方法に関して企業に悪影響を及

ぼす重要な変化が、生じている兆候になる可能性がある。 
  



 

 

 Applying IFRS つながる財務報告：気候変動の会計処理 2025 年 5 月                      30 

さらに、経営者は、取締役会報告書またはサステナビリティ報告書における、IFRS 

S1 や IFRS S2「気候関連開示」に規定されるようなサステナビリティ開示（例えば、

気候変動の結果生じる重要性がある事業リスク）が減損の兆候に該当するかどうか

を検討する必要がある。この文脈では、開示が定性的及び／又は定量的に重要性

があるかどうか、ならびにそうした報告書間で整合性が担保されているかを確認す

ることが重要である。例えば、そうした報告書で開示している気候関連リスクと機会

を、どのように減損の兆候を特定する中で及び/又は減損評価において考慮したか

を開示することによって、こうした検討がなされていたということが示されるであろう。 

企業は、減損テストに使用するキャッシュ・フロー予測の際、短期、中期、長期にお

ける気候関連リスクまたは機会について、現在または予想される財務的影響をどの

ように考慮する必要があるかについても検討する必要がある。 

場合によっては、気候関連リスクまたは機会は減損テストにおいて仮定として考慮さ

れるが、定量的に重要な影響はないとされる。これは、定性的に重要であると考えら

れる場合、減損が計上されなかった理由を明確にするための開示が必要かどうかと

いう疑問を生じさせる。これは、IASB の公開草案「財務諸表における気候関連リス

クおよびその他の不確実性」の一部として検討された。このような評価には重要な判

断が必要であり、事実と状況に依存する。本刊行物の概要に記載されている IASB

プロジェクト及び IFRS 解釈指針委員会の議論を参照されたい。20 

最後に、カーボンフットプリントを減らす、または、より全般的な環境への影響を減ら

すという企業のコミットメントによって、以下が示唆される可能性がある。  

▪ 資産の陳腐化の証拠。例えば、企業は脱炭素戦略に適合しない資産の廃棄を

検討する可能性がある。 

▪ 資産に悪影響を及ぼすと考えられるような、資産が使用されているか又は使用

されると見込まれる程度又は方法に関する当期中又は近い将来における著し

い変化の発生。例えば、企業は、カーボンフットプリント、化石燃料の使用を削

減するために特定の活動を減らすことを検討したり、エネルギー消費量の多い

資産を段階的に廃止したりすることが考えられる。 

資産又は CGUの営業コストは、二酸化炭素排出量の相殺が求められることにより、

又はエネルギー及び水の消費量を削減するための投資により悪影響を受ける。 

つまり、開示したサステナビリティに係るコミットメントは、減損の兆候を評価する際、

そしてその後の減損テスト自体において同様に考慮しなければならないこと（すなわ

ち、当該コミットメントを達成するためにキャッシュ・アウトフローが必要か）を意味す

る。 

ArcelorMittal 社は下記のように 2024 年度年次財務諸表に、減損評価の一環で

気候変動の影響をどのように検討したかを記載している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
20  IFRS Developments, 第 230 号, IASB proposes examples of climate-related and other  

uncertainties, ey.com/IFRS で閲覧可能  

https://www.ey.com/en_gl/technical/ifrs-technical-resources/iasb-proposes-examples-of-climate-related-and-other-uncertainties
https://www.ey.com/en_gl/technical/ifrs-technical-resources/iasb-proposes-examples-of-climate-related-and-other-uncertainties
https://www.ey.com/en_gl/technical/ifrs-technical-resources/iasb-proposes-examples-of-climate-related-and-other-uncertainties
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Illustration 3-1 — ArcelorMittal SA – 2024 annual report (Steel    

manufacturing and extractive sectors)   

5.3 Impairment of intangible assets, including goodwill, and tangible assets    
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同様に 2024 年度年次報告書で Rothchild 社は、気候関連リスクをどのように減

損テストに織り込んでいるかの情報を提供している。 

 
  

Illustration 3-1 — ArcelorMittal SA – 2024 annual report (Steel   
manufacturing and extractive sectors)  (cont’d) 

 

    

 

 

 Illustration 3-2 — Rothschild & Co – 2024 Consolidated accounts  

(Financial services sector – advisory, wealth and asset   

management)   
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下記の 2024 年度財務諸表で Unilever 社は、気候変動が成長率及び予測キャッ

シュ・フローに及ぼす影響を、のれんの減損テストの一環で考慮している、と開示し

ていた。 

 

活発な市場及び CGU の識別 

IAS 第 36 号は CGU を識別する際の資産又は資産グループのアウトプットに関す

る活発な市場の重要性を強調している。活発な市場とは、継続的に価格付けの情

報を提供するのに十分な頻度と量で資産又は負債に関する取引が行われている市

場をいう。資産又は資産グループにより生産されるアウトプットについて活発な市場

が存在する場合には、アウトプットの一部又は全部が企業内部で使用される場合で

あっても、関係する資産は CGU として識別される。 

企業の低炭素経済への移行という観点から、企業はサステナビリティ報告書で、内

部使用だけのためにエネルギー生産資産（例えば、ソーラーパネル又は風力発電

所）へ大規模な投資を行い、内部コストの節約（すなわち、市場から購入した電力を

代用すること）が投資決定の焦点になる可能性があることを開示している。しかし、

電力の活発な市場が存在する場合、企業は資産（のグループ）が別個の CGU（すな

わち、生産されたエネルギーの大半を消費することを意図する営業活動の CGU に

含まれない）として識別されるべきかどうかを判断するにあたり、その電力を売却す

るために活発な市場にアクセスする能力を評価する必要がある。 

回収可能価額の算定    

IAS 第 36 号は、回収可能価額を、処分コスト控除後の公正価値及び使用価値の

いずれか高い方と定義している。回収可能価額が使用価値を基に算定され、将来

キャッシュ・フローの見積りが求められる場合、IAS 第 36 号は、企業のキャッシュ・

フロー予測は、当該資産の残存耐用年数にわたり存在するであろう一連の経済的

状況に関する経営者の最善の見積りを反映する合理的で裏付け可能な仮定を基礎

としなければならないと定めている。その場合、企業は、リスクの様々な要素及び側

面を考慮に入れる必要があり、それらは割引率又はキャッシュ・フローのいずれか

の調整として扱われる。  

これらの要素には、金額や時期に関する複数の可能性に関する予測、及び市場参

加者が、企業が資産から得られると見込む将来キャッシュ・フローの価格付けを行う

際に織り込むその他の要因、ならびに資産/CGU に内在する不確実性を負担する

際の価格が含まれる。気候変動の影響に関する一般的な不確実性及び仮定を評

価するための過去の情報の入手可能性が限られることから、将来キャッシュ・フロー

の予測又は予算を作成する際には相当の課題が見込まれる。 

  

Illustration 3-3 — Unilever Plc – 2024 annual report (Consumer  
 

goods sector)   

Notes to the Consolidated Financial Statements Unilever Group  

9. Goodwill and intangible assets   

 

 

企業は、環境の変化を織

り込む場合、外部の証拠

をより重視しなければなら

ないとする IAS 第 36 号

の定めを考慮しなければ

ならない 
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金額や時期に関する複数の可能性    

環境の変化を織り込むということは、将来の影響に関する重要な不確実性に対処す

る必要があることを意味し、それは企業の支配が及ぶものではなく、過去には組み

込まれていないデータを組み込まなければならない。サステナビリティ報告要件が

適用された結果、過去には入手できなかったデータも、現在では収集し報告する必

要がある。これまでの方法、重要な仮定、そしてその結果生じたキャッシュ・フローを、

このデータとの整合性を確保するために更新する必要がある。 

さらに、企業は外部の証拠を無視することはできず、外部の証拠により重点を置か

なければならないとする。外部の証拠により重きを置かなければならないとする IAS

第 36号の定め 21を考慮しなければならない。企業は、入手可能な最善の情報を利

用しなければならず、「合理的に入手可能な情報が、他の市場参加者であれば異な

るデータを用いるであろうということ、又は企業固有のシナジーなど他の市場参加者

が利用できない企業に固有の何かが存在する」ことを示す場合、企業の自社のデー

タを調整しなければならない。例えば、企業は予測されたエネルギー価格、コモディ

ティ価格又は炭素価格を使用することができる（例を下記の開示例 3-12で説明して

いる）。このような価格がサステナビリティ報告で開示されている場合、必要に応じて、

減損テストに一貫した仮定が使用されることが期待される。予測価格を組み込むこ

とは複雑で、特に関連するタイムフレーム及び使用する気候変動シナリオに関して

は相当の判断が求められる。 

コモディティ価格の予測は例えば、コモディティ・ブローカーや一定の銀行から得られ

る。関連する市場のスポットの炭素価格が炭素の価格付けの出発点になるであろう。

また、企業は、炭素価格付けを気候変動リスク等に係る金融当局ネットワーク

（NGFS）、国際エネルギー機関（IEA）及び世界経済見通し（WEO）により提供される

ダウンスケール・シナリオから始めることもできる。企業が営業活動を行う産業、市

況、国や地域について適切な情報源を判別するには、判断が求められる。  

キャッシュ・フロー予測のインプットが決まったら、次に企業はそれらのコストを顧客

に転嫁できる範囲を検討することになるが、それは具体的な契約や市場の価格弾

力性に左右される。  

Beach Energy 社は、下記の 2024 年度財務諸表に気候変動の影響をどのように

考慮し、炭素価格付けを減損評価にどのように織り込んでいるかを開示している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
21 使用価値の測定に関する IAS 第 36 号 33 項(a)を参照。また、処分コスト控除後の公正価値の測定

に関する公正価値の算定については本稿のセクション 5 を参照されたい。 
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将来投資に関するキャッシュ・フロー    

考慮しなければならないもう 1 つの側面は、資産又は CGU の回収可能価額を算定

するために用いられるキャッシュ・フロー予測において、固定資産への投資をどのよ

うに考慮すべきかということである。企業は、サステナビリティ報告の中で、緩和及び

適応措置の一部として将来の資本投資（例えば、再生可能エネルギー源、冷却技

術又は炭素回収・貯留プロジェクトへの投資）を開示する場合、これらの投資も

キャッシュ・フロー予測の文脈で考慮する必要があるであろう。 

回収可能価額を処分コスト控除後の公正価値で算定する場合、市場参加者であれ

ばそのような投資を行うであろうと想定するのであれば、これらの投資を考慮しなけ

ればならない。しかし、CGU の使用価値を算定する際には、IAS 第 36 号で定めら

れたより規範的なガイダンスに従うことになる。資産から生成される将来キャッシュ・

フローを現在の状態で見積り、企業が未だコミットメントしていない将来のリストラク

チャリング又は資産の性能改善から生じると見込まれる将来キャッシュ・インフロー

又はアウトフローの見積りを含めてはならない。 

  

Illustration 3-4 — Beach Energy Limited – 2024 annual report   
 

 (Oil and gas sector)   

9. Petroleum assets (continued)   

 

 

 

投資は資産の稼働を継続

するために必要なもの

か、したがってそれはメン

テナンスに類似するもの

であるかを理解することが

重要である  
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こういった定めを考慮すると、企業が、一定の持続可能性に関する目標を達成する

又は二酸化炭素排出を削減しようとする場合、当該キャッシュ・フローはどの範囲で

含めるべきかという疑問が生じる。この 2 つのケースいずれにおいても資本投資を

必要とする。投資は資産の稼働を継続するために必要なものなのか、したがってそ

れはメンテナンスに類似するものであるかどうか（つまり、現在の事業から生じると

予想される経済的便益の水準を維持するために必要かどうか）を理解することが鍵

となる。対照的に、万一そうした資本的な投資が実際には資産の改善又は向上のた

めに行われる場合（例えば、サステナビリティの観点で既存の資産を別のものに置

き換える）、それらは企業が投資を確約、又は実質的に投資を開始した場合にのみ

キャッシュ・フローに含めるべきである。例えば、特定の日までにネットゼロを達成す

る道筋やコミットメントを開示することは、当該達成に関連するキャッシュ・インフロー

及びアウトフローの両方を使用価値に含めるのに十分であると考えられるだろうか。

これには、事実及び状況に応じた判断を必要とする。 

 

設例 3-1: 使用価値を算定するために使用されるキャッシュ・フロー予測に

おいては、メンテナンス資本支出に分類されるのか、それとも成長資本支

出に分類されるのか？ 

シナリオ 1 

X社は、工場を稼働させており、法令を遵守するために5年ごとに工

場の煙突のフィルターを交換する必要がある。仮にフィルターを5

年ごとに交換しないとした場合、法令に従って重大なペナルティが

課せられ、最終的には法令違反が続く限りX社はその事業を停止せ

ざるを得なくなる。したがってX社は現在の事業を継続するために5

年ごとにフィルターを交換する必要がある。 

この例では、キャッシュ・アウトフローはメンテナンス資本支出と考えら

れる可能性が高くなる。すなわち、このキャッシュ・アウトフローは、X

社の既存の事業から生じると見込まれる経済的便益の水準を維持するため

に必要であるということである。 

シナリオ 2 

X社は、工場を稼働させており、法令を遵守するために5年ごとに工場の

煙突のフィルターを交換する必要がある。仮にフィルターを5年ごとに交

換しないとした場合、法令に従って重大なペナルティが課せられ、最終的

には法令違反が続く限りX社はその事業を停止せざるを得なくなる。した

がってX社は現在の事業を継続するために5年ごとにフィルターを交換す

る必要がある。 

ここまではシナリオ1と同じであるが、X社は5年ごとにフィルターを交換

する代わりに、ガスを回収して電気に変換できるような煙突に交換するこ

とを検討している。これは、規則を遵守するだけでなく、X社にとって新

たな収益源にもなるであろう。 

このシナリオでは、X社は事業から得られると予想される経済的便益を現

状維持するだけでなく、事業拡大も見込んでいるため、キャッシュ・アウ

トフローは成長のための資本支出となることが予想される。 

シナリオ 3 

事実関係はシナリオ1と同じと仮定するとしても、ここでは5年ごとの煙

突の交換に加えて、X社は、排出量を大幅に削減できるフィルターが入手

可能にあった場合、フィルターを早期に交換し、業績向上につなげるとす

る。X社は報告期間末時点では、交換の頻度について増やすことを確約し

ていない。 
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設例 3-1: 使用価値を算定するために使用されるキャッシュ・フロー予測に

おいては、メンテナンス資本支出に分類されるのか、それとも成長資本支

出に分類されるのか？（続き） 

本シナリオではキャッシュ・アウトフローがその性質上、メンテナンス資本支出で

あるか、成長資本支出であるかの判断は、分かれるところであり、企業の固有

の事実と状況に応じて決まる。X社は以下について検討する。 

▪ キャッシュ・アウトフローは、現行の規則による直接的な結果か（すな

わち、企業が事業を今後とも継続していくのに法令上求められる

か）? 

▪ 変更を行わない場合の経済的影響はどのようなものか（例：ペナル

ティ、市場へのアクセスの喪失または事業の中断）? 

▪ キャッシュ・アウトフローは、現在の事業から生じると見込まれる経済

的便益の水準を維持していくのに必要か? 現在の稼働能力と将来

の稼働能力はどのように比較しているか? 

▪ 企業のアウトプットの性質に変化はあるか? 

▪ 生産又は配送過程に変化はあるか? 

▪ 影響を受ける資産の現在の状態に対する変化はどのように重要であ

るか？資産の構成要素の交換（すなわち、資産の日常的な保守作

業）はどの程度か？ 

 

上記の質問は、現在の事業から生じると見込まれる経済的便益を維持するた

めには、どの程度の資本支出が求められるのかを評価することを目的としてい

る。したがって、それは事業を継続するために投資せざるを得ないのか、それと

も事業上の決定なのかを企業が検討することは重要である。一般的には外部

からの変化の圧力が存在しない場合、変化の規模が大きければ大きいほど、

現金支出が成長資本支出になる可能性が高いことになるであろう。 

 

これらの質問は網羅的なものではない。例えば、アウトプットによっては、前述

のとおり、資本支出により、アウトプットの前と後で活発な市場の有無が変わる

可能性があるかどうかを検討することも必要になる。また、この変化は、会計単

位又はCGUの決定に影響を与える可能性がある。 

 

さらに、将来に関する仮定及び、報告期間末におけるその他の主要な見積りの

不確実性の原因が、翌年度において、回収可能価額に重大な調整が生じる重

要なリスクが存在する場合には、開示する必要がある。 

開示例 3-1は、資本支出予測のうち ArceloMittal社が、CGU及び CGUのグルー

プの回収可能価額を算定するのにどの部分を含める（除外する）かをどのように決

めているかを説明している。 

保険金に関するキャッシュ・フロー 

ある資産が気候変動（例：洪水、山火事）により損害を受けた場合、IAS 第 36 号で

はこの物理的損害を減損の兆候とみなす。第 2 段階として、当該資産の交換又は

修理は、メンテナンス費用の定義を満たすため、将来キャッシュ・フローに含まれる。 
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簡略化に向けて、以下の例では、保険金が損害の修理費用と等しいと仮定する。実

務では、そうならない可能性があり、その場合、ここで反映されている会計結果に影

響が生じることになる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

弊法人のコメント 

こうしたケースで、関連する保険金の回収がある場合、それが損傷した資産の修

理又は交換に関連する場合には、当該保険金も将来キャッシュ・フローに含める

べきであり、そのような金額を減損テストに含めることは、当該資産の残存耐用年

数にわたり存在するであろう一連の経済的状況に関する経営者の最善の見積りを

反映する合理的で裏付け可能な仮定に基づいていると弊法人は考える。 

設例 3-2：発生した損害に対する保険金の回収  
 

取締役会報告書 － 重要性がある事業リスク   

企業の事業用施設は、洪水が発生しやすい地域に位置しており、洪水により

当該資産に重大な損害が生じる可能性がある。このリスクを管理するため、

同社は保険契約を締結している。    

財務諸表 － 減損  

企業の会計年度末は 202X 年 12 月 31 日である。202X 年 11 月、同社の

事業用施設は洪水により物理的な損害を受けた。    

事業用施設の帳簿価額は、損傷部分の認識の中止により減少した。同社は、

当該損害を保障する保険を付しているが、202X 年 12 月 31 日時点では、

保険金が支払われるかどうかはほぼ確実という訳ではなかった（例えば、保

険会社が保険金請求を受け入れるかどうかに左右される状況だった）。した

がって、同社は未収保険金を認識していない。経営者は洪水の影響を減損の

兆候として識別し、使用価値を使用して回収可能価額を算定している。     

減損テストの目的上、経営者は、当該事業用施設が他の製造用資産から概

ね独立したキャッシュ・インフローを生み出すことはないと決定している。その

ため、減損テストは、最小の識別可能な CGU である製造用敷地全体のレベ

ルで実施している。 

キャッシュ・フロー予測には、以下により洪水の影響を考慮している。   

▪ 保険料の増加   

▪ 資産を損害前と同じ状態に戻すために生じた損害修理費用（つまり、資産

の価値を向上させるものではない） 

▪ 保険金の回収 

なお、これらは、当該事業用施設の残存耐用年数にわたり存在するであろう

一連の経済的状況に関する経営者の最善の見積りを反映する合理的で裏付

け可能な仮定を基礎としている。   

同社は事業用施設を修理する場合、IAS第 16号に従って費用を資産計上す

る。保険会社から補償を受けることがほぼ確実になった時点で、ＩＡＳ第 37 号

に従い未収保険金を認識する。   
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設例 3-2：発生した損害に対する保険金の回収 (続き) 

翌報告期間末に、同社は再び減損の兆候を識別し、減損テストを実施する。事業

用施設を含む CGUの帳簿価額は、交換部分の資産計上により増加した。これに

より、保険金から生じるキャッシュ・インフローは、未収保険金として認識されるた

め、もはやキャッシュ・フロー予測に含まれないことになり、回収可能価額が減少

する。その結果、CGUの回収可能価額が帳簿価額を下回る場合には、減損損失

を認識する必要がある.     

将来に生じる可能性が高い物理的リスクの複雑性と高い度合いの不確実性に鑑み、

企業は回収可能価額を算定するのに様々なシナリオを確立で加重平均する必要が

ある。これらは、サステナビリティ報告要件に従って開示されるシナリオと一致すると

想定される。次の設例 3-3 でこの点を説明する。 

  

設例 3-3：将来起こりうる損害に対する保険金の回収 
 

  サステナビリティ報告書 － 重要性があるリスク 

202X 年 12 月 31 日の会計年度末におけるサステナビリティ報告書では、同
社の事業用施設が、洪水が発生しやすい地域に位置しており、洪水により当
該資産に重大な損害が生じる可能性があることを説明している。設例 3-1とは
対照的に、当会計年度中に洪水は発生していない。しかし、取締役は 2から 3
年ごとに洪水が発生する可能性があると予想している。これにより予想される
財務リスクを管理するため、同社は保険契約を締結している。    

財務諸表– 減損   

気候変動により、経営者は企業が営業活動を行う地域における洪水の頻度と
規模が増大すると予想している。これにより、事業用施設へ損害が発生する可
能性が高まり、同社の営業活動に中断が生じることが予想される。経営者はこ
れを減損の兆候として識別している。経営者は、洪水が毎年発生する確率は
10%、2 年に 1 回発生する確率は 50%、5 年に 1 回発生する確率は 35%、洪
水が発生しない確率は 5%であると考えている。     

回収可能価額を算定するため、4 つのシナリオごとに予測キャッシュ・フローを
確率で加重平均したものに基づき使用価値を計算している。異なるシナリオに
おいて洪水の発生回数が増えるにつれ、   

▪ 保険料に係るキャッシュ・アウトフローが増加する。   

▪ 事業用施設を損害前と同じ状態に戻すために生じた損害箇所を修繕する
ための（つまり、事業用施設の価値を向上させるものではない） キャッシュ・
アウトフロー が増加する。 

▪ 保険金回収に係るキャッシュ・インフローは増加するが、免責（すなわち自
己負担）が増加するため、損害の補償割合は減少する。 

各シナリオ及び割当てた確率は、当該事業用施設の残存耐用年数にわたり存
在するであろう一連の経済的及び環境的状況に関する経営者の最善の見積
りを反映する合理的で裏付け可能な仮定を基礎としている。 

これには相当の判断を伴うことから、当社は使用した仮定、及び当該仮定に合
理的に起こりうる変動により生じる可能性のある影響を示した感応度分析を開
示している。 
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資産に対する損害を補償する保険に加えて、企業は事業中断保険に加入すること

も考えられ、これも同じように考慮することができる。 

複数シナリオの使用    

例えば脱炭素化の速度及び世界の平均気温の上昇する度合いなど、環境の変化

に関する異なるシナリオがどのように現実のものになっていくのかを検討する場合、

相当の不確実性が伴い、判断が求められる。企業が予測する温室効果ガス排出経

路、シナリオ及び脱炭素化戦略をより詳細に開示するサステナビリティ報告により、

サステナビリティ報告書と財務諸表の開示のつながりがさらに重要になる。重要な

不確実性が存在し相当の判断が求められる場合、使用価値を算定するために確率

加重シナリオに基づく期待キャッシュ・フロー・アプローチの方が、最善の見積りに基

づいた単一のキャッシュ・フローを算定する方法より適切になるであろう（開示例 3-4

の例を参照）。実際、これは、異なるシナリオに基づく予想価格をキャッシュ・インフ

ローに織り込むだけにとどまらず、確率加重シナリオ（すなわち、最悪のケース、基

本となるケース及び最良のケース）を期待キャッシュ・フローの算定に使用すること

を意味する。 

確率加重シナリオ・アプローチを使用する場合でも、企業は、キャッシュ・フローに反

映されていない一般的な不確実性及びリスクに関し割引率を調整することを依然と

して検討する必要がある。シナリオ分析は、採掘産業や製造産業などの、気候変動

による影響を大きく受ける産業に関しては特に関連性が高いといえる。影響の範囲

が小さい産業は、割引率を通じて環境の変化から生じるエクスポージャーを組み込

むことを検討して、感応度分析を行うこともできる。公正価値の解説については、本

冊子のセクション 5 を参照されたい。 

Tesco 社は、以下のように、キャッシュ・フロー予測をどのように確率加重し、気候変

動シナリオを検討したかを 2024 年度年次財務諸表に記載している。 

 

Eni 社は Tesco 社とは対照的に、将来キャッシュ・フローの算定に複数の気候変動

リスク関連のシナリオを適用せずに、2024 年のエネルギー転換のリスクを反映す

るために、経営者が見積もった市場リスク・プレミアムを将来キャッシュ・フローの割

引率に加味していた。 

  

Illustration 3-5 — Tesco Plc – 2024 annual report (Retail sector)   
 

Note 14 Impairment of non-current assets   
 

重要な不確実性が存在し

相当の判断が求められる

場合、確率加重シナリオ

に基づく予想キャッシュ・

フロー・アプローチがより

適切になるであろう 
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企業の事業活動及び／又は資産は、洪水、干ばつ、熱波、山火事などの物理的リ

スクにさらされる可能性がある。通常、より長期にわたって顕在化する気候関連リ

スクについて予想される発生時期、頻度及び規模によって引き起こされる問題は、

より残存耐用年数が長い資産の方がより深刻になる。このため、考慮すべき複雑さ

と不確実性の度合いが高まる。したがって、企業は物理的リスクが発生する可能性

を評価するために、複数のシナリオを使用する必要がある場合がある。 

さらに、企業は、将来に関して行う仮定及びその他に見積りの不確実性をもたらす

主な要因に関する情報が、翌事業年度中に資産の帳簿価額に重要性がある修正を

生じさせる重大なリスクを伴う場合には、当該情報を開示する必要がある。これらの

仮定はサステナビリティ報告書に開示される仮定と整合すると予想される。 

Downer EDI 社は、2024 年の年次財務諸表において、物理的リスクの変化に関す

る異なるシナリオが どのように考慮されたのかについて次のように説明している。 

 

 

  

 

Illustration 3-6 — Eni SpA – 2024 annual report (Oil and gas   
 

sector)   

 

 

 

 

Illustration 3-7 — Downer EDI Limited – 2024 annual report   
 

(Service provider)   
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BHP は 2024 年の年次財務諸表において、物理的リスクが どのように考慮された

のかについて次のように説明している。 

重要な見積り、仮定及び判断 

重要な仮定は、資産又は CGU の回収可能価額が最も影響されるものである。IAS

第 1 号の開示要件にあるように、企業は翌年度に重要な修正が生じる可能性があ

る仮定に特に注意を払うべきであると考える。IAS 第 36 号に従って開示すべき重

要な仮定を決定するにあたり、以下を考慮すべきである。 

▪ CGU の帳簿価額の大きさ 

▪ 仮定を決める際の判断の主観性又は複雑性 

▪ 新たな情報及び/又は新たな動きについて、重要性がある形で回収可能価額に

影響を与える度合い 

▪ 仮定の変更の感応度 

気候変動に関しては、検討すべき重要な仮定の例としては以下が挙げられる。 

▪ 販売価格（競争価格戦略、インフレ予測、技術進歩の影響、消費者嗜好の変化

を含む） 

▪ インプット・コスト（原材料の変動、主要コスト（人件費やエネルギー）、規模の経

済、コスト削減策を含む）  

Illustration 3-8 — BHP Group Limited – 2024 annual report   
 

(Extractive sector)   

Notes to the Financial Statements   
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▪ 将来の気候関連投資（研究開発及び/又はサステナビリティに欠ける生産設備

の早期の入替え）及び、その投資から見込まれるリターンを、資産グループから

生じると見込まれる経済的便益の水準を維持するために必要となる将来キャッ

シュ・フローに含める（すなわち、これらの投資を実行できない場合には事業を

閉鎖する必要が生じる）。設例 3-1 及び上記セクション 3.2 の「保険金に関する

キャッシュ・フロー」を参照。 

▪ 割引率の決定に関連する仮定（多くの場合、加重平均資本コストに基づく）。こ

れには、同業他社を決定する際の基準（例えば、カーボン・ニュートラルに至る

進捗）を含む、 

▪ カーボン・ニュートラル経済への様々に見込まれる移行過程が企業の事業に及

ぼす可能性（例えば、炭素価格は、パリ協定の遵守、サステナブルなイノベー

ションにより予想される市場の変革の影響を反映すべきか否か） 

South 32 は、2024 年の年次財務諸表において、極端な気象がどのように考慮さ

れたのかに関する重要な見積り、仮定及び判断を次のように説明している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

信頼のおけるキャッシュ・フロー予測の期間   

企業の支配が及ばない重要な不確実性が存在する場合、信頼のおけるキャッシュ・

フロー予測が入手可能である期間、及び気候変動又は気候関連リスクが当該キャッ

シュ・フロー予測期間の最終年度に使用される成長率に及ぼす影響を慎重に検討

する必要がある。IAS 第 36 号は、使用価値算定に用いるキャッシュ・フロー予測の

期間は最大 5 年と定めているが、正当性がある場合にはそれ以上の期間を予測に

含めることを容認している。気候変動により、向こう数年を超える将来キャッシュ・フ

ロー予測の作成が非常に難しくなる企業もあるかもしれない。短期キャッシュ・フロー

予測をベースに、長期的なキャッシュ・フローの推定を行うことについても、難しい問

題が生じる可能性がある。ターミナル・バリューを計算する又はターミナル・バリュー

を修正する前に、より長期のキャッシュ・フロー予測を作成しなければならない企業

もあれば、キャッシュ・フロー予測は資産又は CGU の残存する見積耐用年数の全

期間にわたって行うべきであると考える企業もあるだろう。  

 

 

 

 Illustration 3-9 — South 32 Limited – 2023 annual report    

(Extractive sector)   
 

  
 

気候変動又は気候関連リ

スクにより、数年先以降の

将来キャッシュ・フロー予

測を作成することが非常

に困難となる企業もある 
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ターミナル・バリュー   

多くの長期性資産の使用価値は、ターミナル・バリュー、つまりキャッシュ・フロー予

測の最終年度のキャッシュ・フローの水準及びそれに適用される成長率が、価値算

定における重要な要素となるだろう。したがって、キャッシュ・フロー予測期間の最終

年度の数値が、気候関連についての側面も反映した持続可能な水準となっているこ

とを確認することが重要である。反映されない場合には、気候変動の影響に対処す

るための将来の支出を反映させる調整が必要となる可能性がある。例えば、サステ

ナビリティ報告書で開示される気候関連リスクと機会のうち、中期及び／又は長期

にわたって、企業のキャッシュ・フロー、資金調達又は資本コストに影響を与えること

が合理的に見込まれるものは、ターミナル・バリューを算定する際に考慮されること

が期待される。キャッシュ・フロー予測期間の最終年度の数値が、持続可能な水準

となっていない場合、気候関連リスクの影響に対処するための将来の支出を反映さ

せる調整が必要となる可能性がある。（将来投資に関するキャッシュ・フローについ

ては上記の解説を参照されたい）。適用される成長率が適切であることを担保し、気

候関連事項の影響を確実に考慮することが重要である。IAS 第 36 号は、逓増する

成長率を使用することが正当化できる場合を除き、一定又は逓減する成長率を使用

するよう求めている。気候変動リスクに大きくさらされている企業は、適用する成長

率への影響を評価することや、マイナスの成長率を適用することを検討する必要が

生じるかもしれない。さらに、ターミナル・バリューの算定は、期間の経過に応じて異

なる成長率の適用を検討する必要がある場合、特に大きな課題となる。 

下記の事例では、Enel 社は、減損テストで長期的な気候関連リスクの影響、特に

ターミナル・バリューと想定する成長率への影響をどのように検討したかを 2024 年

度年次財務諸表に開示している。  

気候関連リスクに大きくさ

らされる企業は、使用する

成長率への影響を評価す

る必要があり、マイナスの

成長率を検討しなければ

ならない可能性がある 



 

 

 45                         Applying IFRS つながる財務報告：気候変動の会計処理 2025 年 5 月 

 

Shell 社は 2024 年度年次財務諸表で、数多くの外部の気候変動シナリオに言及

し、帳簿価額の回収可能性を計算するのに使用されたモデルのその他のすべての

要因に変化はないとの仮定の下で帳簿価額に対する価格感応度を開示している。 
  

 

Illustration 3-10 — Enel SpA – 2024 annual report (Energy sector)  
 

 

    
 



 

 

 Applying IFRS つながる財務報告：気候変動の会計処理 2025 年 5 月                      46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

開 示   

企業が減損テストにおいて、気候リスクを反映するために重要な仮定と判断を行う

場合、それらは開示に反映されなければならない。同様に、サステナビリティ報告書

における企業の開示は、仮定、判断及び見積りの定性的及び定量的重要性を評価

する際に考慮する必要がある。気候関連リスク及び機会が仮定にどのように織り込

まれ、減損テストにどのように反映されているか、またそうではない場合には、なぜ

それらが考慮されなかったかを開示することが重要になる。例えば、2050 年までに

パリ協定の目標であるネットゼロ排出を達成することを確約する企業は、コモディ

ティの価格設定、賦課金、資産の強制的な廃棄、事業の売却などに関する仮定に、

これらの点がどのように織り込まれているかを開示することを検討する可能性があ

る。それは、利用者が、財務諸表における開示とサステナビリティ報告書やプレスリ

リースなど、年次報告書の他のセクションで開示されているものとの相互関係を理

解するのに役立つ。開示についての詳細は、セクション 1 を参照されたい。  

  

 Illustration 3-11 — Shell Plc – 2024annual report (Oil and gas    

sector)   
 

     
 

企業は、気候関連リスク

及び機会が仮定にどのよ

うに織り込まれ、減損テス

トにどのように反映されて

いるかを開示しなければ

ならない 
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Coles 社は 2024 年度年次財務諸表で、気候関連リスクに関し公表した野心的な

計画が財務報告に及ぼす影響について述べており、気候リスクの結果によるいかな

る減損も識別していない、と説明していた。 

感応度分析は、重要なインプットの合理的に考え得る変動がヘッドルームに与える

影響又は減損につながる重要な仮定の変更を説明するのに有用となる。この文脈

では、例えば、キャッシュ・フロー予測に盛り込まれている将来の投資が成功裏に完

了した場合、原材料と適用している割引率の変動にターミナル・バリューはどのよう

に変動するかなどを考慮する。企業は、のれん又は耐用年数を確定できない無形

資産の帳簿価額が重要になる各 CGU 又は CGU グループについて感応度分析を

提供しなければならない。CGU の回収可能価額を算定するのに使用される主要な

仮定が合理的に変化し、帳簿価額が回収可能価額を超過することになる場合にこ

の開示を行う。一貫性のあるシナリオと仮定が感応度分析及びサステナビリティ報

告書では使用されることが期待される。 

 

  

Illustration 3-12 — Coles Group Limited – 2024 annual report   

(Retail sector)   

4.1 Impairment of non-financial assets    
 

弊法人のコメント   
▪ 特定の資産、プロセス又は活動が気候関連の事業上の要求事項にどのよ

うに影響を受けるか、及び気候関連のリスクと機会が、予測期間のキャッ

シュ・フロー予測などの企業の将来に関する情報にどのように影響を与え

るかについては、相当の判断が求められる。 

▪ 企業は、気候関連リスクに対する企業のエクスポージャーを評価する際に

利用者がどのような情報に依拠するかを検討しなければならない。 
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4. 引当金、偶発負債及び偶発資産   

4.1 論点   

IAS 第 37 号「引当金、偶発負債及び偶発資産」は、企業が過去の事象の結果とし

て現在の義務（法的又は推定的）を有しており、当該義務を決済するために経済的

便益を有する資源の流出が必要となる可能性が高く、当該義務の金額について信

頼性のある見積りができる場合、引当金を認識することを求めている。同時に、IAS

第 37 号は、将来の営業損失について企業が引当金を認識することを容認していな

い。  

不利な契約の場合を除いて、引当金として認識が要求される金額は、報告期間の

末日における現在の義務を決済するために必要となる支出の最善の見積りでなけ

ればならない。不利な契約の場合、引当金として認識が要求される金額は、予想さ

れる結果の見積りに基づくことはない。その代わり、当該引当金は、契約履行のコス

トと、（企業がこれを選択する予定かにかかわらず）契約不履行により発生する補償

又は違約金のいずれか低い方を反映する。   

認識要件のいずれかが満たされない場合、引当金が認識されることはないものの、

企業はその代わり偶発負債を有する可能性がある。偶発負債は貸借対照表で認識

されることはないが、決済時の流出の可能性がほとんどない場合を除いて説明的な

開示が求められる。 

IAS 第 37 号では、財務諸表利用者が引当金及び偶発負債の性質、時期及び金額

を理解できるような開示を求めている。引当金及び偶発負債の両方について、これ

には、流出の金額又は時期に関する不確実性の指標が含まれる。 

2024 年 11 月 12 日、IASB は、IAS 第 37 号の 3 つの改善点を示す公開草案

「引当金－的を絞った改善」を公表した。その結果生じる改訂によって IFRIC 第 21

号「賦課金」は置き換えられると予想される。 

IAS 第 37 号に関し IASB が改善を提案している１つ目の側面が、引当金の認識に

関する 3 つの要件のうちの 1 つ、つまり、企業が過去の事象の結果として現在の義

務を有する場合にのみ引当金を認識する必要がある、とする要求事項についてで

ある。本提案により、現在の義務の認識要件が修正され、3 つの個別の条件（義務、

移転及び過去の事象）が該当する場合に当該要件は満たされるということになる。

IASB はさらに、IAS 第 37 号の負債の定義、及び現在の義務の認識要件が概念フ

レームワークと一致するように文言の更新を提案している。 

IASBによる IAS第 37号の 2つ目の改訂案では、長期の引当金の測定において、

貨幣の時間価値及び「負債に固有のリスク」を反映するレートを用いて現在価値に

割り引くことを要求している。この IASBの提案のもとでは、IAS第 37号は、割引率

には不履行リスクを含めないことを明確にし、また、割引率に関する追加の開示を

求めている。 

3 つ目に、IASB は、引当金を測定する際に企業が含めるコストの種類は、契約が

不利であるかどうかを判定するために企業が用いるものと同じでなければならない

ことを明確化する提案を行っている。 

本公開草案はまた、気候関連事項（例：ネットゼロ・コミットメント）に関する新しい設

例をはじめ、提案されている規定を説明する設例を付け加えるために、また修正す

るために IAS 第 37 号の適用ガイダンスの変更も提案している。 

コメント募集期限は 2025 年 3 月 12 日で、本稿執筆時点では IASB は、寄せられ

たフィードバック及びプロジェクトの方向性を審議している。22 

 

22 https://www.ifrs.org/projects/work-plan/provisions IFRS 財団ウェブサイト、2025 年 4 月 14

日アクセス  

https://www.ifrs.org/projects/work-plan/provisions
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4.2 影響   

企業が気候変動の影響に対処する措置を講じる場合、それらの行為によって、新た

な負債の認識が生じる結果となる可能性があり、また、認識要件が満たされないの

であれば、新たな偶発負債を開示しなければならない可能性がある。 

特に、気候変動による引当金及び偶発負債への影響を評価するにあたり、企業は

以下の事項を考慮することが求められる。 

新たな法令 

気候変動に対応して導入される法令では、従前には存在していなかった新たな義務

が生じる可能性がある。例えば、2003 年から導入された EU 指令「電子電気機器廃

棄物指令」（WEEE 指令）23 のように、製品のリサイクル又は撤去に関する新たな規

制が導入されうる。新たな法律が提案されてはいるが制定まで至っていない場合、法

案が原案どおりに制定されることがほぼ確実になった時点でのみ義務が生じる。24 

実際には多くの国や地域で、法律が制定されてはじめてそうした義務が生じることに

なるであろう。 

将来、特定の方法で事業を行うために支出を負担させる法的規制がある場合、下

記の設例 4-1で説明しているように、将来の支出を負担する現在の義務が存在しな

い場合には、法的規制自体が引当金を認識することを正当化するものではない。 

さらに、例えば企業が使用するエネルギーに課せられる環境税など、特定の活動を

推奨もしくは控えさせるための新たな賦課金制度が政府により導入される可能性が

ある。IFRIC第 21号「賦課金」を適用すると、関連する法令により賦課金を支払う義

務を生じさせる活動が、引当金の認識上、義務を発生させる事象になる。この場合

には、エネルギーの消費がこれに該当する。 

 

 

 
 
 

23 IFRIC 第 6 号「特定市場への参加から生じる負債―電気・電子機器廃棄物」は、IAS 第 37 号の第 14

項(a)に従って引当金の認識に関する義務を発生させる事象の識別に関するガイダンスを定めるために

開発された。しかしこれは IAS 第 37 号にある既存のガイダンスであり、すなわち、過去の義務発生事象

が存在し、資源の流出の可能性が高く、かつ信頼性をもって測定できる場合に、引当金の認識が求めら

れる 

24 IAS 第 37 号第 50 項を参照  

 

設例 4-1：将来的な支出の負担に関する法的規制  
 

2024 年に可決された法律により、ある企業は、所有するすべての不動産のガス

暖房システムを、2028 年 6 月 30 日までに水素等の低炭素排出代替物に入れ

替えなければならない。同社は 2029 年にはじめて暖房システムの再調達を開始

する。 

2025 年、2026 年及び 2027 年の報告期間の末日現在において、義務を発生さ

せるような事象は生じていない。暖房システムが再調達される、又は法律が発効

する場合にのみ、過去の事象の結果としての現在の義務が存在することになる。 

期限である 2028 年 6 月 30 日までに法律の要求を遵守していないことは、法律

に定められる暖房システムの再調達費用に関する引当金の計上を正当化する義

務を発生させる事象が生じていることを意味するものではない。しかし、罰金及び

違約金に関しては、それらが課せられる可能性の方が課せられない可能性より高

いと判断される場合には、罰金及び違約金の最善の見積額で引当金が認識され

ると考えられる。 

気候変動の影響に対処す

るための措置は結果とし

て、新たな負債の認識、

又は新たな偶発負債の開

示につながる可能性があ

る 
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推定的義務     

企業は気候変動に関して一定の方法で行動する又は一定の活動を実施する公的コ

ミットメントを行う場合がある。そうした企業は、引当金の認識が求められる推定的

義務が生じているかどうかを評価することが求められる。IAS 第 37 号に従って、企

業の将来の行為とは関係なく存在する過去の事象から生じる義務のみが引当金と

して認識され得る。 

世界中の企業が、将来の温室効果ガスの排出についてネットゼロへのコミットメント

を宣言している。開示されたネットゼロへのコミットメントは、目標を達成する道筋に

関する詳細な説明なしに単純に温室効果ガス排出の削減に関する前提のみを述べ

ている場合がある。また、短中期の計画の詳細について述べている企業もある。企

業の説明が同じようであっても、財務諸表への影響は大きく異なり得る。 

2023 年 11 月 25、IFRS 解釈指針委員会は、企業が行う気候関連（ネットゼロ）コ

ミットメントに関する要望書について審議した。同委員会は、推定的義務の存在に関

する IAS第 37号の要求事項について詳細に審議した。企業が妥当な期待を生じさ

せているかどうかの決定は、当該コミットメントに関する事実とそれを取り巻く状況に

左右されると同委員会は指摘した。したがって、経営者は結論に至るために判断を

適用する必要がある。それらの事実や状況が時間の経過とともに変化する場合、結

論も同様に変化する可能性がある。同委員会は、その分析において企業が考慮す

べきいくつかの要因（すべてを網羅したものではない）を以下のように議論した。 

▪ 声明で使われている文言。行動計画を「実行する」、「実行することを約束する」、

「実行することを誓う」と記述する声明は、企業の「目標」や「抱負」を記述する

声明よりも、企業がそのコミットメントを履行することを示唆している可能性が高

い。 

▪ 声明を裏付ける計画の具体性と現状。例えば以下のような詳細を説明した、正

式に承認された計画によって声明が裏付けられている場合、その企業は温室

効果ガス排出削減目標を達成するだろうという妥当な期待を生じさせる可能性

が高くなる。 

▪ 企業が削減目標を達成するために実行する行動計画の内容と時期 

▪ 長期目標に至る過程で企業が達成することを約束したマイルストーン 

▪ 経営者による当該マイルストーン及び長期目標への進捗度の測定方法

（例えば、企業が使用する指標） 

▪ コミットメントを履行するために必要な行動計画が実行されると予想される時期。

短期及び中期の行動計画は、長期の行動計画よりも変更される可能性が低い。 

▪ これまでの進捗状況の証拠の公開。企業が過去の声明で約束したマイルストー

ンをこれまでに達成してきているという証拠は、企業が現在の声明で約束してい

るマイルストーンや長期目標も達成するだろうという期待を高める可能性がある。

反対に、企業が過去のマイルストーンを達成できなかったという証拠は、そうし

た期待を低下させる可能性がある。 

 

 

 

 

 
 
 
25 IFRIC Update, 2024 年 3 月  

企業は、公的なコミットメン
トにより推定的義務を生じ
させるかどうかを評価する
ことが求められる 

https://www.ifrs.org/news-and-events/updates/ifric/2024/ifric-update-march-2024/#5
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そのような声明は企業が温室効果ガスの排出を削減する又は除去する責任を受け

入れていることを公にするものであるが、それは、企業が引当金を認識できる、もし

くは認識すべきであるということを自動的に意味するものではない。むしろ、財務報

告の影響及び IFRS の該当する要求事項はその行動計画に左右される。例えば、

一定の資産を低炭素排出資産に入れ替える計画を有している企業は、IAS第16号

に従って資本コミットメントを有することになるのか、またいつの時点で有することに

なるのかを検討する必要がある。既存の資産の除去は、減損の評価と耐用年数の

再評価の両方に影響を及ぼす。「コミットメント」と呼ばれても、計画された行動は罰

則なしに、また将来の事象の発生を条件に変更される可能性がある。すなわち、そ

れらは廃棄引当金など他の負債の対象になる可能性がある。 

推定的義務の存在を考慮する場合、企業の行動の時期は特に重要となる。 

IFRS 会計基準は、IAS 第 37 号第 74 項において、公表された計画が推定的義務

を生じさせるためには、その実施はなるべく早く開始するように、そして計画の重大

な変更が生じる可能性が低い期間内に完了するように計画される必要があることを

示唆している。実施開始前に期間が延長されたり、またはリストラクチャリングが不

合理に長い時間を要することが予想される場合には、企業には計画を変更する機

会がまだあるため、引当金の認識は時期尚早であることを意味する。 

したがって、ネットゼロ・コミットメントを支える具体的な行動計画を理解することが、

IFRS 会計基準を適切に適用する上では非常に重要である。企業の活動が 

IAS 第 37 号に基づいて会計処理される場合（例えば、企業が罰金を支払う必要が

あると決定する場合）、現在の義務が存在しており、ひいては引当金を認識する必

要があるかどうかを決定することが重要である。IAS 第 37 号では、いかなる負債も

認識するためには、現在の義務が存在していることが求められる。過去の事象は、

「当該事象により生じた義務を決済する以外に現実的な選択肢を企業が有していな

い」場合に限り、現在の義務を生じさせる。26 同委員会は議論の中で、「法律の制定

のみでは企業に現在の法的義務を生じさせるのに十分ではないのと同様に、方針

又は声明の公表のみでは企業に現在の推定的義務を生じさせるのに十分ではない。

企業は、法律、方針又は声明が適用される事象が発生した場合にのみ、現在の法

的又は推定的義務を有する。例えば、IAS 第 37 号に付属する設例 2B で示されて

いるように、自身が汚染した土地を浄化するという方針を広く公表している企業には、

土地を汚染した場合にのみ現在の義務が発生する。すなわち、方針の公表は企業

に現在の義務を生じさせるのに必要だが十分ではない。」と述べた。 

現在の義務に関する要求事項を説明するにあたり、IAS 第 37 号第 18 項は、「将

来において営業を行うために発生する必要のあるコストについては、引当金を認識

しない」と定めており、IAS 第 37 号第 19 項は「引当金として認識されるのは、企業

の将来の活動（すなわち、将来における事業の遂行）とは独立に存在している過去

の事象から生じた義務のみである」と定めている。27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
26 IAS 第 37 号第 17 項 

27 IFRIC Update 2024 年 3 月  

https://www.ifrs.org/news-and-events/updates/ifric/2024/ifric-update-march-2024/?utm_medium=email&amp;utm_source=website-follows-alert&amp;utm_campaign=immediate#5
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気候関連（ネットゼロ）コミットメントの文脈で、同委員会は以下の点を指摘した。 

▪ 企業が、将来の行動（例えば、製造方法の変更、将来の炭素クレジットの購入

及び償却）を必要とする気候関連（ネットゼロ）コミットメントを公表する場合、将

来事業を行うために関連コストを負担する必要がある。これらのコストを負担す

る義務は、企業の将来の行動とは無関係に存在するわけではない。したがっ

て、企業が当該コミットメントを公表する時点では、当該コストに係る現在の義

務は生じていない。 

▪ 企業は、製造方法を変更するために購入した資源（例えば、新しい工場や設備、

再生可能エネルギーなど）の代金を支払わねばならなくなった時点で、ただし、

その資源を受け取った場合に限り、製造方法の変更に対する現在の義務を有

することになる。同様に、温室効果ガスの排出を相殺するコミットメントの場合、

企業は相殺すると約束したガスを排出した場合に限り、現在の義務を有するこ

とになる。 

企業固有の計画は、ネットゼロ排出へのコミットメントを適切に会計処理する際のカ

ギになることから、企業は、財務諸表利用者がその影響を理解できるように、適切な

説明を提供する開示を含めることを検討する必要がある。さらに、企業は気候変動

の課題に取組む意欲、目標及び意図する行動を記述する際には明確な表現が確実

に使用されるように注意しなければならない。例えば、読み手は、移行計画に記載さ

れる行動の過程から企業が現実的に逸脱することができる範囲について、その理

解に苦しむかもしれない。 

Vale 社は 2024 年財務諸表注記の中で、脱炭素化目標を評価し、IAS 第 37 号の

要件に従って引当金を認識する必要はないとの結論に達したと述べている。 

  

Illustration 4-1 — Vale S. A. - 2024 Financial Statements (Mining    

sector)   

4. Climate-related financial information    
 

企業固有の計画が、ネット

ゼロへのコミットメントを適

切に会計処理する鍵とな

ることから、企業は、財務

諸表利用者がその影響を

理解できるように、適切な

説明による開示を検討す

る必要がある。 
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廃棄及び資産除去債務     

石炭又は石油及びガスプラントについて、従前には耐用年数を確定できないと考え

られていたことから、それら資産の廃棄費用に関し引当金が認識されていない可能

性がある。Shell社が 2022年度年次財務諸表で示しているように、気候関連リスク

及びそれに関連する法令により、そうした判断を見直さなければならなくなる、又は

新たに廃棄引当金を認識、又は偶発負債を開示しなければならなくなる可能性があ

る。 

さらに、気候変動に関連する不確実性が内在していることを考慮すると、企業は起こ

り得るシナリオの影響に関する感応度分析を実施し、それを開示する必要がある場

合もある。Equinor 社は、 2024 年度の財務諸表において、現在予定されているよ

りも5年早く資産を撤去した場合の財務諸表への影響を定量化し、資産除去債務に

関する感応度分析を提供している。 

  

 Illustration 4-2 —Shell Plc - 2022 annual report (Oil and gas    

sector)   
 

 
 

気候関連リスク及び関連

法令の制定により、過去

の判断の再検討が求めら

れる可能性がある 
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気候関連リスク又は関連する法令により企業に新たな廃棄義務が生じるだけでなく、

廃棄が前倒しされることもある。この場合、割引計算に影響して、従前に認識してい

る引当金が増加することになる。関連する有形固定資産に含まれる廃棄引当金の

対応勘定も IFRIC 第 1 号に従い、増加することになる。また、Rio Tinto 社が 2024

年度年次財務諸表で示しているように、気候関連事項を考慮した結果生じる廃棄活

動の見積費用の変動は、既存の廃棄及び資産除去債務の測定に影響を与える可

能性がある。 

  

Illustration 4-3 — Equinor ASA – 2024 annual report (Oil and gas   

sector)   

Note 3. Climate change and energy transition    
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不利な契約      

環境に優しい素材や処理工程の採用に関連する費用の増加により、従前は利益が

生じると見込まれた契約が、損失を出すと見込まれるようになる可能性がある。契

約が不利だと判断される場合、引当金はその契約から解放されるための最小の正

味コストを反映することになる。最小の正味コストは、契約履行のコストと契約不履

行により発生する補償又は違約金のいずれか低い方になる。しかし、契約不履行で

も支払うべき罰金又は補償が存在しない場合、企業が契約の遂行を選択する場合

でも、引当金は計上されない。 

ビジネス・モデル      

気候変動及びそれに関連する法令変更は、例えば石油の掘削やディーゼル・エンジ

ンの製造組立など、現在の事業活動の一定の領域について、今の形態のままではも

はや実行可能でなくなることを意味する可能性がある。つまり、契約済プロジェクトや

資本コミットメントが破棄され、結果として不利な契約になる、また極端なケースでは

個々の部門や事業のリストラや廃止が生じる。企業は、ビジネス・モデルの変更によ

り関連するリストラクチャリング引当金の認識が求められるのか、またそれはいつな

のかを評価する必要がある。 

法的請求     

大抵の場合、法的請求に関する引当の必要性を評価することは、引当金の計上に

関して最も困難な課題の 1 つである。非常に長い時間が掛かる場合もある司法手

続自体が有する不確実性がその主な原因である。企業が係争の解決又は裁判所

による決定内容の履行に要する費用について引当金を認識する必要があるか否か

は、適切な法的助言に基づき、それぞれのケースの具体的状況を合理的に勘案し

た上での判断に依ることになる。Shell 社が下記 2024 年度年次財務諸表で説明し

ているように、企業は、気候関連事項に関連する訴訟が将来的にはさらに一般的に

なり、その結果に関する不確実性はさらに増すものと想定している。    

 Illustration 4-4 — Rio Tinto Plc - 2024 annual report (Extractive   

sector)   
 

 
 

気候変動及び関連する法

令変更は、一定の事業活
動がもはや実行可能でな
くなることを意味する可能
性がある 
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また、気候変動に関する新しい法令は、既存の法的請求に関する経済的便益の流

出が可能性がある（possible）から可能性が高い（probable）に高まることで、偶発

負債の開示ではなく引当金の認識が必要になる場合がある。 

開 示   

気候変動の影響が生じる時期及びその度合いには不確実性がある。企業は、そう

した不確実性や、引当金を認識及び測定する際に行った仮定及び判断を財務諸表

利用者が理解できるよう十分かつ適切な開示を行う必要がある。関連性がある場合、

企業は、引当金の測定又は偶発負債の開示、主要な仮定に使用した数値の開示

（廃棄に伴う経済的便益の流出時期など）、報告期間における主要な仮定の重要な

変更、その変更の理由、及び費用又は時期に関する仮定の変更に対する重要な気

候関連引当金の感応度のそれぞれに関し、気候変動をどのように考慮したかを開

示する必要がある。開示に関するより詳細な解説はセクション１を参照されたい。 

 

 

 

 

 

 

Illustration 4-5 —Shell Plc - 2024 annual report  
 

(Oil and gas sector)   
 

 
 

弊法人のコメント   

気候関連事項は潜在的に、引当金の認識及び測定、偶発負債の開示の必要

性に重要な影響を与える可能性がある。しかし、IAS 第 37 号では、企業の将

来の行為から独立して存在する過去の事象から生じた義務のみが、引当金とし

て認識されなければならない。   

気候変動の範囲及び影響を評価する際に存在する重大な不確実性に鑑みる

と、企業は、それらの不確実性、引当金の測定又は偶発負債の開示において

気候変動をどのように考慮したか、そして、引当金を認識及び測定する際に経

営者が行った仮定及び判断について、財務諸表利用者が理解できるように十

分な情報の開示を提供する必要がある。  

  

関連性がある場合、企業
は引当金計上の際に気候
変動をどのように考慮した
かを開示する必要がある 
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5. 公正価値測定   

5.1 論点   

IFRS第 13号「公正価値測定」は公正価値を出口価格と定義し、企業は、市場参加

者が資産又は負債の価格付けの際に採用するであろう仮定を用いなければならな

い。公正価値は、報告企業に特有の価値ではなく、またリスク評価又は固有のシナ

ジー効果が他の市場参加者と異なるような特定の市場参加者に特有の価値でもな

い。   

公正価値は、資産又は負債の価格付けを行う場合に主要な（最も有利な）市場にお

ける市場参加者が考慮するものを重視しており、気候変動が公正価値を測定するた

めに使用する仮定に影響を与えるのか、またどの程度の影響を与えるのかの判断

は慎重に行う必要がある。これには、例えば、資産又は負債の価格に気候関連リス

クがどのように影響を与えると市場参加者が考えているか、気候変動（それにより資

産が特徴付けられる場合）によって資産に課せられる制限の影響、及び物理的に可

能で法律上も許可されており財務的に実行可能かつ企業が現在使用していると推

定される非金融資産の最有効使用が含まれる。サステナビリティ報告における開示

によって、資産又は負債についての情報が追加的に提供されることになるため、市

場参加者が支払ってもよいと考える金額に影響を及ぼすかもしれない。しかしなが

ら、そうした情報が市場参加者の仮定、インプット及び感応度に及ぼした影響額を算

定するには相当な判断が求められる可能性が高い。例えば、「環境に配慮した」建

物には賃料にプレミアムが付く可能性があるものの、そのプレミアムが建物の環境

に配慮した性質によるものか、建物の立地などの他の要因によるものか、あるいは

その両方によるものかを決定するには判断を要する。 

IFRS 第 13 号は、企業は観察可能なインプットを観察可能ではないものに優先して

使用しなければならないと定めている。これは、リスクが市場で価格付けされておら

ず、（全体として）公正価値ヒエラルキーにおける公正価値測定の区分に影響を及

ぼす場合には特に困難になる可能性がある。例えば、気候情報を提供することで投

資家の企業に対する感情は改善するだろうが、その感情が企業に与える影響を定

量化することは困難であろう。 

開示に関するその他の要求事項において、IFRS 第 13 号は、使用されている観察

可能でないインプットの変動が、経常的なレベル 3 の公正価値測定に重要な影響を

及ぼす場合、それらのインプットの変動に対する当該公正価値測定の感応度につい

て説明的記述を示すことを企業に対して要求している。金融商品については、それ

以外にも合理的に考え得る代替的な仮定の影響に関する定量的情報が求められる。    

5.2 影響   

測 定   

企業は、関連する公正価値測定は、関連性のある気候関連リスク要因を適切に考

慮していることを担保すべきである。気候変動は、現在又は将来の企業の資産及び

負債に目に見える影響を及ぼす（例：海面上昇、気象パターンの変化、公害レベル

の悪化）。2025年 1月 31日に発効する国際評価基準（国際評価基準評議会が発

行）では、「企業、資産又は負債の価値を決定する際には、重要な[環境、社会及び

ガバナンス]要因の影響を考慮すべきである」と規定されている。環境要因には気候

変動が含まれるため、気候変動を評価技法に組み込むことが慣習化される可能性

がある。28 

 

 

 

28 国際評価基準, 2025 年 1 月 31 日発効, Red-line edition, p69. 国際評価基準評議会のウェブサイ

トで閲覧可能  

企業は、公正価値測定

が、関連性のある気候関

連リスク要因を適切に考

慮されていることを担保す

る必要がある 
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気候変動に対する政府又は企業の対応は既知となっている部分もあれば（例：法律

や規制の変更、合意された目標に対するコミットメント又は公害の影響を低減するた

めの支出）、単に想定されているだけの部分もある（例：ビジネス・モデルの変更、消

費者、同業他社、供給業者、貸手及び投資の行動変化）。リスクや機会は、現実の

もの又は想定されるもののいずれであるかにかかわらず、資産又は負債の公正価

値に潜在的に影響を与える。 

IFRS 第 13 号は、測定対象となる資産又は負債の公正価値について、会計単位に

応じて測定することを求めている。したがって、企業は、気候関連要因がどの資産及

び（又は）負債に影響するのかを理解する必要があり、二重計算が生じる又は関連

性のある要因が省略されることがないようにしなければならない。例えば、気候関連

で進展が生じたため、より費用の増加が見込まれる場合、それは採掘企業が保有

する有形固定資産項目の帳簿価額及び関連する原状回復のための引当金にも影

響を与え得る。しかし、有形固定資産項目の公正価値を測定する場合、企業は、市

場参加者が資産の価格付けを行う場合に目的適合的と考えるであろうインプットの

みを考慮する必要がある。  

市場参加者が、資産又は負債に固有のリスク、又は公正価値を測定する際に使わ

れる評価技法におけるリスク（例：評価技法は気候関連事項を明示的に考慮してい

なかった）について調整することを検討する場合、そのようなリスク調整は公正価値

測定の仮定として考慮すべきである。例えば、投資不動産の将来キャッシュ・フロー

を見積る場合、気候変動はエネルギー・コスト、当該不動産から得られる賃貸収入、

空室率、メンテナンス費用などの仮定に影響を及ぼす可能性がある。しかし、気候

関連要因がさらに重視されるようになるとしても、そうした要因を公正価値測定に組

み込むことは特に困難で、インプットは現段階では観察可能にはならないかもしれな

い。場合によっては、関連するプログラムを測定、検証及びモニタリングを行うため

の標準的なフレームワークが存在しないこともある。また、変更が原則、合意される

としても、そのタイミングは不明であるか、又は変更される可能性がある。リスクが定

量化されタイミングが推定できるとしても、市場及び市場参加者は、資産又は負債

の価格に関しそれをどのように調整すべきかを未だ知らない可能性もある。したがっ

て、企業は、関連性がある気候関連リスクを公正価値測定に組み込むことができる

かどうか、できるとすればどのように組み込むべきかを検討する必要がある。 

気候リスクについて信頼性をもって価格付けを行い、気候変動変数を評価に組み込

むという市場参加者の能力は、徐々に向上していくことが想定される。これは、有担

保デリバティブの割引計算を行う際に、ロンドン銀行間取引金利（LIBOR）からオー

バーナイト・インデックス・スワップ（OIS）金利へと、市場参加者が段階的に採用して

いったプロセスに似ているかもしれない。29移行期間においては、企業は、適切な市

場参加者の仮定を判定するために相当の判断を行使しなければならないであろう。 

公正価値測定において調整を行うべきかどうかを検討する場合、以下のような質問

が考えられる。    

▪ 資産又は負債に係る市場又は市場参加者は変化しているか。 

企業は市場参加者が誰であるかを見直す必要がある場合がある。例えば、
ディーゼルの需要が徐々に減少している状況では、市場参加者はディーゼル
市場で製品を販売する能力を失い、代替市場に目を向ける可能性がある。 

▪ 市場参加者は気候変動変数を公正価値測定に組み込む可能性が高いか。    

ある企業は、資産の使用及び価値において気候変動変数の影響を考慮するか

もしれないが、他の市場参加者がこれらの変数を取引に組み込まない場合、

IFRS 第 13 号「公正価値測定」の下でそれらをインプットとして含めることは適

切ではない。 

 

29 一部の市場参加者は OIS 金利への切替えを行い、他の市場参加者は LIBOR を引き続き使用して割

引するという期間があった。 
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▪ マーケット・アプローチの一部として代用数値を使用する場合、適切な代用数

値を選択する上で気候変動変数が考慮されているか。    

選択した代用数値が、評価対象と同様の気候リスク要因に対するエクスポー

ジャーを表すことが重要である。例えば、石油会社に対する投資を評価する場

合、再生エネルギー製品提供の開発に重点的に投資している石油会社の株

式評価において、気候変動要因の影響は、そのような製品提供の開発への移

行計画を有していない同様の石油会社の株式評価の場合とは異なる可能性

が高い。異なる気候リスク要因を有する代用数値を使用する場合は、調整が

必要となるであろう。  

▪ 流動性が低い無担保デリバティブの相手方当事者に対して信用評価調整を測

定する際に代用数値を使用する場合、適切な代用数値の選択時に気候変動

変数が考慮されているか。 

観察可能な相手方当事者に特有の信用スプレッドが存在せず、かつ代用数値

が使われる場合、信用評価調整の測定は、当該当事者が気候関連リスクに大

きくさらされるとしたら調整する必要があるかもしれない（ただし、調整は市場参

加者が行う調整と整合的であることが前提）。 

▪ 資産に課せられる制限が考慮されているか。制限が変更または追加されてい

るか。 

制限が（企業自体の特徴とは対照的に）測定対象となる資産の特徴となる場

合、制限は公正価値測定に織り込むべきである。例えば、森林からの木材の

切り出しが炭素回収スキームの一環として部分的に制限される場合、このよう

な制限は測定対象の資産の特徴を表すことになるため、考慮対象となるだろう。

例えば、制限は法律の改正（例：高排ガス車を段階的に廃止する）により一定

期間で変化する可能性があり、公正価値測定の文脈で改めて評価する必要が

ある。 

インカム・アプローチ（例：割引キャッシュ・フロー法）を使用する場合、以下のような

質問が考えられる。 

▪ 当該技法には気候リスク要因の影響を織り込んでいるか、織り込んでいる場合

にはどの程度組み込んでいるのか。 

企業は、予測キャッシュ・フロー及び（又は）割引率に気候リスク要因を織り込

んでいるか、かつ内部的に整合的であるかどうかを確認する必要がある。例え

ば、内燃機関（ICE）を生産する自動車会社の株式評価については、ICE が将

来規制されるリスクを考慮すると、キャッシュ・フロー予測の推定に、確定でき

ない長期の期間にわたる ICE の販売成長率を用いることは適切ではないだろ

う。 

▪ 気候変動リスク要因が二重計算されていないか。 

キャッシュ・フロー予測と割引率の両方にリスクを加味する二重計算は回避す

べきである。逆にリスクがキャッシュ・フローにおいて適切に考慮されていない

場合、割引係数の調整が必要になるであろう（ただし、調整は市場参加者が行

う調整に整合的であることが前提）。  
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非金融資産については、以下のような質問が考えられる。    

▪ 気候リスクに対応する動きで企業の資産の既存の用途が変わったか。    

▪ 市場参加者が同様の資産の用途変更をしたと示唆するものが存在するか。 

▪ 現在及び（又は）見込まれる気候変動は、資産にプラスに影響するか、又はマイ

ナスに影響するか（例：海面上昇、気象パターンの変化）。 

▪ 現在の使用が最有効使用と異なる場合、その理由は。 

例えば、座礁資産について企業は、自らの視点からは価値が低いと考えるかも

しれないが（おそらく自ら選択した気候変動に向けた移行事業計画において、そ

れは将来計画に含まれないからである）、IFRS 第 13 号は市場参加者の視点

からの最有効使用を考えているため、公正価値測定値は企業の現在の用途を

仮定した場合よりも高くなる可能性がある。 

開 示   

企業が公正価値を測定するにあたり関連するリスクについて調整できるかどうかに

関係なく、それらのリスク及び潜在的な影響を開示することは重要である。特に財務

諸表利用者は、関連性のある気候関連要因が技法及びインプットの中に組み込ま

れているか、また組み込まれている場合はどのように組み込まれているかを理解す

る必要がある。

気候リスク要因が公正価値測定に重大な影響を与える場合、追加的開示が、特に

公正価値ヒエラルキーのレベル 3に区分される公正価値測定について求められる。

これには、評価プロセスの変更及び観察可能でないインプット及びそれらのインプッ

トの相互関係の変動に対する感応度が含まれる。企業は、IFRS 第 13 号の開示目

的を満たすのに追加的な情報が必要かどうかの検討が求められる。 

仮に企業がさらに多くの情報（例：財務報告としてよりも、自社の目的の観点からの

気候関連要因の組込み）を伝えたいと考えるようであれば、企業は財務諸表におけ

る開示が適切か、それとも経営者による説明及び分析（MD&A）で記載した方がより

適切であるかを検討する必要がある。 

下記の開示例 5-1では、Mondi社の 2024年度財務諸表において、レベル 3の公

正価値測定に関し、気候変動が公正価値測定において関連するインプットにどのよ

うに影響するかを記載している。気候関連要因（例；水不足、火災リスク）が、市場参

加者が考慮し公正価値測定において使用されるインプットにどのように影響するか

を明確に説明している。 

 
  

 Illustration 5-1 — Mondi Plc – 2024 annual report (Containers 
and   
 

 

and packaging sector)   
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Channel Infrastructure NZ 社の事例では、輸入ターミナルシステムの評価には、

2050 年までにネットゼロを達成するという政治的なコミットメントを反映した更新後

の燃料需要予測が組み込まれている。 

 
Illustration 5-2 — Channel Infrastructure NZ Limited – 2024 annual 
report (Fuel Infrastructure sector) – extract 

Notes to the Consolidated Financial Statements - Note 9 Property, 
Plant and Equipment 
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Sergo 社は 2024 年度年次報告書に、サステナビリティ及び環境関連事項が不動

産の評価においてどのように検討されているかを記載している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Illustration 5-3 — Segro Plc – 2024 annual report (Real estate   

sector)   
 

 
 

弊法人のコメント   

企業は、IFRS第 13号に準拠した公正価値測定を実施していることを担保する

ために、公正価値測定に組み込まれた気候変動変数はいずれも、市場参加者

が資産又は負債の価格付けを行う際に考慮するであろう変数であることを担保

する必要がある。例えば、国際サステナビリティ基準審議会（ ISSB）が先日

IFRS S2 号を公表しており、財務諸表外で開示される情報をはじめ、気候関連

リスクについてより多くの情報が将来入手可能になるであろう。気候関連リスク

の価格付けに関する信頼性及び気候変動変数を資産等の評価へ組み込んで

行く方法は徐々に改善していくものと見込まれる。 

公正価値測定において気候関連要因を考慮に入れるには、相当な判断を行使

する必要があることから、見積りの不確実性の大幅な増大につながるだろう。し

たがって、企業は、気候関連リスクの公正価値測定への影響に関する開示に

あたり、十分な透明性を持って情報提供を行う必要がある。 
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6. 金融商品 

6.1 論点   

IFRS 第 9 号「金融商品」は、企業に償却原価で測定される金融資産及びその他の

包括利益を通じて公正価値で測定される負債性金融資産、ならびに一定の金融保

証及びローン・コミットメントに関して、予想信用損失（ECL）を認識することを求めて

いる。気候変動もこれらの金融商品の予想信用損失に関する企業の評価に影響を

及ぼし、予想信用損失に対する引当金をより多く計上する可能性がある。エクス

ポージャーにさらされている期間が長くなればなるほど、またカウンターパーティが

気候変動の影響を受ける程度が大きくなればなるほど、その影響も大きくなるであ

ろう。 

また企業は、IFRS 第 9 号に従って金融資産が保有されるビジネス・モデル及びそ

の契約条件に基づき金融資産を分類及び測定しなければならない。契約条件の評

価は、特定のサステナビリティ・パフォーマンスを達成するのに借手にインセンティブ

を与える金融商品である、いわゆる「サステナビリティ連動」貸付や債券に特に関連

する。これらの目標は通常、環境、社会及びガバナンス(ESG)関連の規準に関係す

る。これらの特徴を有する金融商品がますます一般的になりつつあるなかで、これら

の融資に組み込まれた条件付の金利修正条項により、基本的な融資の取決めに整

合的ではない（その結果、「元本及び利息の支払のみ（SPPI）」の要件を満たさない）

ような貸付のキャッシュ・フローの追加的な変動性が生じる場合がある。その場合、

当該貸付金は純損益を通じて公正価値（FVPL）で測定されることになる。 

6.2 影響   

予想信用損失    

IFRS 第 9 号は、将来予測情報を使用して予想信用損失を認識することを求めてい

る。様々な経済シナリオにおいて、悪影響を与える将来の気候リスクがますます織り

込まれるようになっており、それらは借手の債務不履行の発生確率及び債務不履行

の場合に貸手が負担する損失の範囲に影響を及ぼし得る。気候関連リスクはおお

まかに物理的リスクと移行リスクとに分類される。物理的リスクには、具体的な気象

現象（暴風雨や山火事）及び長期的な気候条件の変化（海面上昇など）による損失

リスクが含まれる。移行リスクは、よりサステナブルな経済（内燃機関自動車から電

気自動車へと移行しつつある自動車産業など）に移行する際に生じる財務上の損失

のリスクに関係する。 

物理的リスクでは、事業の中断、財務の健全性への影響、資産価値及び失業など

が生じ借手の信用度に影響が生じ得る。移行リスクにおいても、とりわけ影響を受け

る産業及び（又は）国に関しては、政策の転換が急進的に又は即座に施行される場

合などには、信用の質が急速に悪化する可能性があり、これらの要因も債務を返済

し金利を支払う借手の能力の評価において考慮すべきである。 

信用リスクの観点からは、気候変動に関する物理的リスク及び移行リスクは潜在的に以

下に影響を及ぼす。  

▪ 倒産確率（PD） - これはエクスポージャーのステージ及び ECL 引当金の測定に

影響を与える。債務不履行を予測する過去の相関はもはや関連性がない可能性

がある。そのため、気候変動の影響を捕捉する新しい金融及び非金融の測定指

標が今後利用可能となるに従って、顧客のリスク格付の方法を更新する必要が

ある。また、規制の動向が与える影響も考慮すべきである。  

さまざまな不利な将来の気

候リスクは借手の債務不

履行の発生確率に影響を

及ぼす可能性がある 
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▪ デフォルト時損失率（LGD） - これは ECL 引当金の最終的な測定に影響を与

える。物理的及び移行リスクは、例えば住宅担保融資などの担保価値に影響

を及ぼし、企業は過剰債務について異なる回収戦略を検討する必要がある。 

▪ モデル・アジャストメント - 企業は気候リスクを ECL 引当金に、特にデータ及びモ

デルの限界があることを念頭に、短期的に気候リスクを織り込むためにモデル内

の調整又はモデル適用後の調整をするために判断の行使が必要になる。ガバナ

ンス・プロセスの改善もこれらの判断を支えるために要求される。 

▪ フォワード・ルッキング情報 - 企業は気候リスクをマクロ経済シナリオに織り込む

必要があるかもしれない。マクロ経済シナリオに内在する期間が長くなればなるほ

ど、脆弱な分野又は母集団に対する企業のエクスポージャーが大きくなればなるほ

ど、気候リスクのそれらのシナリオへの影響が大きくなる可能性が高い。 

▪ 集中リスク - 気候リスクは脆弱な部門又は地域におけるリスク・エクスポージャー

を高める可能性がある。農業や保険などの分野は特に物理的リスクに脆弱であ

る。鉱業及び石油・ガスは特に移行リスクにさらされる。緯度が低い地理的地域

や干ばつ又は洪水に襲われる地域は特に物理的リスクにさらされる可能性があ

る。リスクの集中度の変化は ECL 引当金のモデリング及び信用リスクの集中の

開示に影響を及ぼす。企業、特に銀行のように大きな信用リスク・エクスポー

ジャーが存在する企業は気候リスクを企業自身のリスク・フレームワークに統

合する様々な段階にあり、それに伴い複数の課題が存在している。 

企業、特に銀行のように大きな信用リスク・エクスポージャーが存在する企業は気候

関連リスクを企業自身のリスク・フレームワークに統合する様々な段階にあり、それ

に伴い複数の課題が存在している。 

▪ 気候関連りスクは不確実、非線形で広範に及ぶ。 

▪ 気候リスクの規模及び影響を理解するために利用できる複数の予測及びシナリ

オが存在するが、経済及び財務への影響の予測は限定的である。 

▪ 利用可能なデータ及び予測は、タクソノミー及び基準の世界的なばらつきを考

えると常に比較可能とは限らない。 

▪ 企業は顧客に関し新しい種類のデータを収集し、新しいプロセス及びガバナンス

を整備する必要がある。 

▪ 気候リスク・エクスポージャーを測定するための適正な測定指標を識別することに

は困難が伴う。 

▪ 気候シナリオ分析をリスク評価に織り込むことに関しては、明確化が進み、新たなコ

ンセンサスも見られるようになっている。 

開示例 6-1は、National Australia Bank 社が 2023 年度年次財務諸表で信用リス

ク評価の一環で気候関連リスクに対するエクスポージャーをどのように検討していた

かを示している。この開示例では、ESG リスクに対するエクスポージャーは、フォ

ワード・ルッキングな調整の一環で考慮されている。 
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開示例 6-2 は、ABN AMRO BANK 社が、ECL の計算にマネージメント・オーバー

レイを組み込むことで、どのように潜在的な移行リスクを会計処理したかを年次報告

書で説明している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 当該開示は状況の変化を受けて、2024 年に公表された。詳細は Annual Reports and Accounts 

2024 を参照。  

Illustration 6-1 — National Australia Bank Limited– 2023 annual   

report (Financial services sector - banking)  30 

NOTE 19 FINANCIAL RISK 

MANAGEMENT  Credit risk section   

 

Illustration 6-2 — ABN AMRO Bank N.V. - Integrated Annual    

Report 2024 (Financial services sector - banking)   

Credit risk overview section   
 

https://www.nab.com.au/content/dam/nab/documents/reports/corporate/2024-annual-report.pdf
https://www.nab.com.au/content/dam/nab/documents/reports/corporate/2024-annual-report.pdf


 

 

 Applying IFRS つながる財務報告：気候変動の会計処理 2025 年 5 月                      66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Illustration 6-2 — ABN AMRO Bank N.V. - Integrated Annual    

Report 2024 (Financial services sector - banking)  (cont’d) 
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2024年度年次報告書でUBSグループ社はサステナビリティ及び気候リスクのECL

測定への影響を開示した。開示例 6-3 に示されるように、影響は重要性のあるもの

ではなかったが、その結果に関する理由が開示されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IFRS 第 9 号の減損に関する要求事項が適用される金融資産を保有している企業

は、本稿で概説している要因の検討に関して、その必要性に留意することが重要で

ある。これは金融機関だけでなく事業法人にも言える。例えば、開示例6-4はRolls-

Royce 社が、ECL を見積る際に潜在的に脆弱な部門の影響をどのように検討した

かを開示している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 Illustration 6-3 — UBS Group AG - 2024 annual report (Financial   

services sector – banking and wealth management)   
 

 
 

 Illustration 6-4 — Rolls-Royce Holdings PLC - Annual Report 2024   

(Civil aerospace and defence sectors)   

 1 Accounting policies 

Climate change 
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サステナビリティ連動（ESG 連動）金融資産     

サステナビリティ連動（ESG 連動）金融資産（貸付や債券など）は、借手が融資契約に定

義される事前設定されたサステナビリティ目標を達成するかどうかに基づいて金利が変

動するように設計される。例えば、借手が合意した数の製造施設についてグリーンビル

ディング格付システムの一定の格付を達成するかどうかにより、金利が増減する融資条

件が含まれることがある。これらの条件付きの金利修正では、借手の基礎になる成果に

連動して金融資産のキャッシュ・フローに変動幅が生じる。これは、基本的な融資の取決

めに整合しない可能性がある。 

基本的な融資の取決めでは、貨幣の時間価値及び信用リスクに対する対価が金利

の最も重要な要素を占めるが、その他の要素が含まれることもある。基本的な融資

の取決めとは関係のない契約条件で、契約上のキャッシュ・フローにリスク・エクス

ポージャー又はボラティリティ（例：株価又はコモディティ価格の変動のエクスポー

ジャー）が生じる場合、SPPI 要件を満たす契約上のキャッシュ・フローが生じること

はない。 

 

 

 

 

 

 

 

2024年 5月、IASBは、SPPI評価及びサステナビリティ連動特性の開示に関連す

る詳細なガイダンスを提供する、金融商品の分類及び測定の規定に関する狭い範

囲の修正を公表した。NatWest Group 社の 2024 年度財務諸表からの 

開示例 6-5 は、サステナビリティ連動貸付を分類する際に行われる判断及び検討

事項の例を示している。  

弊法人のコメント 

気候リスクの企業の ECL 計算への影響は、内在するエクスポージャーの期間が長

くなればなるほど、さらには脆弱な分野又は母集団への企業のエクスポージャーが

大きくなればなるほど、大きくなる可能性が高い。気候関連リスクを ECL 計算に織り

込むことは判断を要する性質のものであることを踏まえると、企業がこの点に関し行

う重要な判断を支える強固なガバナンス・プロセスを整備すること、及びリスクと影

響ならびに重要な判断及び見積りの不確実性に関する充実した開示が行われるこ

とが重要になる。 

 

元本及び金利の支払いの
み（SPPI）の要件に該当す
るかどうかを評価するため
には、サステナビリティ連
動金融資産の条件を慎重

に分析する必要がある 

 

弊法人のコメント 

サステナビリティ連動特約により金融資産が SPPI 要件を満たさなくなるかどうか

に関し明確な線引きが存在する訳ではないため、これらの融資条件の分析が求

められる。信用リスクなど、基本的な融資リスクに見合う補償を提供するかどう

か、又は基本的な融資の取決めと整合的ではない新しいリスクに対する補償をも

たらすかどうかを検討することが重要である。いくつかの条項は僅少な影響（de 

minimis）かもしれないし、真正ではない（non-genuine）可能性もある。事実と状

況に基づいて適切な判断を行うことが必要となる。 
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次の EYのガイダンスは、本冊子の公表日に発行されている IFRS 第 9 号の規定と

整合的であり、即時に適用できる。より具体的なガイダンスは IASB が 2024 年 5

月に公表しており、それは 2026年 1月 1日以降開始する事業年度から適用され、

早期適用も認められる。本ガイダンスは「IFRS 第 9 号及び IFRS 第 7 号の改訂」の

セクションで説明している。 

 
  

 Illustration 6-5 — NatWest Group Plc – 2024 annual report   
(Financial services sector - banking)   
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EY のガイダンス 31 

信用リスクに対する補償 

金利の低下（又は上昇）につながる目標の達成は、融資期間における借手の信用リ

スクの改善（又は悪化）につながる可能性が高く、金利が借手の信用リスクの変化

に対応して変動するような場合には、金融商品が SPPI 要件を満たす可能性はより

高くなる。IFRS 第 9 号は、契約上のキャッシュ・フローの発生時期及び金額の変動

を容認する条項は、変動と信用リスクの増大の間に関係性があれば、SPPＩ要件を

満たさないということにはならない可能性があることを認めている。融資の信用リスク

のプライシング及びモニタリングを行う場合にサステナビリティに関する測定指標を考

慮に入れているということを企業が立証できるようであれば、そうした関係性を示すこと

ができるであろう。そのような条項と融資に設定された担保の価値が連動している（下

記設例6-2を参照）場合、又はそのような条項と融資のデフォルト確率が連動している

（下記設例 6-3 を参照）場合などがそれに該当する。信用リスクとの連動があまりにも

間接的となる場合には（下記設例 6-4 を参照）、条項をさらに評価しなければならない

（下記の僅少な影響及びその他の基本的な融資の取決めに関する補償を参照）   

サステナビリティ条項と融資の信用リスクとが連動している場合、貸手は当該特性による

契約上のキャッシュ・フローの変動の度合いが予測した信用リスクの変化に見合うもので

あるかを立証すべきである。条項により信用リスクに対するエクスポージャーにレバレッ

ジがかかる場合、融資が SPPI要件を満たさない可能性は高くなる。この例外となるのが、

条項により信用リスクの変化とは不釣り合いな金利の変動が生じる場合でも、契約に対

しレバレッジが働くのではなく、借手が信用リスクを悪化させないインセンティブとして機能

する懲罰的な金利を導入する場合である。次の設例にこうした検討事項を説明している。 

 

 

 

 

 
 

31 詳細は International GAAP® 2025, 第 44 章 5.4.7.A を参照  

 設例 6-1: サステナビリティ連動ローン   
 

 

ある銀行が新しい船舶のフリートの取得資金に対して融資を実行する。フリート

が融資の担保に設定される。さらに融資にはサステナビリティ特約が付いてお

り、炭素排出に関し借手の成果を業界で使用されている測定指標に照らして金

利が上下する。測定指標は、フリートの航行距離及び船舶の規模を織り込んだ

上で企業のフリートの炭素排出量を基に決められる。 

このシナリオでは、排出量目標と担保（フリート）価値が連動している可能性があ

る。銀行は以下を考慮する必要があると考えられる。   

▪ フリートの価値は炭素排出量目標の達成に連動しているかどうか  

▪ 連動している可能性がある。すべての条件が等しいのであれば、メンテナ

ンスがより適切に行われ、結果フリートがより効率的になれば、効率が悪

いフリートよりも転売価値は高くなるだろう。 

▪ しかし、より優れた効率性はフリートがより良い状態にあるということを必

ずしも示唆するものではない。効率性は船舶のペイロード、航行時の船

員の技能、出入りの激しい港のドックへの待機時間及び天候条件など

その他の要因に左右される。 

▪ 事実と状況に基づき連動性の強さを判定するには判断が必要になる。  
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 設例 6-1: サステナビリティ連動ローン (続き) 
 

 

▪ フリートの価値の変動が融資の信用リスクに関する企業の評価に影響を与え

るかどうか 

▪ このシナリオでは、フリートが融資の担保に設定されている。フリートの価

値が高くなればなるほど、デフォルト時損失率は下がり、融資の信用リス

クに関する企業の評価は改善するだろう。   

▪ しかし、融資に担保が設定されていない場合、又は測定指標が融資の担

保に設定されていない追加的な船舶の実績を考慮している場合、信用リス

クとの連動性は立証がより困難になるかもしれない。  

設例 6-2: サステナビリティ連動ローン   
 

石炭火力発電所の整備資金のために電力会社に期間 10 年の融資が実行され

る。同発電所の操業が当該企業の唯一の事業となる。新しい現地の立法措置に

より、3 年経過した時点で一定の炭素排出目標が満たされない場合には発電所

の操業が禁止される。したがって、銀行は融資条件に1年ごとの目標値を織り込

み、それを最終期限まで積み上げている。仮に発電所がこれらの契約上の排出

目標を達成できない場合、融資の金利は引き上げられる。  

貸手は、ESG 特性と融資の信用リスクとの間の連動性を立証できる可能性が

高い。最終的な排出目標が達成されない場合、発電所は稼働できなくなる。発

電は企業の唯一の事業であるので、仮にそのような事態になれば、企業が融

資を返済できる可能性は低くなる。契約上の排出目標は、借手が全体的な法

律上の目標を満たすために追加的な対応を進めることを促すインセンティブと

しての役割を果たす。法律上の期限が近づき、その達成がまだまだ先のようだ

と、信用リスクもより大きくなる。契約上の特約により、信用リスクが高まるとそ

れに応じて金利は上昇する。したがって、契約上の排出目標と融資の信用リス

クは明確に連動していることになる。  

貸手は、金利の変動の程度は信用リスクの変動に見合うものであるかどうかを

立証する必要がある。金利の変動が信用リスクの変動に見合っていない場合、

貸手は、この特約は、借手が重要な法律上の期限に間に合わない遅延した進捗

により信用リスクを増大させることに対する懲罰的特約として設計されたかどうか

を検討すべきである。 その場合、当該特性が SPPI 要件を満たす可能性は高

い。 

実際、信用リスクとの連動性は、明確にならない可能性がある。例えば、企業

の信用リスクが複数の混在した事業から生じるが、融資とサステナビリティ特

性が単一の事業又はその一部に関係する場合、またサステナビリティ目標を

達成するコストが高く便益を上回る場合、この連動性が不明確になる可能性

がある。   
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僅少又は真正ではないサステナビリティ特約 

貸手又は保有者はサステナビリティ特約が僅少か真正ではないかどうかについても

検討しなければならない。実務上の簡便法として、貸手は詳細な分析をしなくてもそ

れを下回れば特約が「僅少」と判断できるような数値基準を導入することが可能であ

ろう。適切な数値基準を算定するには、判断の行使が必要になる。これは、サステ

ナビリティ連動割引や違約金が相対的に重要となりやすい低金利の環境では、特に

関連性がある。 

その他の検討事項 

僅少とはならないサステナビリティ特約や、貸付金の信用リスクの変動に見合わな

いキャッシュ・フローの変動をもたらすサステナビリティ特約を分析する場合、我々は

以下を検討することで、サステナビリティ特約により基本的な融資の取決めに整合

的ではない新たなリスクについて補償が生じるかどうかが明確になると考えている。 

▪ 借手と貸手の間の契約交渉の記録 

▪ サステナビリティ特約の性質 

▪ 貸手のプライシング決定 

▪ 取引相手方が結果的に生じるサステナビリティ・リスクをモニタリングする範囲 

▪ 借手が貸手に報告することを求められるサステナビリティ特約に関するデータの

水準及び頻度 
 

 

設例 6-3: サステナビリティ連動ローン  
 

 

短期貸付がある食品グループに実行される。貸付金利は、同グループのサステナビ

リティ・スコアカードに照らして評価される同グループの成果に応じて変動する。スコ

アカードには以下に基づく 3 つの目標が含まれる。  

a)  グループの二酸化炭素排出量の減少  

b)  女性の新規採用率 

c)  社会的に恵まれなかった人々に提供される持続可能な食品生産における訓練

時間   

各目標に対する当グループの成果は重み付けされ、全体のスコアを決定するのに使

用される。同グループが事前に設定された水準を上回るスコアを達成した場合には金

利は引き下げられる。   

この例示では、ESG目標の達成は、幅広く、目に見えない形で便益を企業に与える。

例えば、当グループは、同グループに雇用されていない、及び同グループと契約又

は金銭的関係を有していない人々に企業の社会的取組として訓練を提供することで

訓練目標を達成できるだろう。 これにより企業の信用が改善し、おそらく長期的な

企業業績及び信用リスクも改善するが、そうした連動性は間接的なものであり、弱

いものとなる可能性が高い。さらに、貸付は短期貸付であり、当該特約と融資の信

用リスクとが連動していることを立証するのは難しいであろう。 
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IFRS第 9号及び IFRS第 7号の改訂 

2024年 5月 30日、IASBは「金融商品の分類及び測定の改訂」を公表し、それに

より IFRS第9号と IFRS第7号「金融商品：開示」32が改訂された。本改訂は2026

年 1月 1日以降開始する事業年度から適用され、早期適用も認められる。これらの

改訂は、「IFRS 第 9 号の適用後レビュー－分類及び測定フェーズ」が完了したこと

を受けてのものである。本改訂には、ESG 連動特性など、偶発的事象に応じて

キャッシュ・フローが変動する金融資産の契約上のキャッシュ・フロー特性の評価に

資する詳細なガイダンスが示されている。 

1 つ目の改訂で、貸手が受け取る補償が基本的な貸付契約に一致するかどうかを

評価しなければならないことが明確化されている。ここでは、補償の金額よりも、貸手

は何に対する補償を受け取ることになるのかということが焦点になる。ただし、補償額

によっては、貸手は基本的な融資リスクやコスト以外の何かに対する補償を受けて

いるということが示唆される場合がある。本改訂は次のように述べている。 

「契約上のキャッシュ・フローは、次の場合には、基本的な融資の取決めと整合的で

はない。それは、基本的な融資のリスク又はコストではない変数（例えば、資本性金

融商品の価値又は商品価格）に連動している場合、又は債務者の収益又は純利益

に対する取り分を表している場合である（たとえ、企業が事業を営んでいる市場にお

いてそのような契約条件が一般的であっても）。」33 

契約上のキャッシュ・フローが基本的な融資の取決めと整合的ではない場合、それ

以上の分析が求められることはなく、当該金融商品は SPPI 要件に適合しないこと

になる。 

2 つ目の改訂は、金融資産の存続期間にわたって契約上のキャッシュ・フローの時期又

は金額を変化させることとなる契約条件が SPPI 要件を満たすかをどのように評価する

かに関するものであり、以下の事項を検討する必要がある。 

▪ 変更の前と後の両方で生じる契約上のキャッシュ・フローが偶発的事象の発生の蓋

然性に関係なく、SPPI 要件を満たすことになるかどうか。本改訂は、契約上のキャッ

シュ・フローの評価は金融商品の存続期間にわたって生じる契約上のキャッシュ・フ

ローに基づくものであり、蓋然性に基づく評価ではないことを明確にしている。つまり、

企業は事象が発生する可能性には関係なく（条件が真正ではない場合を除く）、契約

に定められる偶発的事象が契約上のキャッシュ・フローに与える影響を検討しなけれ

ばならない。 

▪ 偶発的事象の性質は、基本的な貸付契約のリスク及びコストの変動に直接的に関

係し、契約上のキャッシュ・フローは同じ方向に変動するのか。本改訂は、偶発的事

象の内容が基本的な融資のリスク及びコストの変動に直接的に関係し、契約上の

キャッシュ・フローが同じ方向に変動する場合には、当該金融商品の残存期間にわ

たる契約上のキャッシュ・フローは SPPI となる可能性が高くなることを明確化してい

る（例えば、債務者が特定の回数の支払不履行に陥った場合により高い金利が再設

定されるような金融商品）。IASB は、SPPI 条件の一貫した適用に資する、以下のよ

うな 2つの例示を改訂 34に含めた。 

 

 
 

32 詳細については、EY 刊行物「Applying IFRS： 金融商品の分類及び測定の改訂（2024 年 11 月）」を

参照。www.ey.com/IFRS より閲覧できる。 

33 IFRS 9.B4.1.8A を参照 

34 IFRS 9.B4.1.13 を参照  

https://www.ey.com/ja_jp/technical/ifrs/ifrs-insights/2025/ifrs-applying-ifrs-2025-02-28
https://www.ey.com/en_gl/ifrs-technical-resources
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金融商品 分析 

金融商品 EA 

金融商品 EA は、債務者が前報告期

間中に契約で定められた炭素排出量

の削減を達成した場合に、金利が毎

報告期間に固定のベーシスポイント

分だけ調整される融資である。可能

性のある最大の累積的調整は、当該

融資に係る金利を大きく変化させな

い。 

 

 

 

この契約上のキャッシュ・フローは、元

本及び元本残高に対する利息の支払

のみである。 

企業は、契約上のキャッシュ・フロー

の各変動の前後両方に生じる可能性

のある契約上のキャッシュ・フローが、

元本及び利息の支払のみであるかど

うかを検討する。 

炭素排出量目標の達成という偶発的

事象が発生する場合、金利が固定の

ベーシスポイント分だけ調整され、基

本的な融資の取決めと整合的な契約

上のキャッシュ・フローがもたらされ

る。偶発的事象の性質自体が基本的

な融資のリスク及びコストに直接的に

は関連していないという理由だけで

は、当該金融資産に係るキャッシュ・

フローが元本及び利息の支払のみで

あるかどうかについて、企業は追加の

評価をしないと結論を下すことができ

ない。 

したがって、企業は、契約上可能性の

あるすべてのシナリオにおいて、契約

上のキャッシュ・フローが、契約条件

が同等であるが炭素排出量に連動し

た偶発的な要素がない金融商品に係

る契約上のキャッシュ・フローと大きく

異ならないかどうかを評価する。 

この金融商品の存続期間にわたり、

いかなる調整も大きく異なる契約上の

キャッシュ・フローを生じさせないの

で、企業は、この融資は元本及び元

本残高に対する利息の支払のみであ

る契約上のキャッシュ・フローを有して

いると結論を下す。 

 

金融商品 I 

金融商品 I は、金利が毎報告期間、

市場で決定される炭素価格指数の前

報告期間中の変動を追跡するように

調整される融資である。 

契約上のキャッシュ・フローは、元本

及び元本残高に対する利息の支払の

みではない。 

契約上のキャッシュ・フローは、基本

的な融資のリスク又はコストではない

変数（炭素価格指数）に連動してい

る。したがって、契約上のキャッシュ・

フローは基本的な融資の取決めと整

合しない。 
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最後に、改訂は、貨幣の時間価値や信用リスクなどの基本的な融資のリスクやコストに

関係しない偶発的事象の発生の有無を基に契約上のキャッシュ・フローの時期又は金

額を変化させる可能性のある契約条件の影響を利用者がより適切に理解できるように

するための新しい開示を導入している。当該開示は、上述の ESG 連動特約付きの金融

商品をはじめ、償却原価又はその他の包括利益を通じて公正価値で測定されるその他

のすべての金融資産及び償却原価で測定される金融負債で偶発的特性が存在するも

のに適用される。特に、以下についての開示が求められる。 

▪ 当該偶発的事象の性質に関する定性的記述 

▪ 契約上のキャッシュ・フローの考え得る変化に関する定量的情報（例えば、契約上の

金利の考え得る変化の範囲） 

▪ 当該契約条件の対象となっている金融資産の総額での帳簿価額及び金融負債の償

却原価 

上記の開示は、償却原価及びその他の包括利益を通じて公正価値で測定される金

融資産のクラスごとに、また償却原価で測定される金融負債のクラスごとにそれぞ

れ別個に提供しなければならない。金融商品をクラス別に区分する際には、IFRS第

7 号の第 6 項の要求事項を考慮しなければならない。公正価値の変動は、利用者

がそれらの金融商品の将来キャッシュ・フローを評価できるようにする十分な情報を

提供することから、この情報は純損益を通じて公正価値で測定される金融商品につ

いては開示が求められない。 

 

企業は判断を適用して、どの程度詳細に開示するか、集約レベル、及び利用者が開

示を理解しやすくなるために追加の説明が必要かを決定する必要がある。 

本改訂は、2026 年 1 月 1 日以降開始される事業年度から適用され、早期適用も

認められる。早期適用が可能か否かは、本改訂が各国ごとに承認されているかどう

かにも左右される。本改訂は遡及適用され、金融資産及び金融負債の期首残高及

び影響の累計額について期首利益剰余金を修正する。比較年度の修正再表示は

求められないが、修正再表示する場合は後知恵を用いてはならない。 
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開示   

IFRS 第 7 号は、企業は、利用者が当期間中及び報告期間の末日時点における企

業の財政状態に対する金融商品の重要性を評価できるようにする開示を財務諸表

に提供しなければならないと定めている。   

企業は金融商品への関与の結果として気候関連リスクにどの程度さらされているかを

検討すべきである。IFRS第 7号は開示の情報が重要ではない場合を除いて、定性的

及び定量的両方の開示を提供しなければならないと定めている。 

ESG 連動特性を伴う又は他の偶発的事象に連動する契約上のキャッシュ・フローを有

する、償却原価又はその他の包括利益を通じて公正価値で測定される金融商品に関

する追加的な開示が上述の改訂に盛り込まれている。修正後の規定は金融資産と金

融負債の両方に適用する。 

 

弊法人のコメント 

本改訂では、金融資産の ESG特約の処理に関する多くの必要とされているガイダ

ンスが提供されている。そのアプローチは、既存の要求事項に関する我々の解釈

と概ね整合的である。特約付きの金融商品の定性的及び定量的開示の適切な水

準を決定するにあたり必要な判断を適用するためには、企業は財務諸表利用者

の情報ニーズと期待を理解することが必要になる。 

企業は、気候関連リスクに

関し IFRS第 7号が求める

開示の範囲を検討する必

要がある 
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7.炭素クレジットとグリーン電力証書   

7.1 論点  

2015 年パリ協定や各法域によって設定された温室効果ガスの排出削減目標は野

心的なものであるため、各企業はカーボンフットプリントの削減策を見出すことを迫

られている。カーボンフットプリントをニュートラル化又はオフセット化する方法として、

炭素クレジット及び（又は）グリーン電力証書といった仕組みを利用する企業もある。

こうした仕組みは、炭素削減ソリューションへの投資を加速させるのに役立つととも

に、炭素排出削減・除去プロジェクトを取引可能な資産に変換する。炭素クレジット

を生み出すプロジェクトは、一般的に、排出を削減するもの（例：再生可能資源によ

る発電）と、排出を除去するもの（例：環境再生型農業、二酸化炭素回収・貯留）に分

類される。 

炭素市場は、コンプライアンス（強制参加型）市場とボランタリー（自主参加型）市場

の 2 種類に大別される。ハイブリッド型の市場もありうる。ハイブリッド型の市場では、

政府がボランタリー市場の使用を強く推奨したり、政府が排出に係る義務を決済す

る現金の代わりに、ボランタリー市場からの炭素クレジットを受け取ったりすることを

容認することも考えられる。炭素クレジットの適切な会計処理は、具体的な特性（例

えば、取引可能かどうか）と企業がそうした市場で果たす役割（例えば、プロジェクト

開発者、ブローカー／ディーラー、排出者）によって決まる。 

現在のところ、強制参加型の排出権取引制度（強制参加型の炭素クレジットを含む）

又は自主参加型の炭素クレジットの会計処理を扱った明確な要求事項はない。

2022 年 7 月、IASB は第 3 次アジェンダを終了し、2022 年-2026 年期間のその

作業及び活動に係る IASB の優先課題を設定した。多くのコメント提供者がこれに

ついて非常に優先順位の高い課題であると考えていたが、IASB はこれを予備リス

トに含めることにし、基準設定プロジェクトを実施すべきかどうかを検討する以前にさ

らに調査が必要であることに留意した。IASBは 2024年に、PPMに関するプロジェ

クトの優先順位を検討するために複数の議論を重ねていた。本書執筆時点では、当

該プロジェクトは予備リストに留まったままで、それを作業計画に追加するかどうか

の決定を次のアジェンダ・コンサルテーションまで延期している。35    

明確な要求事項はないものの、いくつかの基準書には企業が考慮すべき関連する

ガイダンスが定められている。 

コンプライアンス市場で交付される炭素クレジット又はグリーン電力証書は、通常、

政府補助金に相当する。IAS 第 20 号「政府補助金の会計処理及び政府援助の開

示」では、そのような非貨幣性補助金の交付を、企業が選択した方針に応じて、公

正価値又は名目金額のいずれかで当初認識することを認めている。 
▪ 補助金として受け取ったか、購入したかにかかわらず、クレジット又は証書を認

識する場合、企業が当該クレジットを通常の事業の過程で販売若しくは消費目

的で保有しているか、それとも通常の事業の過程における排出に係る負債を

決済するために保有しているかに応じて、IAS 第 2 号「棚卸資産」又は IAS 第

38 号「無形資産」が適用される可能性がある。 

▪ IAS 第 2 号が適用される場合、クレジットは取得原価と正味実現可能価

額のいずれか低い方で計上される。しかし、IAS第 2号を適用するブロー

カー／ディーラーは、棚卸資産を売却コスト控除後の公正価値、もしくは、

原価と正味実現可能価額のいずれか低い方の金額のどちらかで測定す

ることができる。 

 
 
 

35 IASB パイプライン・プロジェクト： IFRS 財団ウェブサイト、2025 年 4 月 22 日アクセス 

適切な会計処理を決定す
るにあたっては、コンプラ
イアンス市場又はボランタ
リー市場のいずれで取引
されているかを含む、炭素
クレジットの具体的な特性
が重要となる   

 

https://www.ifrs.org/projects/pipeline-projects/#3
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▪ IAS 第 38 号が適用される場合、企業は原価モデルを適用する。ただし、

クレジット又は証書が活発な市場で取引されている場合は除く。その場合

は、再評価モデルを適用できる 。無形資産として会計処理される排出権

は、通常、その償却可能価額がゼロであるため、償却される可能性は低

い。開始時におけるその予想残存価額は、その公正価値と等しい。その

後、残存価額はその市場価値と等しいものの、排出権を保有している間

に経済的便益の費消は発生しない。その代わり、経済的便益は、排出権

取引制度に基づく排出に係る義務を決済する権利を引き渡す、又は権利

を他の当事者に売却することにより実現される。減損の兆候がある場合

は常に IAS 第 36 号の減損テストを実施する必要がある。 

▪ IAS 第 2 号又は IAS 第 38 号のいずれを適用するかは、炭素クレジットの売

却の会計処理においても重要である。なぜなら、IAS第 38号は無形資産の処

分の会計処理について具体的な要求事項を定めている一方、炭素クレジットを

棚卸資産として保有する企業は、通常、具体的な契約条件に応じて、IFRS 第

15 号「顧客との契約から生じる収益」を適用するか、又はブローカー／ディー

ラーであれば、IFRS 第 9 号を適用する可能性があるためである。 

AENA S.M.E.社は、温室効果ガス排出枠を棚卸資産として会計処理すると同時に、

政府補助金を排出権の無償割当に関する流動負債として認識している。また、同社

は最善の見積りで測定された引当金を認識している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 7-1 — AENA S.M.E., S.A. — 2024 Consolidated annual  

accounts (Airport management sector)   

2.11Inventories 
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▪ 排出権デリバティブを取引するブローカー／ディーラーの場合は、当該契約は

IFRS 第 9 号の範囲に含まれるため、純損益を通じて公正価値で会計処理す

る。ただし、当該デリバティブが当該企業に交付された排出権の公正価値を

ヘッジするものである場合、又はいわゆる「自己使用の例外」の要件を満たす

場合を除く。 

7.2 影響   

コンプライアンス市場 

コンプライアンス市場はすべての法域で存在するわけではないが、存在する場合、

当該市場への参加は一定の企業にとって義務である。当該市場は通常、政府また

は政府機関によって運営されている。    

  

Illustration 7-1 — AENA S.M.E., S.A. — 2024 Consolidated annual  
 

accounts (Airport management sector)   

26. Environmental commitments 
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そうした市場では、炭素クレジットを温室効果ガス排出量に対する支払い義務を決

済するために使用できる（又は使用が強制される）。したがって、炭素クレジットの価

格は、需要と供給によって決まるものの、企業が政府との間で排出に係る負債を決

済するために支払うべき金額も関連する要素となる。強制参加型の排出制度には、

企業が排出権を受け取り、排出に係る負債を決済する方法が異なる複数のバリ

エーションがある。例えば、一部の制度では、排出量の上限のみが定められており、

企業には排出枠が割り当てられ、その排出枠を超えた場合は政府に支払いを行う

か又は将来の排出権を放棄することで超過分を相殺する必要があり、排出権を取

引することはできない。強制参加型制度のもう 1 つの例で最も一般的な仕組みが、

キャップ・アンド・トレード方式である。この方式では、参加者は、キャップ（すなわち、

許容排出量の上限）に相当する排出権又は排出枠を割り当てられ、それらの排出

枠を取引することが認められる（例えば、EU の排出量取引制度）。 

グリーン電力証書も類似したものである。通常、発電企業は、再生可能エネルギー

からの発電量（kWh）に基づき政府から証書の発行を受ける。電力（再生可能エネ

ルギー及び従来型エネルギーの両方から発電）を供給する企業は、1 年間に消費

者に販売した総電力量 kWh に応じた数の証書を政府に提出するか、提出する証書

数が不足する範囲でペナルティを支払うことが義務付けられる。 

発電企業は、電力供給企業にグリーン電力証書を売却することができ、その収入を

用いて、実質的に再生可能エネルギーによる高い発電コストを補填することができ

る。グリーン電力証書の価格は、多くの変数に応じて決まるが、主には、再生可能エ

ネルギーから発電される電力量に応じて引渡されるべき証書の数、及び必要な数の

証書が提出されなかった場合に支払うペナルティの水準によって決まる。 

強制参加型の炭素クレジット 

コンプライアンス市場における排出権と炭素クレジット（強制参加型の炭素クレジット）

の会計処理は、関連する温室効果ガス排出量に係る負債と一緒に検討する必要が

ある。IFRS には明示的な要求事項はないため、企業は IAS 第 8 号「会計方針、会

計上の見積りの変更及び誤謬」に従い独自の会計方針を策定する必要がある。実

務上、3 つの方法が受け入れられている。 

制限（又は上限）のみが定められ、クレジットが取引不可能な制度の場合、企業が当

該制限を超えて排出すると負債が認識される。当該制限を超えた時点で、負債は決

済コストの最善の見積りで測定される。 

「キャップ・アンド・トレード」方式の制度では、排出される 1 トンごとに義務が生じる。

このような制度では、政府から受け取る排出枠は企業の経済的資源を表す（第三者

への販売など、別の目的に使用できるため）。したがって、企業が温室効果ガスを排

出すると、当該義務を決済するために経済的資源（つまり、排出枠）が流出する可能

性が高い。この状況では、企業が最初の 1 トンを排出すると負債が認識される。実

務上、「キャップ・アンド・トレード」方式の排出制度の会計処理として 3 つの方法が

受け入れられている。 

▪ IFRIC 第 3 号「排出権」アプローチ。当該基準書は廃止されたものの、既存の

IFRS に対する適切な解釈の一つと考えられている。この方法に従うと、クレ

ジット又は排出枠に係る資産、政府補助金、及び排出に係る負債が認識される。

しかし、この方法では、排出枠の引渡義務に係る負債が現在の市場価格で測

定されることになるため、会計上のミスマッチが生じることとなる。 

▪ 正味負債アプローチ。実務では 2 種類の正味負債アプローチが受け入れられ

ている。 

  

強制参加型の排出権取引
制度について IFRSには明
示的な要求事項はないた
め、IAS 第 8 号に従い独
自の会計方針を策定する
必要がある 
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▪ 「正味負債／帳簿価額」アプローチ – この方法に従うと、政府補助金の形

態で受け取った排出枠又は排出権は名目金額（ほとんどの場合、ゼロ）で

認識され、購入した権利は原価で当初認識される。負債部分は、現在保

有している排出枠（補助金で受け取ったものと購入したものの両方）のコ

ストを考慮して、負債を決済するためのコストの最善の見積りで測定され

る。排出に係る負債の測定は、FIFO 又は加重平均ベースで見積ることが

できる。FIFO ベースを使用する場合、企業はまず期中又は年次報告期

間の期末時点に保有している排出枠を考慮して負債を測定し、次に、報

告期間の期末時点の実際の不足分について、現在の市場価格を使用し

てユニット当たりの予想コストを含める。加重平均ベースを使用する場合、

企業は、コンプライアンス期間全体にわたる予想排出量（つまり、不足分

の見積りを含む）のユニット当たりの加重平均コストを計算することによっ

て負債を測定する 

▪ 「正味負債／償還権」アプローチ – この方法に従うと、政府補助金の形態

で受け取った排出枠又は排出権は名目金額（ほとんどの場合、ゼロ）で当

初認識され、購入した権利は原価で当初認識されるが、企業は、当期中

の排出量まで負債を決済するために使用できる、現在保有している排出

権又は排出枠を公正価値で再測定する。負債部分は、現在保有している、

かつ公正価値で再測定された排出枠のコストを考慮して、負債を決済す

るためのコストの最善の見積りで測定される。 

▪ 政府補助金アプローチ。この方法に従うと、クレジット又は排出枠に係る資産、

政府補助金、及び排出に係る負債が認識される。したがって、IFRIC 第 3 号ア

プローチと類似するが、負債は、クレジット又は排出枠が当該負債を決済する

のに使用される範囲で当該クレジット又は排出枠の帳簿価額を参照して測定さ

れる点が異なる。 

開示例 7-2 では、Shell 社が排出量取引制度 (EU ETS) に基づいて認識した負債

に関する会計方針を公開しており、開示例 7-3 では、Orlen 社が排出量に関連する

負債を測定するために加重平均ベースに基づく正味負債／帳簿価額アプローチを

適用している。 

 

Illustration 7-2 — Shell plc — 2024 annual report (Oil and gas sector) 
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Illustration 7-3 — Orlen S.A. — 2024 annual report (Oil and gas sector) 

13.2 Intangible assets and goodwill 

 

 

13.11 ProvisionsProvisions 

 

 

コンプライアンス市場におけるグリーン電力証書 

当該市場での企業の役割が会計処理を決定する上で重要となる。 
▪ 発電企業 - 再生可能資源を使用する発電企業に該当する場合、グリーン電力

証書の付与は、発電企業により政府補助金として会計処理される。その後、当

該証書を売却するか使用するかに応じて、IAS 第 2 号又は IAS 第 38 号が適

用される。  

▪ 電力供給企業 – 電力供給企業が発電企業にも該当するかの検討が重要 

電力供給企業が再生可能エネルギーの発電企業でもある場合、付与された証

書を自身で使用するか、又は付与された証書を市場で売却して、政府に提出

すべき証書が不足する場合にはペナルティを支払うかという選択肢がある。こ

の場合、グリーン電力証書の許容される会計処理は、原則的に上記で説明し

た強制参加型の炭素クレジットの会計処理と同じとなる。 

電力供給企業が発電企業ではない場合、電力を顧客に販売するにつれて、政

府に提出すべき証書に係る義務を表す負債を認識する必要がある。企業が市

場で証書を購入する場合、IAS 第 38 号又は IAS 第 2 号を適用して当該証書

を会計処理することができる。ただし、当該証書が販売目的で保有される場合

は IAS 第 2 号だけが適用できる。 
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ブローカー／ディーラー 

ブローカー／ディーラーがクレジット又は証書を自己の使用のために保有しつつ、当

該クレジット又は証書を売買する部署も備えている場合、自己使用目的で保有する

排出権と売買目的で保有する排出権を区分して記録する必要がある。ブローカー／

ディーラーが売買目的で保有するクレジット又は証書は、IAS 第 2 号の範囲に含ま

れる。大半の場合、ブローカー／ディーラーはそのような棚卸資産を売却コスト控除

後の公正価値（FVLCS）で測定し、FVLCS の変動 を純損益に認識する。しかし、その

代わりに、原価と正味実現可能価額のいずれか低い方の金額でそうした棚卸資産を

測定することも選択できる。   

証書が自己使用目的で保有されている場合、ブローカー／ディーラーは当該証書を

無形資産又は棚卸資産のいずれか適切な方で会計処理するため、上記の検討事

項が適用される。 

セクション 7.1 で述べたとおり、売却取引に関しては、ブローカー／ディーラーは通

常、IFRS第 15号を適用する。しかし、具体的な契約条件によっては、IFRS第 9号

が適用され得る。 

ボランタリー市場 

ボランタリー市場はコンプライアンス市場の枠外で機能する。炭素クレジットは独立

した認証機関（Gold Standard、Verra など）によって認証されるが、それぞれが独

自のモデルや認証要件を定めている。これらの市場で発行されるクレジットはコンプ

ライアンス目的で使用されることを意図していない。企業は、法律や規制によってこ

れらの市場の利用を義務付けられているわけではないが、例えば、カーボン・ニュー

トラルであることを顧客に表明できるようにするために自発的に利用する。 

ボランタリー市場への企業の参加は、依然として限定的かもしれない。しかし、そうし

た市場に参加する選択をした企業は、発行されるクレジットの特性を理解し、適切な

会計処理を検討する必要がある。 

ボランタリー市場での価格設定は、クレジットの具体的な特性、例えば、クレジットの

認証機関、クレジットを生み出す排出削減・除去プロジェクトの種類、排出が削減・除

去される時期と場所、クレジットは取引可能か（すなわち、売却可能か）、取引可能だ

としたら買手又は売手に何らかの制約は課されるのか、といった特性に応じて決ま

る。 

したがって、同じ種類のプロジェクトから生じる自主参加型の炭素クレジットは類似し

ているかもしれないが、代替可能ではない。この点を考慮することは、公正価値を測

定する場合に重要になる。例えば、公正価値測定のインプットとして、類似の自主参

加型の炭素クレジットの売却を用いる場合、公正価値が適切であることを確保する

ため、それらの類似クレジットの売却価格の調整が必要となる可能性が高い。さらに、

ボランタリー炭素市場は発展途上にあるため、多くのインプットがいまだ観察不可能

である。公正価値測定の詳細については、上記セクション 5 を参照されたい。 

事後発行クレジット（Ex-post credits）   

事後発行クレジットは、排出削減・除去が実施された後に発行される炭素クレジット

である。これらのクレジットは、公認の基準設定機関によって認証されなければなら

ない。 

事後発行クレジットの会計処理について検討すべきことは、企業がプロジェクト開発

者（すなわち、炭素クレジットを生み出している企業）なのか、クレジットの買手なの

か、クレジットの使用者なのかに応じて異なる。 

  

ボランタリー炭素クレジッ

トの特性が、各クレジット

に独自性をもたらしている 

（企業の意図に関係なく）

クレジットを売却できるこ

とが、企業がボランタ

リー・カーボン・クレジット

を資産として認識できる

かどうかを決定する上で

重要な要因になる。 
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重要論点として、企業、特にプロジェクト開発者が自主参加型の炭素クレジットを資

産として認識できるかということがある。資産が存在するかどうかは、当該クレジット

が企業にとって将来の経済的便益を生み出すかどうかにより決まる。コンプライアン

ス市場では、強制参加型の炭素クレジットは、政府（又は政府機関）との間で排出に

係る負債を減少又は決済するために使用することができる。こうした使用がボランタ

リー市場で生じる可能性は低いため、クレジットを販売できる能力（企業の意図に関

係なく）が自主参加型の炭素クレジットを資産として認識できるかどうかを決定する

上で重要な要素となる。 

強制参加型の炭素クレジットと同様に、自主参加型の炭素クレジットは、そのクレ

ジットが通常の事業の過程で販売目的で保有しているか、あるいは企業がそのクレ

ジット自体を使用することを意図しているかによって、IAS第 2号又は IAS第 38号

が適用される可能性がある。 

資産をどの時点で、どの金額で認識するかを決定するにあたっては、クレジットの入

手方法が重要となる 

プロジェクト開発者    

どの時点で自主参加型の炭素クレジットを認識するかを決定するには、プロジェクト

開発者の判断を必要とする可能性が高い。一般的に、自主参加型の炭素クレジット

は、当該クレジットが認証された時点で認識可能である。しかし、原価法が使用され

る場合（下記を参照）、それより前の時点で炭素クレジットの生成に関連するコストの

資産計上を開始できる可能性がある。認識時期を決定する上で考慮すべき要素に

は以下がある。 

▪ 認証プロジェクトの質 –  認証プロセスが単純又は事務的なものである場合、資

産が存在すると決定することは容易かもしれない。ただし、自主参加型の炭素ク

レジットの認証を受けるためのコストは、認証を得る前に必要な活動が多くない

ことで、わずかかもしれない。認証プロセスが厳格なものである場合、プロジェク

トの後半まで認証が受けられる可能性は分からないかもしれない。   

▪ 炭素削減・除去のプロジェクト又はアプローチがどの程度確立されているか – 

新しいアプローチの初期段階での認証は困難な可能性がある。 

上記の要素は、自主参加型の炭素クレジットの当初測定にも影響を及ぼす。どの基

準書が適用されるかに応じて、企業は IAS 第 2 号又は IAS 第 38 号の原価に係る

要求事項を適用して、認証を受けた時点でコストの資産計上を中止しなければなら

ない。しかし、生成される資産が生物学的変化（例えば、樹木）36 の対象となる場合、

上記の会計処理の代わりに、会計方針の選択として、IAS 第 41 号「農業」における

収穫時点の農産物に対する要求事項を類推適用できると考えられる。当該類推は

当初測定だけに適用され、認証を受けた時点における処分コスト控除後の公正価値

で当初測定される。当該公正価値は、その後、IAS 第 2 号又は IAS 第 38 号を適

用する際の原価とみなされる。  

IAS第 2号は、すべての加工費及び棚卸資産を最終的な状態にするためのコストを

含めるように求めている。同様に、IAS 第 38 号も、自己創設無形資産の取得原価

は、当該資産の生成、製造及びその資産を経営者の意図した方法で稼働可能にす

る準備に必要な、直接起因する原価のすべてで構成されることを要求しており、それ

らの原価の例も提供されている。含めるべき適切なコストを決定するためには、判断

が必要となる。 

 

 
36

 「生物学的変化とは、生物資産の質的又は量的な変化を生じさせる、成長、変性、生産及び生

殖のプロセスからなる」、IAS 第 41 号第 5 項 
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自主参加型の炭素クレジットが製造過程の副産物（例えば、グリーン電力の生
産と同時に生成されるクレジット）である場合、主製品と自主参加型の炭素クレ
ジット（副産物）の間でコストを適切に配分するための判断も必要となる。 

自主参加型の炭素クレジットの買手  

買手は通常、購入時に自主参加型の炭素クレジットを認識し、必要に応じて、IAS 第

2 号又は IAS 第 38 号の当初認識時の取得原価に係る要求事項を適用する（ブ

ローカー／ディーラーについては以下の検討事項を参照）。 

企業が財又はサービスの提供と引き換えに自主参加型の炭素クレジットを入手する

場合もある。具体的な契約条件に応じて、IFRS第 15号、IFRS第 16号「リース」又

は IFRS 第 9 号などの基準書が、こうした場合に関連する可能性がある。 

例えば、企業がサービスの提供と引き換えにクレジットを入手しており、当該契約が

IFRS 第 15 号の範囲に含まれると想定する。 そうしたケースでは、当該クレジットは

非現金対価に相当し、企業が IFRS 第 15 号に従い当該クレジットの支配を獲得し

た時点で認識し、公正価値で測定する必要がある。 

保有しているクレジットをどうするかは、当該資産の認識の中止時点を決定し、その

時点で何を認識すべきかを決定するにあたって重要である。 

自主参加型の炭素クレジットの売却 

企業が当該クレジットに IAS 第 2 号を適用している場合は、通常、IFRS 第 15 号を

適用して当該クレジットの売却を会計処理し、収益を認識する。ただし、IFRS第 9号

が適用される場合を除く（下記のブローカー／ディーラーに関する検討事項を参照）。 

企業が自主参加型の炭素クレジットに IAS 第 38 号を適用している場合、当該基準

は独自の処分に係る要求事項を定めており、処分に係る利得又は損失（すなわち、

収益を構成しない、純額）の認識が要求される。 

適用する基準に関係なく、企業は自主参加型の炭素クレジットを売却する取引を慎

重に分析する必要がある。 

▪ 自主参加型の炭素クレジットの支配は移転されるか 

▪ 取引に他の当事者（例：代理人、ブローカー）の関与はあるのか 

▪ 企業は顧客に代わってクレジットを処分しているのか 

▪ 企業は、財の生成又はサービスの提供の一環として排出量のオフセットを約束

しているのか。もしそうであれば、それが顧客に対する約束（すなわち、実際に

顧客に対する財又はサービスを移転している）なのか、それとも事業をする上

での追加コストなのかを慎重に分析する必要がある。例えば、飛行から生じる

すべての排出をオフセットすることをコミットメントしている航空会社を想定する。

もし顧客が排出をオフセットするために追加料金を支払っている場合、それは

何らかの財・サービスに対する支配が顧客へ移転されていることになるのか、

それとも航空会社が事業をする上での追加コストを補填するためより多い対価

を受け取っていることになるのか。詳細については下記の「自主参加型の炭素

クレジットの使用」を参照。 

この分析は、取引の実態を決定する上で役立ち、適切な認識中止の時期及び

純損益への認識を決定する上で有益である。 
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自主参加型の炭素クレジットの使用 

通常、自主参加型の炭素クレジットの「使用」とは、概念上の排出量登録簿（すなわ

ち、財務諸表外の情報）を減少させることを意味する。    

自主参加型の炭素クレジットは、使用された時点で認識中止されるべきであり、この

時点は通常、当該クレジットの正式な処分と一致する。場合によっては、この結果、

費用の即時認識がなされる。場合、炭素クレジットの認識中止によって、マーケティ

ング・コストが認識される。  

自主参加型の炭素クレジットが概念上の排出量登録簿を減少させるのに使用される

場合、これは認証又は購入の直後に発生する可能性がある。したがって、そうした

場合、企業は、当該クレジットについて資産を認識してから即時に認識中止するか、

マーケティング・コストを即時に認識するか（資産は認識しない）といういずれかを方

針として選択する。いずれの方法であっても、純損益への影響は同じとなる。しかし、

開示は異なる結果となる（例えば、キャッシュ・フロー計算書での分類、注記など）。

企業は、財務諸表利用者が財務諸表への影響を理解できるように、その方針を明

記し、注記で適切な開示を行うべきである。 

自主参加型の炭素クレジットの使用とは、財又はサービスの創出の過程での排出を

オフセットするためのクレジットの使用を意味することを意図している場合もある。上

記の「自主参加型の炭素クレジットの売却」で説明したとおり、企業は、それが財又

はサービスの顧客への移転なのか、単純に事業を行う上での追加コストなのかを慎

重に分析する必要がある。この点は、関連コストが売上原価を構成するのか、履行

義務を履行するためのコストなのか、それともマーケティング・コストなのかを理解す

る上で重要となる。 

企業が第三者又は政府との間で負債を（部分的に）決済するために自主参加型の

炭素クレジットを使用できる場合、当該クレジットが移転された時点で当該クレジット

の認識を中止しなければならず、当該負債を（部分的に）認識中止することができる。 

ブローカー／ディーラー  

コンプライアンス市場での検討事項（上記で説明）と整合するように、   

▪ 自己使用目的で保有する証書と売買目的で保有する証書とを適切に区別する

ことが重要である。 

▪ ブローカー／ディーラーが売買目的で保有する自主参加型の炭素クレジットは、

IAS 第 2 号の適用範囲に含まれるため、ブローカー／ディーラーは当該棚卸

資産を処分コスト控除後の公正価値（FVLCS）で測定し、当該 FVLCS の変動

を純損益に認識するという選択ができる。 

自主参加型の炭素クレジットの公正価値を測定するのは、コンプライアンス市場のク

レジット又は証書を測定するより困難な可能性がある。 上記で説明したとおり、自主

参加型の炭素クレジットは代替可能ではなく、多くの評価インプットが依然として観察

不可能である。この点に鑑みて、自主参加型の炭素クレジットを処分コスト控除後の

公正価値ではなく、取得原価と正味実現可能価額のいずれか低い方での測定を選

択するブローカー／ディーラーもいるかもしれない。 

 

財務諸表利用者が炭素ク

レジット又はグリーン電力

証書の特性および財務諸

表に与える影響を理解す

るのに役立つように、企業

は十分な情報を開示する

必要がある 
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開示   

炭素クレジット又はグリーン電力証書に適用される単一の基準書というものは存在し

ないものの、上記で説明したとおり、適用される複数の基準書がある。したがって、企

業は、IAS 第 2 号、IAS 第 20 号、IAS 第 38 号、IFRS 第 15 号又は IFRS 第 9 号

といった基準書に従い、十分な情報が確実に開示されるようにする必要がある。また、

強制参加型の排出権取引制度に関しては、企業は、IAS第8号の要求事項に従い策

定した会計方針について十分な情報を提供することが求められる。炭素クレジット又

はグリーン電力証書を無形資産あるいは棚卸資産のいずれとして分類するかは、

キャッシュ・フロー計算書においてそれぞれ投資活動又は営業活動の項目に表示され

ることになるため、キャッシュ・フロー計算書における分類に影響する。  

適用される基準書に関係なく、市場、クレジット及び証書が異なるということは、財務

諸表利用者は関連するリスク及び機会を理解するために追加情報を必要としているこ

とを意味する。 最低限、企業が強制参加型の排出権取引制度の対象となっているか

どうか、対象となっている場合は、どの制度かを開示することが有用である。 

企業が炭素クレジット及びグリーン電力証書について、会計方針、炭素クレジットや証

書についての情報（コンプライアンス市場又はボランタリー市場で取引されているのか、

事前発行なのか事後発行なのかなど）、排出に係る負債、純損益に対する影響をはじ

めとして、十分な開示を行うことが重要である。また、企業はコンプライアンス市場から

生じた資産及び負債と、ボランタリー市場から生じた資産との区別が求められる場合

がある。 

 

 

 

弊法人のコメント 

排出量を削減する必要があることから、炭素クレジット及びグリーン電力証書 

は引き続き政府によって使用され、ボランタリー市場が引き続き 成長する可能性が 

高い。新しい種類の排出削減・除去プロジェクトも 出現することが見込、 

まれ、企業はそうしたプロジェクトを収益化するための新たな道を模索するだろう。 

 
IASB が明確な要求事項を定めるまで、企業は適切な会計処理を決定するに  

あたり、強制参加型制度及びボランタリー市場のクレジットに関する特性を慎重  

に分析することが求められる。財務諸表利用者が財務諸表への影響ならびに企

業 が直面するリスク及び機会を確実に理解できるようにするため、企業は十分な開

示 understand the effect on   を行うことが重要である。  
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8. 自然依存電力契約 

8.1 論点 
グリーン電力の供給を確保し、再生可能エネルギー電力証書を取得し、再生可能エ

ネルギーの価格リスクを管理するために、長期的な再生可能エネルギー電力契約

を締結する企業が増えている。この結果、電力購入契約（power purchase 

agreement：PPA）の需要が増加し、企業のカーボン・ニュートラル化への取組みに

合わせて、その需要はさらに拡大すると見込まれる。37
    

電力購入契約とは、電力の販売と供給に関して、供給者（発電事業者など）と購入

者との間で締結される契約である。  

電力購入契約の適切な会計処理を決定するのに、購入者は重大な判断を必要とする

可能性がある。当該決定は、関連する電力市場の仕組み、電力購入契約の条件、適用

可能な会計基準などをはじめとする具体的な事実及び状況に左右される。IASB による

議論の多くは、IFRS 第 9 号が適用されるかどうか（後述）が中心となっているが、購入

者はまず他の関連する基準が適用されるかどうかを考慮する必要があり、そうした評価

は複雑になる可能性がある。    

電力市場 – グロス・プールとネット・プール   

電力市場は法域によって設定が異なり、送電網事業者は顧客に電力を割り当てる際に

電力購入契約の条件を考慮する場合と考慮しない場合がある。しかしながら、すべての

電力市場は、システムの安全性と安定性を確保するために、供給と需要とが継続的に

均衡している必要がある。ただし、いかなる不均衡も金銭的な支払いに転換される実際

の電力フローを表している。     

送電網における不均衡を強制的に金融決済するシステムが常に存在することを前
提として、卸電力市場の仕組みは、大きく分けて「グロス・プール」電力市場と「ネッ
ト・プール」電力市場の 2 つに分類できる。     

▪ グロス・プール電力市場では、電力のすべての売買は、市場運営者を通じてグ

ロスベースで決済されるが、市場運営者は電力の引渡しや売却を行うことはな

い。すべての取引は、エネルギー取引の決済所の役割を果たす市場運営者が

設定するスポット価格によって決済される。 

▪ ネット・プール電力市場では、引渡す電力量について供給者は購入者と直接契

約を締結し、当該契約は物理的に引渡し可能である。 

実際には、多くの電力市場の特徴は、グロス・プール市場とネット・プール市場の両

方の特徴に適合する。したがって、市場の種類を決定するには多くの場合、判断が

求められる。グロス・プール電力市場とネット・プール電力市場の主な違いは、グロ

ス・プール電力市場では、電力購入契約に基づいて契約された電力が購入者に物

理的に引き渡されると考えられる余地がない点である。「これは、グロス・プール電力

市場で決定された固定価格とスポット価格の差額は、供給者と購入者の間で常に

ネット決済される」が、「一方でネット・プール電力市場には、契約上は電力購入者へ

の物理的な電力供給と考えられることを可能とする決済メカニズムがある」ためであ

る。38 

 

37 プロジェクト：現在の市場及び地政学上の問題を考慮した「自己使用」の例外の適用（IFRS第9号）、アジェ

ンダ・ペーパー12A「IFRS第 9 号に対する潜在的な狭い範囲での改訂を検討」 IASB会議、2023 年 11月

パラグラフ 38、IFRS 財団 website で閲覧可能 

38 アジェンダ・ペーパー2 「当初検討事項」 IFRS 解釈指針委員会会議 2023 年 6 月 パラグラフ 54、 

IFRS 財団 website で閲覧可能

  

自然依存電力を参照する
契約に関する電力購入契
約の適切な会計処理を決
定するには、作成者の相
当の判断が求められ、電
力購入契約の条件及び電
力市場の構造に左右され

る。   

 

https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2023/july/iasb/ap12a-application-of-the-own-use-exception-to-some-physical-power-purchase-agreements.pdf
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2023/june/ifric/ap02-application-of-the-own-use-exception.pdf
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フィジカル及びバーチャル電力購入契約 

正しい会計処理を決定するには、取引されている電力購入契約の性質を理解する

ことが重要である。電力購入契約には様々な形式があるが、そのほとんどは物理

的又はバーチャルのいずれかに分類できる。 

▪ フィジカル電力購入契約では、電線を通じて直接か又は仲介者（例：送電網事

業者）を介してかのいずれかの方法で、供給者から購入者に電力を直接移転

させる。フィジカル電力購入契約では、電力が直接物理的に供給される。 

▪ バーチャル電力購入契約とは、電力購入のための金融契約であり、電力の売

買取引が、電力取引の決済所として機能する送電網事業者が設定するスポッ

ト価格で決済される。電力購入契約の条件に従って供給者から購入者への物

理的な電力の引き渡しは行われないため、供給者と購入者の間の契約の決

済は、卸売市場で販売された電力又は送電網事業者から購入された電力と

は別に、純額現金決済によって行われる。  

8.2 影響  

購入者にとっての適用範囲の検討   

フィジカル電力購入契約における購入者にとって、電力購入契約の適切な会計処

理を確立するための最初のステップは、IFRS 第 10 号「連結財務諸表」、IFRS 第

11号「共同支配の取決め」、IFRS第 16号、IFRS第 9号、IAS第 37号、IAS第

16 号又は IAS 第 20 号など、どの IFRS 会計基準を適用するかを決定することで

ある。当該決定に応じて、会計処理が大幅に異なる可能性があるため、購入者は

すべての事実と状況を考慮するとともに、判断が求められる場合がある。   

電力市場の構造と電力購入契約の特徴によって、購入者にとって適用される基準

書を決定することが困難になる。グループ構造が関係する場合、例えば、グループ

内の 1 つの企業がグループ内の他の企業に代わって電力購入契約を締結する場

合、この決定はさらに困難になる可能性がある。   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

•  
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図 8-1: 電力購入契約に適用される基準書の決定 

上記の図 8-1 は、購入者の観点から、電力購入契約にどの会計基準を適用するか

を決定するための簡潔な意思決定プロセスを示したものである。下記では、購入者

がどの会計基準を適用するか決定する際に考慮できる、いくつかの要因（すべてを

網羅したものではない）を概説している。   
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購入者は供給者に対する投資を会計処理する必要があるか   

購入者が、供給者に投資をしていたり、重要な資金供与の取決めを締結していたり

する場合がある。このことは、購入者が供給者を実際に支配しているか、共同で支

配しているか、あるいは供給者に対して重要な影響力を有しているかを意味する可

能性がある。39つまり、購入者は IFRS 第 10 号、IFRS 第 11 号又は IAS 第 28

号「関連会社及び共同支配企業への投資」を適用する必要がある可能性がある。

適切な会計処理を決定するには、すべての事実及び状況を評価する必要がある。 

購入者が供給者に対し支配、共同支配又は重要な影響力を有しているかどうかを

検討する場合、以下のような質問が考えられる。 

▪ 供給者は、電力購入契約を締結又は保持するために使用されるストラクチャー

ド・エンティティ又は他の種類の別個のビークルに該当するか 40 

▪ 株式投資、資金供与の取決め、信用保証、運営・保守契約（供給者又はその

所有者と締結）、又はその他の契約上の権利で、電力購入契約の会計処理に

影響を与える可能性があるものは存在するか    

これらの取決めを慎重に検討し、電力購入契約における供給者のリターンに重要な

影響を及ぼす関連性のある活動に関する決定を行える（共同で行える）又は当該決

定に影響を及ぼせる能力が、当該取決めにより購入者に与えられているかどうかを

決定する必要がある。供給者のリターンに重要な影響を及ぼす関連性のある活動

に関する決定には、例えば、以下のような決定が含まれる。   

▪ 発電施設の設計、開発、建設 
 

▪ 当該施設の運営及び保守  

▪ 電力販売及び契約開始後の新契約の締結 

▪ 当該施設の寿命（例：太陽光パネルの廃棄、風力タービンの埋設）   

企業が IFRS 第 10 号、IFRS 第 11 号又は IAS 第 28 号を適用する必要があると

結論付ける場合、適切に会計処理するため、グループ構造に応じて、グループ、親

会社及び／又は子会社のレベルで電力購入契約を複数回評価する必要がある可

能性がある。 さらに、企業は IFRS 第 10 号、IFRS 第 11 号又は IAS 第 28 号のも

とでの評価を実施した後すぐに、状況に応じて図 8-1 に示される他の会計基準の影

響も評価する。  

電力購入契約にリースが含まれているか  

特定された資産の使用を支配する権利を一定期間にわたり対価と交換に移転する

契約は、当該契約がリースの法的形式をとらない場合でも、リースの定義を満たす。

したがって、再生可能な太陽光発電又は風力発電設備に係る契約（例：購入者が当

該設備の経済的便益のほとんどすべてを享受するフィジカル電力購入契約）は、

リース契約に該当する可能性がある。   

 

 

39 「投資者は、投資先への関与により生じる変動リターンに対するエクスポージャー又は権利を有し、か

つ、投資先に対するパワーにより当該リターンに影響を及ぼす能力を有している場合には、投資先を支配

している」 （IFRS 第 10 号付録 A）。 共同支配は、「取決めに対する契約上合意された支配の共有であ

り，関連性のある活動に関する意思決定に、支配を共有している当事者の全員一致の合意を必要とする

場合にのみ存在する」と定義されている（IFRS 第 11 号付録 A）。 「重要な影響力とは、投資先の財務及
び営業の方針決定に参加するパワーであるが、当該方針に対する支配又は共同支配ではないものをい

う」（IAS 第 28 号第 3 項）。 

40 ストラクチャード・エンティティ（組成された企業）は、「誰が企業を支配しているのかの決定に際して、議

決権又は類似の権利が決定的な要因とならないように設計された企業で（例えば、あらゆる議決権が管

理業務のみに関係しており、その関連性のある活動が契約上の取決めによって指図される場合など）」と

定義されている（IFRS 第 12 号「他の企業への関与の開示」付録 A）。 
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下記の図 8-2 は、電力購入契約に IFRS 第 16 号に基づくリースが含まれているか

どうかを決定する際の会計上の検討事項をまとめたものである。   

図 8-2  電力購入契約はリースを含むか否かの判断  

 

通常、再生可能な風力発電又は太陽光発電の購入契約の顧客は、原資産である設

備の使用を支配する権利はないため、このような契約にはリースは含まれない。一

部のケースでは、電力購入契約がリースに該当するかどうかを決定するには、詳細

な分析が必要になり、複数の異なる事業部門の関与が必要になる可能性もある。た

だし、原資産である風力発電及び太陽光発電設備がリースの定義を満たしていない

場合でも、電力購入契約に関連するその他の資産（例：原資産である土地、バッテ

リー貯蔵施設）がリースの定義を満たす場合がある。   

電力購入契約（又はその一部）がリースに該当するかどうかを検討する場合、以下

の点について検討することが考えられる。   
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▪ 黙示的に特定された資産があるか（例えば、供給者には電力購入契約の義務

を履行するために使用できる他の設備がない場合）、又は契約に明記されてい

る特定された資産があるか（例えば、電力購入契約において、義務を履行する

ために使用される特定の風力発電所又は太陽光発電所が明記されている場

合）。ある資産の稼働能力の一部のみが特定されている場合、物理的に区分

可能か（例えば、電力購入契約において、風力発電所内の特定の風力タービ

ンが明記されている場合）。 
 

▪ 供給者が使用期間にわたって資産を入れ替える実質的な権利を有しているか。  

▪ 購入者は、使用期間全体にわたり特定された資産の使用からの経済的便益の

ほとんどすべてを直接的または間接的に享受する権利を有するか。経済的便

益には、資産の主要なアウトプット（例：電力）及び副産物（例：資産の使用によ

り生じた再生可能エネルギー証書（REC）など）、ならびにこれらの項目から生

じる可能性のあるキャッシュ・フローが含まれる。 

▪ 購入者は、使用期間全体にわたり資産の使用方法及び使用目的を指図する

権利を有しているか（例：資産によって産出されるアウトプットの種類、アウト

プットが産出される時期や場所、アウトプットを産出するかどうか、アウトプット

の数量といった事項を変更する権利を有しているか）。   

▪ 使用期間全体にわたる資産の使用方法及び使用目的に関する事項が事前に

決定されているか。事前決定されている場合、顧客はどの程度まで、資産を稼

働させる（又は他者に資産を稼働させるよう指図する）権利を有しているか、及

び／又は資産の設計と建設に関して十分な専門知識を有しているか

詳しいガイダンスは、弊法人の出版物「Applying IFRS: Energy Transition: lease 

considerations in respect of power purchase agreements（2021 年 8 月）」41

に記載されている。 

電力購入契約がリースに該当すると決定された場合でも、企業は、電力購入契約に、

主契約（つまり、電力を購入する契約）と明らかに密接に関連していない組込デリバ

ティブが含まれているかどうかを評価する必要がある。組込デリバティブは、電力購

入契約の条件が、外国為替の特性など、電力の購入とは無関係のリスクを参照して

いる場合に発生する。組込デリバティブは、主契約と密接に関連していない場合、主

契約から分離して、IFRS 第 9 号に基づいてデリバティブとして会計処理する必要が

ある。主契約は、引き続きリースとして会計処理する。   

電力購入契約はデリバティブとして会計処理する必要があるか 

現金又は他の金融商品での純額決済又は金融商品との交換により決済できる非金

融項目の売買契約には、あたかも当該契約が金融商品であるかのように、IFRS 第

9 号を適用しなければならない。ただし、企業の予想される購入、販売又は使用の

必要に従った非金融商品項目の受取り又は引渡しの目的で締結され、引き続きそ

の目的で保有されている契約は除く（「自己使用の例外」）。非金融項目の購入又は

売却する契約の意思決定プロセスに関する詳細なガイダンスは、 International 

GAAP🄬2025 第 41 章セクション 3.1 を参照されたい。42  

 

 

 

 

 

 

41 www.ey.com/IFRS で閲覧可能 

42 www.ey.com/IFRS で閲覧可能  

https://www.ey.com/en_gl/technical/ifrs-technical-resources/energy-transition-lease-considerations-for-power-purchase-agreements
https://www.ey.com/en_gl/technical/ifrs-technical-resources
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IFRS 第 9 号の検討事項 

IFRS 第 9 号の現在適用されているガイダンスのもとで最初に行うことになる評価は、

契約が純額決済可能かどうかを理解することである。IFRS 第 9 号では、契約が純

額決済可能かどうかを判断する際に考慮しなければならない要因の例を 4 つ示して

いる。43 これらのすべての例示と、純額決済を示すその他の兆候を考慮する必要が

ある。契約が純額決済できない場合、その契約は IFRS 第 9 号の適用範囲外とな

り、未履行契約として会計処理される。以下は、企業が当該検討をする上で役立つ

可能性がある。   

(a)  契約条件では、いずれかの当事者が電力を受け取るのではなく、純額で決済す

ることを認めているか。   

(b)  購入者は過去に同様の契約を純額決済した実績があるか（相手方との間かどう

か、相殺契約の締結によるか、あるいは契約の行使又は期限満了前の売却による

かを問わず）。   

(c)  購入者は、短期的な価格変動や販売業者としてのマージンを生み出す目的で、

購入した電力（物理的に引き渡されている場合でも）を現物市場で転売するか。    

(d)  購入した電力は容易に換金可能か。  

上記の質問(b)又は(c)への答えが yes の場合、IFRS 第 9 号に従ってデリバティブ

であるかのように会計処理する。44 契約が純額決済可能なその他のすべてのケー

スでは、契約が企業の予想される購入、販売又は使用の必要に従った非金融商品

項目の受取り又は引渡しの目的で締結され、引き続きその目的で保有されているか

どうかを判断するために、さらなる評価が必要である。契約が「自己使用」目的で保

有されていない場合、契約はデリバティブであるかのように IFRS 第 9号に基づいて

会計処理される。契約が「自己使用」目的で保有されている場合、契約は IFRS 第 9

号の適用範囲外となり、未履行契約として会計処理される。これは一般に「自己使

用」の例外と称される。ただし、企業は依然として、純損益を通じて公正価値で測定

されるものとして当該契約を指定することを選択できる。45  

購入者が余剰電力を貯留できず、短期間で消費又は売却しなければならない場合、

フィジカル電力購入契約に「自己使用」の例外を適用するには特定の問題が生じる

ことがある。46
 したがって、そのような物理的な電力購入契約が「自己使用」のため

に保持されているかどうかを決定するには、判断が必要である。 

電力購入契約が「自己使用」の例外の要件を満たす場合でも、企業は、電力購入契

約に、主契約（つまり、電力を購入する契約）と明確に密接に関連していない組込デ

リバティブが含まれているかどうかを評価する必要がある。組込デリバティブは、主

契約と密接に関連していない場合、主契約から分離して、IFRS 第 9 号に基づいて

デリバティブとして会計処理する必要がある。主契約は、引き続き未履行契約として

会計処理する。 

 

 

 

 
 

 

43  IFRS 第 9 号 2.6 項 

44 IFRS 第 9 号 2.4 項 IFRS 第 9 号 2.6 項 

45 IFRS 第 9 号 2.5 項 

46 IASB スタッフペーパー12「プロジェクト：現在の市場及び地政学上の問題を考慮した「自己使用」の例

外の適用（IFRS 第 9 号）、ペーパートピック「IFRS 第 9 号に対する潜在的な狭い範囲での改訂を検討」 
IASB 会議、2023 年 7 月パラグラフ 2、IFRS 財団 website で閲覧可能 
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図 8-3 電力購入契約をデリバティブとして会計処理する必要があるかどうかの決定 

契約の会計処理方法は、契約の開始時、つまり契約締結時に決定される。した
がって、会計処理は、電力購入契約を締結する企業の期待と意図、及び当該契約
を保有し続ける理由を反映する。「自己使用」の例外を適用した後に、電力購入契
約を保有する理由が変わった場合（例えば、企業が以前使用する予定であったエ
ネルギーを販売することにした場合）、当該電力購入契約をデリバティブとして再分
類し、会計処理する必要がある。一方で、企業が電力購入契約を締結した後に、電
力を販売せず、代わりに自己使用の要件を満たすために電力を使用することを決
定する場合、電力購入契約をデリバティブとして会計処理している状態から再分類
することはできない。電力購入契約が「自己使用」目的で締結され、引き続きその目
的で保有されていることを証明するためには、電力購入契約の事実と状況に基づ
いて検討と判断を行う必要がある。 
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購入者は未履行契約を有しているか 

別の会計基準が適用されない場合、電力購入契約は未履行契約に該当する可能

性が高い。IAS第37号では、未履行契約を「いずれの当事者も自らの義務を全く履

行していないか、又は双方が自らの義務を同じ程度に部分的に履行している状態の

契約」と定義している。47 未履行契約が不利な契約でない限り、未履行契約に関連

するコストは通常、発生主義会計を使用して発生した時点で費用計上され、負債や

資産の認識が要求されることはない。 

開示   

企業が電力購入契約を締結した場合には、適切な開示を行うことが重要である   

IAS 第 1 号は、IFRS 会計基準の特定の要求事項に準拠するだけでは、特定の取

引、その他の事象及び状況が企業の財政状態や財務業績に与える影響を利用者

が理解するには不十分な場合、企業は追加の開示を行うことを求めている。48 さら

に、企業は、財務諸表の他の箇所には記載されていないが、財務諸表の理解に関

連する情報を注記に記載する必要がある。49
  

電力購入契約が与える影響を利用者が理解するために必要な開示についてその内

容と範囲を決定する際に、関連する可能性がある情報には以下のものがある。   

▪ 契約期間及び契約価格（又は契約に基づく予想購入金額合計）をはじめとする、

契約の客観的な重要条件 

▪ 契約した電力量及び予想される必要使用量 

▪ 余剰電力の販売のための仕組みと、そのような販売に付される価格（例：余剰

電力は市場価格で自動的に販売されるか、それとも市場価格よりも不利な価

格で実行されるか） 

▪ 採用した会計処理の概要（例えば、企業が IFRS 第 9 号に基づく自己使用の

例外を適用するかどうか、及びその基礎となる判断（例：余剰電力の販売を評

価する期間）） 

▪ 余剰電力の販売が、表示するすべての期間における企業の純損益に与える影

響 

財務諸表で認識される金額に重要な影響を与える可能性がある判断は、見積りを

伴うものも含め、いかなるものについても開示することが非常に重要である。50 さら

に、電力購入契約について、将来に関して行う仮定及びその他に見積りの不確実性

をもたらす主な要因に関する情報が、翌事業年度中に資産及び負債の帳簿価額に

重要性がある修正を生じさせる重大なリスクを伴う場合には、当該情報を開示に含

めなければならない。51これらの契約から生じる潜在的な流動性リスク、及び経営幹

部に社内で提供される情報も考慮する必要がある。開示は、電力購入契約に適用さ

れる基準によっても要求され、公正価値で測定される場合は IFRS第 13号によって

も要求される。 

 

 

 

 
 

47 IAS 第 37 号 3 項 

48 IAS 第 1 号 17 項(c) 第 1 号 31 項 

49 IAS 第 1 号 112 項(c) 

50 IAS 第 1 号 112 項(c) 
51 IAS 第 1 号 115 項 
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IFRS 第 9 号及び IFRS 第 7 号の改訂－自然依存電力を参照する契約 

上述の自然依存電力契約に自己使用の例外規定を適用するには複雑であることか

ら、IASB は 2024 年 12 月 18 日に「IFRS 第 9 号及び IFRS 第 7 号の改訂－自

然依存電力を参照する契約」（「本改訂」）を公表した。本改訂は自然依存電力を参

照する契約にのみ適用される。そうした契約は、発電源が統制不能な自然条件に依

存しているため、基礎となる電力量の変動性に企業が晒されるものであり、典型的

には太陽光や風力などの再生可能電力に関連する契約（「インスコープ契約」）であ

る。自然依存電力を参照する契約には、自然依存電力を売買する契約、さらにはそ

うした電力を参照する金融商品がある。 

そうした契約の自己使用例外規定を評価する際、本改訂は、企業が契約期間全体

にわたって電力の「正味の購入者」であるのか、かつ「正味の購入者」になると見込

まれるのかを評価しなければならない。企業が電力を売却したのと同じ市場で未使

用の電力の売却を相殺するのに十分となる電力を購入する場合、企業は正味の電

力購入者になる。企業は、この正味の購入者であるかの評価を、「合理的な期間」に

わたる過去、現在及び予想される将来の電力取引に関する合理的で裏付け可能な

情報に基づいて実施しなければならない。「合理的な期間」の識別にあたり企業は、

自然条件の季節変化により生じる電力量の変動性及び企業の電力需要の営業循

環による変動性を考慮しなければならない。しかし合理的な期間は 12 ヵ月を超えて

はならない。 

企業は、電力を売却価格又は購入価格を固定するために自然依存電力に関する契

約をますます使用するようになっている。しかし、IFRS第 9号は従来から、具体的な

名目金額又は数量をヘッジ対象として指定することを求めてきた。ヘッジ対象の名

目金額又は数量の変動は、非有効部分の増加又はヘッジ関係が中止となる可能性

がある。この問題を解決するために、本改訂は、自然依存電力を参照する契約を、

電力の予定取引のヘッジにおけるヘッジ手段に指定している企業が、電力の予定取

引の変動する名目数量をヘッジ対象に指定することを容認している。このときヘッジ

対象に指定された変動する名目数量は、ヘッジ手段において参照される発電施設

によって提供されると見込まれる自然依存電力の変動する数量と一致しなければな

らない。IFRS 第 7 号は、本改訂に従って IFRS 第 9 号の適用範囲外となる契約に

関する開示が義務付けられるように改訂されている。企業は単一の注記に以下を開

示しなければならない。 

企業を以下にさらすことになる契約上の特徴に関する情報： 

▪ 基礎となる電力量の変動性 

▪ 企業が電力を使用できない引渡の合間において電力を購入することを要求さ

れるリスク 

そうした契約から生じる未認識のコミットメントに関する情報。これには以下が含まれ

る： 

▪ 適切な期間帯による契約に基づく電力の購入による見積将来キャッシュ・フ

ロー開示 

▪ 不利な契約となる可能性があるかどうかを企業がどのように評価するのかに

関する定性的情報 

企業が、電力の正味の購入者であったかどうかを評価するために用いた情報に基

づく、当報告期間の企業の財務業績に与える影響に関する定性的及び定量的な情

報。これには、以下が含まれる。 
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▪ 契約に基づく電力購入から生じたコスト。購入した電力のうち、どれだけが引渡

時点で未使用であったのかを区分して開示する。 

▪ 未使用電力の売却から生じた収入 

▪ 未使用電力の売却を相殺するために行った電力購入から生じたコスト 

本改訂は 2026年 1月 1日以降開始する事業年度から適用される。早期適用は認

められるが、その旨を開示する必要があり、法域によっては、早期適用に関する現

地の承認が必要になる場合もある。また適用開始日は報告期間の開始日としなけ

ればならないが、報告期間は年次の報告期間以外の期間とすることもできる。自己

使用の例外規定に関する改訂は遡及適用しなければならない。企業が過年度につ

いて修正再表示することを求められることはないが、事後的判断を用いず可能な場

合にのみ、修正再表示することもできる。ヘッジ会計に関する改訂は、適用開始日

以降に指定される新しいヘッジ会計に将来に向けて適用しなければならない。IFRS

第 7号の開示に関する改訂は、IFRS第 9号の改訂が適用される時点で適用しなけ

ればならない。企業が比較情報を修正再表示しない場合、比較情報の開示をしては

ならない。 

本改訂の詳細は、IFRS Developments 第 234 号「自然依存電力－IFRS 第 9 号

及び IFRS 第 7 号の改訂」52に記述されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52 www.ey.com/IFRS で閲覧可能 

53 例として ESMA 、 2023 年度年次財務報告書に関する欧州共通の執行優先事項 」

https://www.esma.europa.eu で閲覧可能

弊社のコメント 

電力購入契約はますます一般的になっている。購入者は、契約上の取決めを慎

重に分析し、適用可能な会計基準と適切な会計処理を決定する必要がある。こ

の決定には、重要な判断を必要とする場合がある。 

どの会計基準を適用するかに関係なく、企業は財務諸表の利用者に、電力購入

契約ならびにその現在及び予想される影響について情報提供するため、適切か

つ透明性のある開示を行う必要がある。さらに、企業は、開示を準備する際に規

制当局の期待を考慮する必要がある場合がある。53  

さらに、作成者は、自然依存電力を参照する契約に関し IFRS 第 9 号と IFRS 第

7号の改訂の影響を評価する必要がある。 

https://www.ey.com/ja_jp/technical/ifrs/ifrs-insights/2025/ifrs-developments-2025-01-234
https://www.ey.com/ja_jp/technical/ifrs/ifrs-insights/2025/ifrs-developments-2025-01-234
https://www.ey.com/en_gl/technical/ifrs-technical-resources/nature-dependent-electricity-ifrs-9-and-ifrs-7-amendments
https://www.esma.europa.eu/
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付録 1：その他の気候関連の会計上の検討事項   

下記に、企業に影響を与え得るその他の気候関連の潜在的な会計上の検討事項を

示している。実務が進展し、より多くの情報が得られるようになれば、我々は本冊子

を更新し、これらの論点の中から個別に取り上げる予定である。      

基準書 潜在的な会計上の検討事項 

IAS 第 2 号 

「棚卸資産」 

棚卸資産の取得原価は変化したか（カーボンオフセット

費用、追加の輸入関税、加工及び設計変更費用によ

る）、また正味実現可能価額は変化したか（顧客の需

要の変化や規制の変更による）? 

生産時の排出量に課せられる賦課金は生産された棚

卸資産の原価に含めるべきか?   

IAS 第 10 号 

「後発事象」 

報告日後に発生する特定の規制や市場の動向は、修

正を要する後発事象か、修正を要しない後発事象か? 

IAS 第 19 号 

「従業員給付」 

企業の従業員給付のうち、特定の気候（例えば、排出

量又はリサイクリング目標）又は社会的目的（例えば、

休業時間を伴う事故の発生頻度の削減又は多様性と

男女平等目標）関連目標の達成に左右されるものはあ

るか? 

IAS 第 20 号 

「政府補助金の会

計処理及び政府援

助の開示」 

特定の気候関連の新たな取組みに対応して政府のイ

ンセンティブ又は援助が導入または変更されている

か？ 

気候関連の目標や取組みに関連して、政府補助金に

条件が付されているか？それらの条件を満たすための

企業の能力に影響を与えたか、又は補助金の返還が

必要となり得る変化が生じたか? 

IAS 第 41 号 

「農業」 

財務諸表にその性質及び金額を開示する必要があ

る、重要な収益又は費用項目が生じることになる気

候、病害及びその他の自然リスクに関連する事象が生

じたか？ 

カーボンオフセットや炭素吸収源として樹木を保有又

は植樹している企業は、それらの資産にどの会計基準

書を適用するかを検討したか? 54 

IFRS 第 2 号 

「株式に基づく報

酬」 

企業の株式に基づく報酬制度のうち、特定の気候関連

目標の達成、例えば Scope1、Scope2 又は Scope3

の温室効果ガス排出量を削減する目標に左右される

ものはあるか？ 

企業は気候関連目標が権利確定条件若しくは権利確

定条件以外の条件のいずれに該当するかを適切に検

討しているか。それは株式に基づく報酬取引の認識と

測定に影響する。 

54
詳細については弊社刊行物 IFRS Developments 第 199 号： 使用または販売のためにカーボンオフ

セットを生成するために所有される樹木の会計処理 を参照 
 

https://www.ey.com/ja_jp/technical/ifrs/ifrs-insights/2021/ifrs-developments-2021-12-199
https://www.ey.com/ja_jp/technical/ifrs/ifrs-insights/2021/ifrs-developments-2021-12-199
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基準書 潜在的な会計上の検討事項 

IFRS 第 8 号 

「事業セグメント」 

セグメント情報の内容は、年次報告書の他の部分やそ

の他の投資家向けに開示される情報と整合しているか

（例：コモディティ/コモディティ以外の事業に関する情

報が最高経営意思決定者によりレビューされる場合な

ど）?   

企業活動が気候に与える影響を全面的に反映するた

めに、内部報告目的で IFRS 情報を調整しているか? 

IFRS 第 10 号 

「連結財務諸表」 

新たな気候関連の規制により、特定の事業や活動に

対する支配を喪失するか（例：特定の活動を継続する

ことができない、又は重要な意思決定に影響を与える

ことができなくなるなど）? 

IFRS 第 15 号 

「顧客との契約か

ら生じる収益」 

企業は、気候関連の進展により、一定の期間にわたっ

て認識される収益に関する不確実性の増大に直面し

ているか?    

気候関連の進展が、企業が権利を有すると見込む変

動対価の範囲に影響を与えているか（変動対価に関す

る制限の評価を含む）? 

顧客は購入時に排出量を相殺するための任意又は必

須の手数料を請求されるか？その場合、企業は会計

処理への影響を評価しているか（例：約定された財又

はサービスが存在するか、本人か代理人かなど）？     

気候関連の進展により顧客との契約が変更されたか

（例：カーボンフットプリントの小さい財又はサービスに

変更）? 

気候関連の進展により、見込んでいた収益契約（例：

契約の更新）に影響を及ぼし、既存の契約コスト資産

について減損評価を行う、又は償却期間を修正する必

要が生じるか? 

企業は「カーボン・ニュートラル」と表示される財又は

サービスを提供しているか？その場合、それは、炭素

クレジットを顧客に移転することで達成されるのか、企

業が炭素クレジットを当局に返還することにより達成さ

れるのか、あるいは他の方法で達成されるのか？引渡

方法や顧客への特定の約束によっては、契約に特定

される履行義務に影響が生じ、評価のための判断が

求められる可能性がある。 

IFRS 第 16 号

「リース」 

リース期間やリース負債の再評価が求められるような

変化（例：ビジネスモデルの変化、事業再編計画）が生

じているか？  

気候に関連した市場や法的環境の変化（例：特定の資

産の利用や活動ができなくなる）により、リース契約の

条件が変更されているか？ 

気候関連リスク及び機会に対応するために（例えば、

再生可能電力に関連して）締結した新たなリース契約

や追加された契約条件は識別されているか？ 



 

 101                         Applying IFRS つながる財務報告：気候変動の会計処理 2025 年 5 月 

基準書 潜在的な会計上の検討事項 

IFRS 第 17 号 

「保険契約」 

IFRS第17号の適用対象となる保険契約を発行する企
業は、気候関連リスク及び見積りの不確実性の識別、
モデリング及び管理にさらに注力する必要がある。これ
は、IFRS 第 17 号が適用される保険契約負債と、多く
の保険会社が負債を補填するために保有する重要な
金融資産の両方に当てはまる。 

IFRS 第 17 号関連の重要な検討事項は以下の通りで
ある。 

▪ IFRS 第 17 号の測定モデルで使用される企業の

リスクに係る仮定は、気候関連の進展を適切に反

映しているか（例：事業の中断、不動産の損害又

は死亡などの保険事故の頻度や規模の増加）？ 

▪ こうした気候関連の進展を保険負債の測定に反映

すると、不利な契約からの損失が発生するリスク

が増大する可能性があるか? 

▪ 気候関連のリスクは IFRS 第 17 号が適用される

契約のグルーピングに影響を与え得るか？ 

▪ IFRS 第 17 号の適用する際に下した、気候変動

に関連する重大な判断及び判断の変更に関し、十

分な開示を提供しているか? 

▪ 以下に関する注記事項を適切に開示しているか? 

▪ IFRS 第 17 号の適用対象の契約から生じる気候

関連リスクの集中。企業がどのように集中を判断

しているかに関する記述及び各集中を特定する共

通の特徴（例：保険事故の種類、業界又は地理的

領域）に関する記述を含む。 

▪ 感応度を通じて生じるリスク変数の変化に対する

エクスポージャー。感応度分析に使用した方法及

び仮定に関する記述を含む。 

▪ 企業は、利用者がその影響を理解できるように、

関連するリスク管理手続を十分に開示している

か？そして、この開示は、財務諸表内外の他の開

示と整合しているか？ 

▪ 適切な場合、企業は事業を行っている地域にある

気候関連規制による影響を開示しているか? 
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付録 2: 本稿の重要な変更点の要約 

2024 年 5 月版以降に行った本稿における主要な変更は、開示例の更新（利用可能

な場合）、及び新たな開示例の追加である。 

財務諸表外で行われるサステナビリティ報告と財務諸表内の財務報告の一貫性に関

する検討事項について、本稿全体を通して解説を付け加えている。 

その他の、2025年 5月更新版に行った変更を以下に要約する。   

3. 資産の減損 

使用価値に関する将来キャッシュ・フローの算定についての複数のシナリオが設例

3-1 に付け加えられた。 

6. 金融商品   

2024 年 5 月に公表された「金融商品の分類及び測定の改訂」（IFRS 第 9 号及び

IFRS 第 7 号の改訂）を解説するために更新されている。     

8.電力購入契約 

2024年 12月に公表された「自然依存電力を参照する契約（IFRS第 9号及び IFRS

第 7 号の改訂）」を解説するために更新されている。 
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